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高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
事
業
主
の
雇
用
す

る
高
年
齢
者
の
う
ち
、
他
の
事
業
主
と
の
間
で
締
結
し
た
法
第
九
条
第
二
項
の
契
約
に
基
づ
き
雇
用
す
る
者
と
す
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

第
二

創
業
支
援
等
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画

一

事
業
主
は
、
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
創
業
支
援
等
措
置
（
以
下
「
創
業
支
援
等
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画

を
作
成
し
、
当
該
計
画
に
つ
い
て
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
の

、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
同
意
を
得
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

二

一
の
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

法
第
十
条
の
二
第
四
項
の
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
（
以
下
「
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
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創
業
支
援
等
措
置
を
講
ず
る
理
由

２

法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
そ

の
他
の
契
約
（
以
下
こ
の
二
に
お
い
て
「
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
高
年
齢
者
が
従
事
す
る
業
務
の
内
容
に
関

す
る
事
項

３

契
約
に
基
づ
い
て
高
年
齢
者
に
支
払
う
金
銭
に
関
す
る
事
項

４

契
約
を
締
結
す
る
頻
度
に
関
す
る
事
項

契
約
に
係
る
納
品
に
関
す
る
事
項

５

契
約
の
変
更
に
関
す
る
事
項

６７

契
約
の
終
了
に
関
す
る
事
項
（
契
約
の
解
除
事
由
を
含
む
。
）

８

諸
経
費
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

９

安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
項

災
害
補
償
及
び
業
務
外
の
傷
病
扶
助
に
関
す
る
事
項

10

法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
規
定
す
る
社
会
貢
献
事
業
に
係
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
し

11
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、
当
該
契
約
に
基
づ
き
高
年
齢
者
の
就
業
を
確
保
す
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
社
会
貢
献
事
業
を
実

施
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す
る
事
項

１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
創
業
支
援
等
措
置
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
全
て
に
適
用
さ
れ
る
定
め
を

12

11

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
事
項

三

事
業
主
は
法
第
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
同
意
を
得
た
一
の
計
画
を
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て

、
各
事
業
所
の
労
働
者
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

常
時
当
該
事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
へ
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

２

書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

３

磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
事
業
所
に
労
働
者
が
当
該
記

録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

第
三

過
半
数
代
表
者

一

法
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
こ
の
第
三
に
お
い
て
「
過
半
数
代
表
者

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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１

労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

２

法
第
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
同
意
を
行
う
過
半
数
代
表
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る

投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
事
業
主
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の

で
な
い
こ
と
。

二

一
の
１
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
過
半
数
代
表
者
は
、
一
の
２
に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

三

事
業
主
は
、
労
働
者
が
過
半
数
代
表
者
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
過
半
数
代
表
者
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
又
は
過
半
数
代

表
者
と
し
て
正
当
な
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
。

四

事
業
主
は
、
過
半
数
代
表
者
が
法
第
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
同
意
に
関
す
る
事
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
等

一

法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
高
年
齢
者
が
定
年
後
又
は
法
第
九
条
第
一
項
第
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二
号
の
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
年
齢
の
上
限
に
達
し
た
後
に
、
新
た
に
法
人
を
設
立
し
、
当
該
法
人
が
新
た
に
事

業
を
開
始
す
る
場
合
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
一
の
場
合
に
お
け
る
法
人
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

第
五

高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画

一

法
第
十
条
の
三
第
二
項
の
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
第
五
に
お
い
て
「
計
画
」
と

い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

計
画
の
始
期
及
び
終
期

２

計
画
の
期
間
中
に
実
施
す
る
措
置
及
び
そ
の
実
施
時
期

３

計
画
の
期
間
中
及
び
終
期
に
お
け
る
定
年
又
は
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
対
象
と
な
る
年
齢
の
上
限

二

計
画
の
作
成
に
関
す
る
勧
告
は
、
文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

事
業
主
は
、
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業

安
定
所
（
そ
の
公
共
職
業
安
定
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
第
七
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
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当
該
事
務
を
取
り
扱
う
公
共
職
業
安
定
所
と
す
る
。
）
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
六

再
就
職
援
助
措
置
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
等
の
範
囲
等

一

法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
四
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

日
々
又
は
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
（
同
一
の
事
業
主
に
六
月
を
超
え
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
る
者
を
除
く
。
）

２

試
み
の
使
用
期
間
中
の
者
（
同
一
の
事
業
主
に
十
四
日
を
超
え
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
者
を
除
く

。
）

３

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者

４

事
業
主
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
の
う
ち
、
他
の
事
業
主
と
の
間
で
締
結
し
た
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
契
約
に

基
づ
き
雇
用
す
る
者
（
三
の
４
、
５
又
は
７
の
理
由
に
よ
り
離
職
す
る
者
を
除
く
。
）

５

事
業
主
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
の
う
ち
、
他
の
事
業
主
と
の
間
で
締
結
し
た
法
第
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
契

約
に
基
づ
き
雇
用
す
る
者
（
三
の
６
又
は
７
の
理
由
に
よ
り
離
職
す
る
者
を
除
く
。
）
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二

法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

１

事
業
主
が
法
第
九
条
第
二
項
の
特
殊
関
係
事
業
主
と
の
間
で
同
項
に
規
定
す
る
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ

き
特
殊
関
係
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
者
（
三
の
２
の
理
由
に
よ
り
離
職
す
る
者
に
限
る
。
）

２

事
業
主
が
他
の
事
業
主
と
の
間
で
法
第
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
他
の

事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
者
（
三
の
３
の
理
由
に
よ
り
離
職
す
る
者
に
限
る
。
）

３

創
業
支
援
等
措
置
に
基
づ
い
て
事
業
主
と
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
又

は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
す
る
者

４

創
業
支
援
等
措
置
に
基
づ
い
て
、
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
又
は
ハ
の
事
業
を
実
施
す
る
者
と
同
号
に
規
定

す
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
す
る
者

三

法
第
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

１

定
年
（
六
十
五
歳
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

２

法
第
九
条
第
二
項
の
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
年
齢
の
上
限
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
離
職
（
六
十
五
歳
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）
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３

高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
（
定
年
の
引
上
げ
及
び
定
年
の
定
め
の
廃
止
を
除
く
。
６
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
と

な
る
年
齢
の
上
限
に
達
し
た
こ
と
に
よ
る
離
職

４

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附

則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安

定
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
の
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を
定
め
た
場
合
に
お
け

る
当
該
基
準
に
該
当
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
離
職

５

法
第
九
条
第
二
項
の
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
基
準
に

該
当
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
離
職
（
六
十
五
歳
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

６

高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
基
準
に
該
当
し
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
る
離
職

７

解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
事
業
主
の
都
合

第
七

過
半
数
代
表
者
の
規
定
の
準
用

第
三
の
一
及
び
二
は
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
条
の
四
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第
二
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
三
の
三
及
び
四
は
同
令
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第

六
条
の
四
第
二
項
の
事
業
主
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
八

権
限
の
委
任

法
第
十
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
を
、
都
道
府
県
労
働
局
長
及
び
事
業

主
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
九

多
数
離
職
届

多
数
離
職
届
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
等
の
範
囲
の
見
直
し
に
伴
い
、
様
式
第
一
号
を
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十

高
年
齢
者
雇
用
状
況
等
報
告
書

法
に
よ
り
新
設
さ
れ
る
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
状
況
そ
の
他
高
年
齢
者
の
就
業
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
状
況
を
報

告
事
項
に
追
加
す
る
こ
と
に
伴
い
、
様
式
第
二
号
を
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
十
一

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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高年齢者等職業安定対策基本方針（案）

目次

はじめに

第１ 高年齢者の就業の動向に関する事項

第２ 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項

第３ 事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき事項

第４ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項

はじめに

１ 方針のねらい

少子高齢化が急速に進行し人口が減少する我が国においては、経済社会の活力を維持するため

、全ての年代の人々がその特性・強みを活かし、経済社会の担い手として活躍できるよう環境整

備を進めることが必要である。

特に、人生100年時代を迎える中、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよ

う、高年齢者が活躍できる環境整備を図っていくことが重要である。

働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者の活躍の場を整備する

ため、令和２年第201回通常国会において、70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とす
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ること等を内容とする高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号。以下「法

」という。）の改正（以下「令和２年改正」という。）が行われた。この基本方針は、令和２年

改正の趣旨等を踏まえ、高年齢者の雇用・就業についての目標及び施策の基本的考え方を、労使

を始め国民に広く示すとともに、事業主が行うべき諸条件の整備等に関する指針を示すこと等に

より、高年齢者の雇用の安定の確保、再就職の促進及び多様な就業機会の確保を図るものである。

また、70歳までの就業機会の確保に関する施策を推進するに当たっては、65歳までの雇用機会

が確保されていることが前提である。このため、令和２年改正による改正前の法による65歳まで

の希望者全員の雇用確保措置（令和６年度年度末に労使協定による継続雇用制度の対象者基準を

適用できる経過措置は終了）の導入に向けた取組を引き続き行うことが必要である。

２ 方針の対象期間

この基本方針の対象期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とする。ただし、この基

本方針の内容は令和２年改正を前提とするものであることから、高年齢者の雇用等の状況や、労

働力の需給調整に関する制度、雇用保険制度、年金制度、公務員に係る再任用制度等関連諸制度

の動向に照らして、必要な場合は改正を行うものとする。

第１ 高年齢者の就業の動向に関する事項

１ 人口及び労働力人口の高齢化
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我が国の人口は、世界でも例を見ない急速な少子高齢化が進行しており、平成27年（2015年）

から令和22年（2040年）までの25年間においては、15～59歳の者が約1,693万人減少するのに対

し、60歳以上の高年齢者が約477万人増加し、2.4人に１人が60歳以上の高年齢者となるものと見

込まれる。

また、60歳以上の労働力人口は令和元年で約1,450万人であり、令和18年（2036年）から令和2

1年（2039年）にかけていわゆる団塊２世（昭和46年（1971年）から昭和49年（1974年）までに

生まれた世代）が65歳に達する等人口ピラミッドの変化が起きることから、平成29年（2017年）

と労働力率が同じ水準であるとすれば、平成29年（2017年）から令和22年（2040年）までの23年

間においては、60～69歳の労働力人口は24万人減少し、70歳以上の労働力人口は26万人増加する

と見込まれる（総務省統計局「国勢調査」（平成27年）、「労働力調査」（令和元年）及び国立

社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年）の出生中位（死亡中位）推計、

独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計―労働力需給モデル（2018年度版）に

よる将来推計―」（2019））。

２ 高年齢者の雇用・就業の状況

高年齢者の雇用失業情勢を見ると、令和元年における完全失業率は、年齢計及び60～64歳層と

もに2.4％となっており、これを男女別に見ると、男性については年齢計及び60～64歳層ともに2
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.5％であるのに対し、女性については年齢計が2.2％、60～64歳層では1.7％となっている。

なお、65～69歳層の完全失業率は2.3％であり、男女別に見ると、男性は3.1％、女性は1.1％

となっている（総務省統計局「労働力調査」）。

60～64歳層の就業率は、平成24年に57.7％、令和元年に70.3％となっている。これを男女別に

見ると、男性は、平成24年に71.3％、令和元年に82.3％となっている。また、女性は、平成24年

に44.5％、令和元年に58.6％となっており、近年高まっている（総務省統計局「労働力調査」）

。また、常用労働者が31人以上の企業における60～64歳層の常用労働者数は、平成24年の約196

万人から、令和元年の約215万人に増加している（厚生労働省「高年齢者雇用状況報告」）。

65～69歳層の就業率は、平成24年に37.1％、令和元年に48.4％となっている。これを男女別に

見ると、男性は、平成24年に46.9％、令和元年に58.9％、女性は、平成24年に27.8％、令和元年

に38.6％となっており、近年高まっている（総務省統計局「労働力調査」）。

60～69歳の高年齢者の勤務形態を見ると、令和元年時点で、男性の雇用者に占めるフルタイム

勤務以外の者の割合は、60～64歳層で22.5％、65～69歳層で52.9％となっている。また、女性の

雇用者に占めるフルタイム勤務以外の者の割合は、60～64歳層で62.9％、65～69歳層で69.8％と

なっており、年齢層が高くなるほど高まっている（独立行政法人労働政策研究・研修機構「60代

の雇用・生活調査」（令和元年））。
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なお、60～69歳の高年齢者の仕事の内容を見ると、「会社、団体などに雇われて仕事をしてい

た」と答えた者の割合は、男性は、60～64歳層で70.7％、65～69歳層で58.1％、女性は、60～64

歳層で73.0％、65～69歳層で56.9％となっており、「商店、工場、農家などの自家営業（自営業

主の場合をいいます）や自由業であった」と答えた者の割合は、男性は、60～64歳層で11.1％、

65～69歳層で15.6％、女性は、60～64歳層で8.2％、65～69歳層で12.3％となっている（独立行

政法人労働政策研究・研修機構「60代の雇用・生活調査」（令和元年））。

３ 高年齢者に係る雇用制度の状況

⑴定年制及び継続雇用制度の動向

令和元年６月１日現在、常用労働者が31人以上の企業のうち99.8％が65歳までの令和２年改

正前の法第９条第１項の規定に基づく高年齢者雇用確保措置（定年の引上げ、継続雇用制度（

現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用す

る制度をいう。以下同じ。）の導入又は定年の定めの廃止をいう。以下この第１において同じ

。）を実施済みである。そのうち、定年の定めの廃止の措置を講じた企業の割合は2.7％、定

年の引上げの措置を講じた企業の割合は19.4％、継続雇用制度の導入の措置を講じた企業の割

合は77.9％となっている。継続雇用制度を導入した企業のうち、希望者全員を対象とする制度

を導入した企業の割合は73.0％、制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた企業の割合は
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27.0％となっている。

また、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は78.8％となっている（厚生労働省「高

年齢者雇用状況報告」（令和元年））。60代前半の継続雇用者の雇用形態については、60～64

歳層で正社員の者が26.4％、パート・アルバイトの者が34.6％、嘱託の者が18.2％、契約社員

の者が13.6％、65～69歳層で正社員の者が14.6％、パート・アルバイトの者が49.0％、嘱託の

者が11.1％、契約社員の者が15.6％となっている（独立行政法人労働政策研究・研修機構「60

代の雇用・生活調査」（令和元年））。

また、高年齢者雇用確保措置を講じている企業で、勤務延長制度の雇用契約期間について1

年とする企業の割合が51.8％、1年を超える期間とする企業の割合は9.2％、半年以上１年未満

とする企業の割合は2.8％、半年未満とする企業の割合は1.7％、期間を定めない企業が34.5％

となっている。また、再雇用制度の雇用契約期間について１年とする企業の割合が74.7％、１

年を超える期間とする企業の割合は8.2％、半年以上１年未満とする企業の割合は4.2％、半年

未満とする企業の割合は1.8％、期間を定めない企業が11.1％となっている（厚生労働省「就

労条件総合調査」（平成29年））。

⑵賃金の状況

イ 賃金決定の要素
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過去３年間に賃金制度の改定を行った企業（35.5％）では、その改定内容（複数回答）と

して、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」（21.3％）、「職務遂行

能力に対応する賃金部分の拡大」（18.5％）、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」（

16.1％）を多く挙げている（厚生労働省「就労条件総合調査」（平成29年））。

ロ 転職者の賃金

転職時の賃金変動の状況をみると、減少となっている者の割合は、一般に年齢が高いほど

高くなる傾向にあり、10％以上の減少となっている者の割合は45～49歳で23.2％、50～54歳

で20.1％、55～59歳で37.6％、60～64歳で65.1％となっている。ただし、65歳以上では47.8

％となっており、その割合は減少している（厚生労働省「雇用動向調査」（令和元年（上半

期）））。

ハ 継続雇用時の賃金

60歳以降もそれまでに在籍した企業に継続して雇用されるフルタイムの労働者の60歳直前

の賃金を100とした場合の61歳の時点の賃金水準の指数については、企業内で平均的な賃金

水準の者が78.7となっている。（独立行政法人労働政策研究・研修機構「高齢者の雇用に関

する調査（企業調査）」（令和元年））。

ニ 継続雇用時の賃金水準決定の要素
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60代前半の継続雇用者の賃金水準決定の際に考慮している点（複数回答）をみると、「60

歳到達時の賃金水準」（48.0％）、「個人の知識、技能、技術」（47.8％）、「担当する職

務の市場賃金・相場」（20.5％）、「業界他社の状況」（18.4％）、「自社所在地域の最低

賃金」（14.1％）となっている（独立行政法人労働政策研究・研修機構「高齢者の雇用に関

する調査（企業調査）」（令和元年））。

４ 高年齢者の労働災害の状況

労働災害の発生状況を休業４日以上の死傷者数でみると、60歳以上の労働者の割合は、平成24

年（2012年）の21.0%から、令和元年（2019年）の26.8％に増加している（厚生労働省「労働者

死傷病報告」）。

５ 高年齢者の就業意欲

60歳以上の男女の就業意欲についてみると、現在就労している60歳以上の者のうち、70歳くら

いまで仕事をしたい者の割合が21.9％、75歳くらいまで仕事をしたい者の割合が11.4％、80歳く

らいまで仕事をしたい者の割合が4.4％、働けるうちはいつまでも仕事をしたい者の割合が42.0

％となっている（内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」（平成26年））。

第２ 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項

高年齢者の職業の安定その他の福祉の増進を図るとともに、少子高齢化が進む中で経済社会の活
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力を維持するためには、年齢にかかわりなく働ける企業の普及を図り、高年齢者の雇用の場の拡大

に努めること等により、高年齢者の就業の機会を確保し、生涯現役社会を実現することが必要であ

る。

また、平成25年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられて

いることから、雇用と年金の確実な接続を図ることが重要である。このため、高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成24年法律第78号）による改正後の法に基づき、希

望者全員の65歳までの高年齢者雇用確保措置が全ての企業において講じられるよう取り組む。

加えて、人生100年時代を迎え、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、

高年齢者の活躍の場を整備することも重要である。このため、令和２年改正後の法に基づき、70歳

までの高年齢者就業確保措置が適切に企業において講じられるよう取り組む。

なお、高年齢者の雇用対策については、その知識、経験等を活かした安定した雇用の確保が基本

となるが、それが困難な場合にあっては、在職中からの再就職支援等により、円滑に企業間の労働

移動を行うことができるよう、また、有期契約労働者を含め離職する労働者に対しては、その早期

再就職が可能となるよう再就職促進対策の強化を図る。

また、高齢期には、個々の労働者の意欲、体力等個人差が拡大し、その雇用・就業ニーズも雇用

就業形態、労働時間等において多様化することから、このような多様なニーズに対応した雇用・就
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業機会の確保を図る。これらの施策により、成長戦略実行計画（令和元年６月21日閣議決定）で示

された2025年までの目標である65～69歳の就業率を51.6％以上とすることを目指す。

第３ 事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき事項

１ 事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針

事業主は、高年齢者が年齢にかかわりなく、その意欲及び能力に応じて働き続けることができ

る社会の実現に向けて企業が果たすべき役割を自覚しつつ、労働者の年齢構成の高齢化や年金制

度の状況等も踏まえ、労使間で十分な協議を行いつつ、高年齢者の意欲及び能力に応じた雇用機

会の確保等のために次の⑴から⑺までの諸条件の整備に努めるものとする。

⑴募集・採用に係る年齢制限の禁止

労働者の募集・採用に当たっては、労働者の一人ひとりに、より均等な働く機会が与えられ

るよう、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（昭和41年法律第132号）において、募集・採用における年齢制限が禁止されているが、高

年齢者の雇用の促進を目的として、60歳以上の高年齢者を募集・採用することは認められてい

る。

なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律施行規則（昭和41年労働省令第23号）第１条の３第１項各号に該当する場合であって、上限
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年齢を設定するときには、法第20条第１項の規定に基づき、求職者に対してその理由を明示す

る。

⑵職業能力の開発及び向上

高年齢者の有する知識、経験等を活用できる効果的な職業能力開発を推進するため、必要な

職業訓練を実施する。その際には、公共職業能力開発施設・民間教育訓練機関において実施さ

れる職業訓練も積極的に活用する。

⑶作業施設の改善

作業補助具の導入を含めた機械設備の改善、作業の平易化等作業方法の改善、照明その他の

作業環境の改善並びに福利厚生施設の導入及び改善を通じ、身体的機能の低下等に配慮するこ

とにより、体力等が低下した高年齢者が職場から排除されることを防ぎ、その職業能力を十分

発揮できるように努める。

その際には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）が有

する高年齢者のための作業施設の改善等に関する情報等の積極的な活用を図る。

⑷高年齢者の職域の拡大

企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計を行うこと等により、身体

的機能の低下等の影響が少なく、高年齢者の知識、経験、能力等が十分に活用できる職域の拡
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大に努める。

また、合理的な理由がないにもかかわらず、年齢のみによって高年齢者を職場から排除する

ことのないようにする。

⑸高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

高年齢者について、その意欲及び能力に応じた雇用機会を確保するため、職業能力を評価す

る仕組みや資格制度、専門職制度等の整備を行うことにより、その知識、経験等を活用するこ

とのできる配置、処遇を推進する。

⑹勤務時間制度の弾力化

高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するため、短時間勤務、隔日勤務、

フレックスタイム制等を活用した勤務時間制度の弾力化を図る。

⑺事業主の共同の取組の推進

高年齢者の雇用機会の開発を効率的に進めるため、同一産業や同一地域の事業主が、高年齢

者の雇用に関する様々な経験を共有しつつ、労働者の職業能力開発の支援、職業能力を評価す

る仕組みの整備、雇用管理の改善等についての共同の取組を推進する。

２ 再就職の援助等に関する指針

事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者が再就職を希望するときは、当該
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高年齢者が可能な限り早期に再就職することができるよう、当該高年齢者の在職中の求職活動や

職業能力開発について、主体的な意思に基づき次の⑴から⑷までの事項に留意して積極的に支援

すること等により、再就職の援助に努めるものとする。

⑴再就職の援助等に関する措置の内容

再就職の援助等の対象となる高年齢者（以下「離職予定高年齢者」という。）に対しては、

その有する職業能力や当該離職予定高年齢者から聴取した再就職に関する希望等を踏まえ、例

えば、次のイからホまでの援助を必要に応じて行うよう努める。

イ 教育訓練の受講、資格試験の受験等求職活動のための休暇の付与

ロ イの休暇日についての賃金の支給、教育訓練等の実費相当額の支給等在職中の求職活動に

対する経済的な支援

ハ 求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせん

ニ 再就職に資する教育訓練、カウンセリング等の実施、受講等のあっせん

ホ 事業主間で連携した再就職の支援体制の整備

⑵求職活動支援書の作成等

離職予定高年齢者については、求職活動支援書の交付希望の有無を確認し、当該離職予定高

年齢者が希望するときは、その能力、希望等に十分配慮して、求職活動支援書を速やかに作成
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・交付する。交付が義務付けられていない定年退職者等の離職予定高年齢者についても、当該

離職予定高年齢者が希望するときは、求職活動支援書を作成・交付するよう努める。

求職活動支援書を作成するときは、あらかじめ再就職援助に係る基本的事項について、労働

者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織す

る労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と十分な協議を行うとともに、

求職活動支援書の交付希望者本人から再就職及び在職中の求職活動に関する希望を十分聴取す

る。

なお、求職活動支援書を作成する際には、当該交付希望者が有する豊富な職業キャリアを記

載することができるジョブ・カード（職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の４

第１項に規定する職務経歴等記録書をいう。）の様式を積極的に活用する。

⑶公共職業安定所等による支援の積極的な活用等

求職活動支援書の作成その他の再就職援助等の措置を講ずるに当たっては、必要に応じ、公

共職業安定所等に対し、情報提供その他の助言・援助を求めるとともに、公共職業安定所が在

職中の求職者に対して実施する職業相談や、地域における関係機関との連携の下で事業主団体

等が行う再就職援助のための事業を積極的に活用する。

また、公共職業安定所の求めに応じ、離職予定高年齢者の再就職支援に資する情報の提供を
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行う等、公共職業安定所との連携及び協力に努める。

⑷助成制度の有効な活用

求職活動支援書の作成・交付を行うことにより、離職予定高年齢者の再就職援助を行う事業

主等に対する雇用保険制度に基づく助成制度の有効な活用を図る。

３ 職業生活の設計の援助に関する指針

事業主は、その雇用する労働者が、様々な変化に対応しつつキャリア形成を行い、高齢期に至

るまで職業生活の充実を図ることができるよう、次の⑴及び⑵の事項の実施を通じて、その高齢

期における職業生活の設計について効果的な援助を行うよう努めるものとする。

この場合において、労働者が就業生活の早い段階から将来の職業生活を考えることができるよ

う、情報の提供等に努める。

⑴職業生活の設計に必要な情報の提供、相談等

職業生活の設計に関し必要な情報の提供を行うとともに、職業能力開発等に関するきめ細か

な相談を行い、労働者自身の主体的な判断及び選択によるキャリア設計を含めた職業生活の設

計が可能となるよう配慮する。

また、労働者が職業生活の設計のために企業の外部における講習の受講その他の活動を行う

場合に、勤務時間等について必要な配慮を行う。
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⑵職業生活設計を踏まえたキャリア形成の支援

労働者の職業生活設計の内容を必要に応じ把握しつつ、職業能力開発に対する援助を行う等

により、当該労働者の希望や適性に応じたキャリア形成の支援を行う。

第４ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項

１ 高年齢者雇用確保措置等（法第９条第１項に規定する高年齢者雇用確保措置及び法第10条の２

第４項に規定する高年齢者就業確保措置をいう。以下同じ。）の円滑な実施を図るための施策の

基本となるべき事項

国は、高年齢者雇用確保措置等が各企業の労使間での十分な協議の下に適切かつ有効に実施さ

れるよう、次の⑴から⑸までの事項に重点をおいて施策を展開する。

⑴高年齢者雇用確保措置等の実施及び運用に関する指針の周知徹底

65歳未満定年の定めのある企業において、65歳までの高年齢者雇用確保措置の速やかな実施

、希望者全員の65歳までの安定した雇用の確保に関する自主的かつ計画的な取組が促進される

よう、法第９条第３項の規定に基づく高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針（平

成24年厚生労働省告示第560号）の内容について、その周知徹底を図る。

また70歳未満定年の定めのある企業又は70歳未満を上限年齢とする継続雇用制度を導入して

いる企業において、70歳までの高年齢者就業確保措置の実施に向けた自主的かつ計画的な取組
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が促進されるよう、法第10条の２第４項の規定に基づく高年齢者就業確保措置の実施及び運用

に関する指針（令和２年厚生労働省告示第 号）の内容について、その周知徹底を図る。

⑵高年齢者雇用確保措置等に係る指導等

都道府県労働局及び公共職業安定所においては、全ての企業において高年齢者雇用確保措置

が講じられるよう、周知の徹底や企業の実情に応じた指導等に積極的に取り組む。

その際、特に、企業の労使間で合意され、実施又は計画されている高年齢者雇用確保措置に

関する好事例その他の情報の収集及びその効果的な提供に努める。

また、高年齢者雇用確保措置の実施に係る指導を繰り返し行ったにもかかわらず何ら具体的

な取組を行わない企業には勧告書を発出し、勧告に従わない場合には企業名の公表を行い、各

種法令等に基づき、公共職業安定所での求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置を

講じる。

高年齢者就業確保措置は、令和２年改正により新たに設けられた努力義務であり、また、高

年齢者雇用確保措置とは異なる創業支援等措置を新たな選択肢として規定していることから、

まずは、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行うとともに、企業の労使

間で合意され、実施又は計画されている高年齢者就業確保措置に関する好事例その他の情報の

収集及びその効果的な提供に努める。また、雇用時における業務と、内容及び働き方が同様の
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業務を創業支援等措置と称して行わせるなど、令和２年改正の趣旨に反する措置を講ずる事業

主に対しては、措置の改善等のための指導等を行う。

⑶継続雇用される高年齢者の待遇の確保

継続雇用により定年後も働く高年齢者について、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管

理の改善等に関する法律（平成５年法律第76号）に基づき、雇用形態にかかわらない公正な待

遇の確保が図られるよう、事業主への支援や指導を適切に行う。

また、高年齢者のモチベーションや納得性に配慮した、能力及び成果を重視する評価・報酬

体系の構築を進める事業主等に対する助成や相談・援助等を適切に行う。

さらに、雇用保険法等の一部を改正する法律（令和２年法律第14号）により、令和７年度か

ら新たに60歳となる高年齢労働者への高年齢雇用継続給付が縮小されることについて、事業主

を含めた周知を十分な時間的余裕をもって行う。高年齢雇用継続給付の見直しに当たって、雇

用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、高年齢労働者の処遇の改善

に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、同給付の給付率の縮小後の激変緩

和措置についても併せて講じていくことについて、検討を進める。

⑷高年齢者雇用アドバイザーとの密接な連携

企業が高年齢者雇用確保措置等のいずれかを講ずるに当たり高年齢者の職業能力の開発及び
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向上、作業施設の改善、職務の再設計や賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において、

機構に配置されている高年齢者雇用アドバイザーが専門的・技術的支援を有効に行うことがで

きるよう、公共職業安定所は、適切な役割分担の下で、機構と密接な連携を図る。

⑸助成制度の有効な活用等

高年齢者の雇用の機会の増大に資する措置や高年齢者就業確保措置を講ずる事業主等に対す

る助成制度の有効な活用を図るとともに、必要に応じて、当該助成制度について必要な見直し

を行う。

２ 高年齢者の再就職の促進のための施策の基本となるべき事項

⑴再就職の援助等に関する指針の周知徹底

企業において、離職予定高年齢者に対する在職中の求職活動の援助等に関する自主的な取組

が促進されるよう、第３の２の内容について、その周知徹底を図る。

⑵公共職業安定所による求職活動支援書に係る助言・指導

離職予定高年齢者については、法により事業主に義務付けられている高年齢者雇用状況等報

告や多数離職届、事業主からの雇用調整の実施に関する相談や本人からの再就職に関する相談

等を通じてその把握に努め、また、離職予定高年齢者が希望した場合には求職活動支援書の交

付が事業主に義務付けられていることについての十分な周知徹底を図る。
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さらに、求職活動支援書の交付が義務付けられていない定年退職等の離職予定者についても

、求職活動支援書の自主的な作成・交付及びこれに基づく計画的な求職者支援を実施するよう

事業主に対して啓発を行う。

なお、離職予定高年齢者の的確な把握に資するため各事業所における定年制の状況や解雇等

の実施に係る事前把握の強化を図るほか、法において高年齢者雇用状況等報告や多数離職届の

提出が事業主に義務付けられていることについての十分な周知徹底を図る。

⑶助成制度の有効な活用等

在職中の求職活動を支援する事業主に対する助成制度の有効な活用を図るとともに、高年齢

者の円滑な労働移動の支援を図る。また、高年齢者の雇用等の実情を踏まえた当該助成制度の

必要な見直しに努める。

⑷公共職業安定所による再就職支援

公共職業安定所において、求職活動支援書の提示を受けたときは、その記載内容を十分参酌

しつつ、可能な限り早期に再就職することができるよう、職務経歴書の作成支援等、的確な職

業指導・職業紹介及び個別求人開拓を実施する。

また、全国の主要な公共職業安定所に「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年

齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に実施す
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る。

加えて、在職中に再就職先が決定せず失業するに至った高年齢者については、その原因の的

確な把握に努めつつ、必要に応じて職業生活の再設計に係る支援や担当者制による就労支援を

行う等、効果的かつ効率的な職業指導・職業紹介を実施し、早期の再就職の促進に努める。

特に、有期契約労働者であった離職者については、離職・転職が繰り返されるおそれがある

ことから、公共職業安定所におけるマッチング支援、担当者制によるきめ細かな支援等の活用

により、早期の再就職の促進に努める。

さらに、事業主に対して、機構と連携し、求職活動支援書の作成等に必要な情報提供等を行

う。

⑸募集・採用に係る年齢制限の禁止に関する指導、啓発等

高年齢者の早期再就職を図るため、積極的な求人開拓を行う。また、高年齢者に対する求人

の増加を図り、年齢に係る労働力需給のミスマッチを緩和するため、募集・採用に係る年齢制

限の禁止について、民間の職業紹介事業者の協力も得つつ、指導・啓発を行うとともに、労働

者の募集・採用に当たって上限年齢を設定する事業主がその理由を求職者に提示しないときや

当該理由の内容に関し必要があると認めるときには、事業主に対して報告を求め、助言・指導

・勧告を行う。
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３ その他高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項

⑴生涯現役社会の実現に向けた取組

生涯現役社会の実現を目指すため、高齢期を見据えた職業能力開発や健康管理について、労

働者自身の意識の改善と取組や企業の取組への支援を行うほか、多様な就業ニーズに対応した

雇用・就業機会の確保等の環境整備を図る。

また、生涯現役社会の実現に向けて、国民各層の意見を幅広く聴きながら、当該社会の在り

方やそのための条件整備について検討するなど、社会的な気運の醸成を図る。

このため、都道府県労働局及び公共職業安定所においては、機構その他の関係団体と密接な

連携を図りつつ、各企業の実情に応じて、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの

廃止等によって、年齢にかかわりなく雇用機会が確保されるよう周知するなど必要な支援に積

極的に取り組む。

また、機構その他の関係団体においては、年齢にかかわりなく働ける企業の普及及び促進を

図るため、都道府県労働局等との連携を図りつつ、事業主のほか国民各層への啓発などの必要

な取組を進める。

⑵高齢期の職業生活設計の援助

労働者が、早い段階から自らのキャリア設計を含めた職業生活の設計を行い、高齢期におい
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て、多様な働き方の中から自らの希望と能力に応じた働き方を選択し、実現できるようにする

ことが重要である。このため、公共職業安定所等が行う高齢期における職業生活の設計や再就

職のためのキャリアの棚卸しに係る相談・援助等の利用を勧奨するとともに、事業主がその雇

用する労働者に対して、高齢期における職業生活の設計について効果的な援助を行うよう、第

３の３の趣旨の周知徹底等により啓発及び指導に努める。

また、個々の労働者がそのキャリア設計に沿った職業能力開発を推進できるよう、相談援助

体制の整備に努める。

⑶各企業における多様な職業能力開発の機会の確保

労働者が高齢期においても急激な経済社会の変化に的確かつ柔軟に対応できるよう、教育訓

練の実施、教育訓練休暇の付与等を行う事業主に対して必要な援助を行い、各企業における労

働者の希望、適性等を考慮した職業能力開発の機会を確保する。

⑷職業能力の適正な評価等の促進

高年齢者の職業能力が適正に評価され、当該評価に基づく適正な処遇が行われることを促進

するため、各企業における職業能力を評価する仕組みの整備に関し、必要な情報の収集、整理

及び提供に努める。また、技能検定制度等労働者の職業能力の公正な評価に資する制度の整備

を図る。
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⑸教育訓練給付制度の周知徹底及び有効な活用

高年齢者の主体的な職業能力開発を支援するため、雇用保険制度に基づく教育訓練給付制度

の周知徹底及びその有効な活用を図る。

⑹労働時間対策の推進

高年齢者の雇用機会の確保、高年齢者にも働きやすい職場環境の実現等に配慮しつつ、所定

外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進及びフレックスタイム制等の普及促進を重点に労

働時間対策を推進する。

⑺高年齢者の安全衛生対策

高年齢者の労働災害防止対策、高年齢者が働きやすい快適な職場づくり及び高年齢者の健康

確保対策を推進する。

また、高年齢労働者の労働災害を防止するため「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ

イドライン」の周知徹底を図るとともに、創業支援等措置による就業についても、同ガイドラ

インを参考とするよう周知・広報する。

⑻多様な形態による雇用・就業機会の確保

定年退職後等に、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する高年齢者に対しては、地域の日

常生活に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業の活用を推進する。
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雇用保険法等の一部を改正する法律（平成28年法律第17号）による法の改正（以下「平成28

年改正」という。）により、シルバー人材センターにおける業務について、都道府県知事が市

町村ごとに指定する業種等においては、高年齢者に労働者派遣事業又は職業紹介事業を行う場

合に限り、労働時間が週40時間までの就業の機会を提供すること等ができるよう、業務範囲を

拡大したところであり、当該平成28年改正に基づいた対応を引き続き行う。

⑼高年齢者の起業等に対する支援

高年齢者の能力の有効な発揮を幅広く推進する観点から、高年齢者が起業等により自ら就業機

会を創出する場合に対して必要な支援を行う。

⑽地域における高年齢者の雇用・就業支援

事業主団体と公共職業安定所の協力の下、企業及び高年齢者のニーズに合ったきめ細かな技

能講習や面接会等を一体的に実施することにより、高年齢者の雇用・就業を支援する。

また、平成28年改正により創設された生涯現役促進地域連携事業により、高年齢者の雇用・

就業促進に向けた地域の取組みを支援する。

⑾雇用管理の改善の研究等

高年齢者の就業機会の着実な増大、高年齢者の雇用の安定等を図り、また、生涯現役社会の

実現に向けた環境整備を進めるため、必要な調査研究を行うとともに、企業において取り組ま
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れている高年齢者の活用に向けた積極的な取組事例を収集及び体系化し、各企業における活用

を促進する。また、高年齢者雇用状況等報告等に基づき、高年齢者の雇用等の状況等の毎年度

定期的な把握及び分析に努め、その結果を公表する。さらに、国際的に高年齢者の雇用に係る

情報交換等を推進するとともに、年齢差別禁止等、高年齢者の雇用促進の観点について、さら

に検討を深める。
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高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針（案）

第１ 趣旨

この指針は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号。以下「法」という

。）第10条の２第４項の規定に基づき、事業主がその雇用する高年齢者（法第９条第２項の契約に

基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、高年齢

者等の雇用の安定等に関する法律施行規則（昭和46年労働省令第24号）第４条の４に規定する者を

除く。以下同じ。）の65歳から70歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため講ずべ

き法第10条の２第４項に規定する高年齢者就業確保措置（定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度（

その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等（定年後又は継続雇用制度

の対象となる年齢の上限に達した後をいう。以下同じ。）も引き続いて雇用する制度をいう。以下

同じ。）の導入、定年の定めの廃止又は創業支援等措置をいう。以下同じ。）に関し、その実施及

び運用を図るために必要な事項を定めたものである。

第２ 高年齢者就業確保措置の実施及び運用

65歳以上70歳未満の定年の定めをしている事業主又は継続雇用制度（高年齢者を70歳以上まで引

き続いて雇用する制度を除く。以下同じ。）を導入している事業主は、高年齢者就業確保措置に関

して、労使間で十分な協議を行いつつ、次の１から５までの事項について、適切かつ有効な実施に
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努めるものとする。

１ 高年齢者就業確保措置

事業主は、高年齢者がその意欲と能力に応じて70歳まで働くことができる環境の整備を図るた

め、法に定めるところに基づき、高年齢者就業確保措置のいずれかを講ずることにより65歳から

70歳までの安定した就業を確保するよう努めなければならない。

高年齢者就業確保措置を講ずる場合には、次の⑴から⑷までの事項に留意すること。

⑴努力義務への対応

イ 継続雇用制度に基づいて特殊関係事業主に雇用されている高年齢者については、原則とし

て、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が高年齢者就業確保措置を講ずること。

ただし、当該事業主と特殊関係事業主で協議を行い、特殊関係事業主が高年齢者就業確保

措置を講ずることも可能であること。その際には、特殊関係事業主が高年齢者就業確保措置

を講ずる旨を法第10条の２第３項の契約に含めること。

ロ 一の措置により70歳までの就業機会を確保するほか、複数の措置を組み合わせることによ

り65歳から70歳までの就業機会を確保することも可能であること。

⑵労使間での協議

イ 高年齢者就業確保措置のうちいずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を
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行い、高年齢者のニーズに応じた措置が講じられることが望ましいこと。

ロ 雇用による措置（法第10条の２第１項各号に掲げる措置をいう。以下同じ。）に加えて創

業支援等措置（同条第２項の創業支援等措置をいう。以下同じ。）を講ずる場合には、雇用

による措置により努力義務を実施していることとなるため、創業支援等措置を講ずるに当た

り、同条第１項の同意を得る必要はないが、過半数労働組合等（労働者の過半数で組織する

労働組合がある場合においてはその労働組合を、労働者の過半数で組織する労働組合がない

場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。以下同じ。）の同意を得た上で創業支

援等措置を講ずることが望ましいこと。

ハ 高年齢者就業確保措置のうち複数の措置を講ずる場合には、個々の高年齢者にいずれの措

置を適用するかについて、個々の労働者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定するこ

と。

⑶対象者基準

イ 高年齢者就業確保措置を講ずることは、努力義務であることから、措置（定年の延長及び

廃止を除く。）の対象となる高年齢者に係る基準（以下「対象者基準」という。）を定める

ことも可能とすること。

ロ 対象者基準の策定に当たっては、労使間で十分に協議の上、各企業等の実情に応じて定め
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られることを想定しており、その内容については原則として労使に委ねられるものであり、

当該対象者基準を設ける際には、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。

ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢

者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するも

のは認められないこと。

⑷その他留意事項

イ 高年齢者の健康及び安全の確保のため、高年齢者就業確保措置により働く高年齢者につい

て、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を参考に就業上の災害防止対

策に積極的に取り組むよう努めること。

ロ 高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たに従事する業務に

関する研修、教育又は訓練等を事前に実施することが望ましいこと。

２ 65歳以上継続雇用制度

65歳以上継続雇用制度を導入する場合には、次の⑴から⑷までの事項に留意すること。

⑴65歳以上継続雇用制度を導入する場合において法第10条の２第３項に規定する他の事業主に

より雇用を確保しようとするときは、事業主は、当該他の事業主との間で、当該雇用する高年

齢者を当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結する必要があること。
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⑵他の事業主において継続して雇用する場合であっても、可能な限り個々の高年齢者のニーズ

や知識・経験・能力等に応じた業務内容及び労働条件とすべきことが望ましいこと。

⑶他の事業主において、継続雇用されることとなる高年齢者の知識・経験・能力に係るニーズ

があり、これらが活用される業務があるかについて十分な協議を行った上で、⑴の契約を締結

する必要があること。

⑷心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き

従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由（年齢に係

るものを除く。以下同じ。）に該当する場合には、継続雇用しないことができること。

就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由

として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできること。また、当該同一の

事由について、65歳以上継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができ

ること。

ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当で

あることが求められると考えられること。

３ 創業支援等措置

創業支援等措置を講ずる場合には、次の⑴から⑶までの事項に留意すること。
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⑴措置の具体的な内容

イ 法第10条の２第２項第２号ロ又はハに掲げる事業に係る措置を講じようとするときは、事

業主は、社会貢献事業を実施する者との間で、当該者が当該措置の対象となる高年齢者に対

して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があること。

ロ 法第10条の２第２項第２号ハの援助は、資金の提供のほか、法人その他の団体が事務を行

う場所を提供又は貸与すること等が考えられること。

ハ 法第10条の２第２項第２号に掲げる社会貢献事業は、社会貢献活動その他不特定かつ多数

の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業である必要があり、特定又は少数の者の

利益に資することを目的とした事業は対象とならないこと。

また、特定の事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業に

該当するかについては、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されること。

ニ 雇用時における業務と、内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせる

ことは、法の趣旨に反するものであること。

⑵過半数労働組合等の合意に係る留意事項

イ 過半数労働組合等に対して、創業支援等措置による就業は労働関係法令による労働者保護

が及ばないことから、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第４条の５第１項に
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規定する創業支援等措置の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）に記載する事項

について定めるものであること及び当該措置を選択する理由を十分に説明すること。

ロ 実施計画に記載する事項については、次に掲げる点に留意すること。

① 業務の内容については、高年齢者のニーズを踏まえるとともに、高年齢者の知識・経験

・能力等を考慮した上で決定し、契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の押し付けに

ならないようにすること。

② 高年齢者に支払う金銭については、業務の内容や当該業務の遂行に必要な知識・経験・

能力、業務量等を考慮したものとすること。

また、支払期日や支払方法についても記載し、不当な減額や支払を遅延しないこと。

③ 個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、個々の業務の内容・難易度や業務量等を考慮し、

できるだけ過大又は過小にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結すること。

④ 成果物の受領に際しては、不当な修正、やり直しの要求又は受領拒否を行わないこと。

⑤ 契約を変更する際には、高年齢者に支払う金銭や納期等の取扱いを含め労使間で十分に

協議を行うこと。

⑥ 高年齢者の安全及び衛生の確保に関して、業務内容を高年齢者の能力等に配慮したもの

とするとともに、創業支援等措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事
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する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による

保護の内容も勘案しつつ、当該措置を講ずる事業主が委託業務の内容・性格等に応じた適

切な配慮を行うことが望ましいこと。

また、業務委託に際して機械器具や原材料等を譲渡し、貸与し、又は提供する場合には

、当該機械器具や原材料による危害を防止するために必要な措置を講ずること。

さらに、業務の内容及び難易度、業務量、納期等を勘案し、作業時間が過大とならない

ように配慮することが望ましいこと。

⑦ 法第10条の２第２項第２号ハに掲げる事業に高年齢者が従事する措置を講ずる場合にお

いて、事業主から当該事業を実施する者に対する個々の援助が、社会貢献事業の円滑な実

施に必要なものに該当すること。

⑧ 創業支援等措置は、労働契約によらない働き方となる措置であることから、個々の高年

齢者の働き方についても、業務の委託を行う事業主が指揮監督を行わず、業務依頼や業務

従事の指示等に対する高年齢者の諾否の自由を拘束しない等、労働者性が認められるよう

な働き方とならないよう留意すること。

ハ 実施計画に記載した内容に沿って、個々の高年齢者の就業機会が確保されるよう努める必

要があること。
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⑶その他留意事項

イ 創業支援等措置により導入した制度に基づいて個々の高年齢者と契約を締結する際には、

書面により契約を締結すること。なお、その際には、高年齢者の雇用の安定等に関する法律

施行規則第４条の５第２項第２号に掲げる事項について、個々の高年齢者との契約における

就業条件を記載すること。

また、この際、当該高年齢者に対して実施計画を記載した書面を交付するとともに、創業

支援等措置による就業は労働関係法令による労働者保護が及ばないことから実施計画に記載

する事項について定めるものであること及び当該措置を選択する理由を丁寧に説明し、納得

を得る努力をすること。

ロ 創業支援等措置により就業する高年齢者が、委託業務に起因する事故等により被災したこ

とを当該措置を講ずる事業主が把握した場合には、当該事業主が当該高年齢者が被災した旨

を厚生労働大臣に報告することが望ましいこと。

また、同種の災害の再発防止対策を検討する際に当該報告を活用することが望ましいこと。

ハ 契約に基づく業務の遂行に関して高年齢者から相談がある場合には誠実に対応すること。

ニ 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、業務の状況が著しく不良で引き

続き業務を果たし得ないこと等実施計画に定める契約解除事由又は契約を更新しない事由（
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年齢に係るものを除く。）に該当する場合には、契約を継続しないことができること。

なお、契約を継続しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当

であることが求められると考えられること。

また、契約を継続しない場合は、事前に適切な予告を行うことが望ましいこと。

４ 賃金・人事処遇制度の見直し

高年齢者就業確保措置を適切かつ有効に実施し、高年齢者の意欲及び能力に応じた就業の確保

を図るために、賃金・人事処遇制度の見直しが必要な場合には、次の⑴から⑺までの事項に留意

すること。

⑴年齢的要素を重視する賃金・処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度に向けた見

直しに努めること。この場合においては、当該制度が、制度を利用する高年齢者の就業及び生

活の安定にも配慮した計画的かつ段階的なものとなるよう努めること。

⑵高年齢者就業確保措置において支払われる金銭については、制度を利用する高年齢者の就業

の実態、生活の安定等を考慮し、業務内容に応じた適切なものとなるよう努めること。

⑶短時間や隔日での就業制度など、高年齢者の希望に応じた就業形態が可能となる制度の導入

に努めること。

⑷65歳以上継続雇用制度又は創業支援等措置を導入する場合において、契約期間を定めるとき
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には、高年齢者就業確保措置が70歳までの就業の確保を事業主の努力義務とする制度であるこ

とに鑑み、70歳前に契約期間が終了する契約とする場合には、70歳までは契約更新ができる措

置を講ずるよう努めることとし、その旨を周知するよう努めること。また、むやみに短い契約

期間とすることがないように努めること。

⑸職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の意欲及び能力に応じ

た適正な配置及び処遇の実現に努めること。

⑹勤務形態や退職時期の選択を含めた人事処遇について、個々の高年齢者の意欲及び能力に応

じた多様な選択が可能な制度となるよう努めること。この場合においては、高年齢者の雇用の

安定及び円滑なキャリア形成を図るとともに、企業における人事管理の効率性を確保する観点

も踏まえつつ、就業生活の早い段階からの選択が可能となるよう勤務形態等の選択に関する制

度の整備を行うこと。

⑺事業主が導入した高年齢者就業確保措置（定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。）の

利用を希望する者の割合が低い場合には、労働者のニーズや意識を分析し、制度の見直しを検

討すること。

５ 高年齢者雇用アドバイザー等の有効な活用

高年齢者就業確保措置のいずれかを講ずるに当たって、高年齢者の職業能力の開発及び向上、
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作業施設の改善、職務の再設計や賃金・人事処遇制度の見直し等を図るため、独立行政法人高齢

・障害・求職者雇用支援機構に配置されている高年齢者雇用アドバイザーや雇用保険制度に基づ

く助成制度、公益財団法人産業雇用安定センターにおける他の事業主とのマッチング支援等の有

効な活用を図る。
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高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律施行規則        

の一部を改正する省令案等概要 

 

 

資料 No.1-2 



高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の改正内容について（要旨） 

 

１．概要 

○ 雇用保険法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 14 号）により改正された高年

齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律 68 号。以下「法」という。）の施

行に伴い、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則（昭和 46 年労働省令第 24

号）について、所要の整備を行うもの。 

 

２．改正内容 

 ⑴ 法第 10 条の２第１項の厚生労働省令で定める者 

   法第 10 条の２第 1項の厚生労働省令で定める者は、事業主の雇用する高年齢者のう

ち、他の事業主との間で締結した法第９条第２項の契約に基づき雇用する者とする。 

⑵ 創業支援等措置の実施に関する計画 

   事業主が創業支援等措置を講ずる場合において、当該措置の実施に関する計画を作成

し、当該計画について過半数労働組合等の同意を得ることとする。また、当該計画に記

載すべき事項及び当該計画を労働者に周知する方法を定めることとする。 

⑶ 過半数代表者 

   法第 10 条の２第１項に規定する労働者の過半数を代表する者の選出手続を定める。 

⑷ 法第 10 条の２第２項第１号の厚生労働省令で定める場合等 

  法第 10 条の２第２項第１号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は

法第９条第１項第２号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に、新たに法

人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合とする。 

  また、法第 10 条の２第２項第１号の厚生労働省令で定める者は、この場合における

法人とする。 

⑸ 高年齢者就業確保措置の実施に関する計画 

  高年齢者就業確保措置の実施に関する計画（※）に関して、計画の記載事項、提出の

方法及び作成勧告の方法について定める。 

  ※法第 10 条の３第２項の規定に基づき、厚生労働大臣が高年齢者就業確保措置の実

施に関する状況が改善していない事業主に対して作成勧告を行うもの。 

⑹ 再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲 

   法により 70 歳までの高年齢者就業確保措置を事業主の努力義務とすることに伴い、

再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者の範囲の見直しを行う。 

 ⑺ 過半数代表者の規定の準用 

    ⑶の事項について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第６条の３第

１項及び第６条の４第２項に規定する労働者の過半数を代表する者並びに第６条の３

第１項及び第６条の４第２項の事業主について準用する。 

 ⑻ 権限の委任 

   法第 10 条の３第１項、第２項及び第４項に規定する厚生労働大臣の権限を、都道府
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県労働局長及び事業主の主たる事務所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。 

⑼ 多数離職届 

   ⑹の範囲の見直しを行うことに伴い、その報告様式についても所要の改正を行う。   

⑽ 高年齢者雇用状況報告書 

事業主に毎年１回報告を義務付けている様式について、法により新設される高年齢者

就業確保措置の実施状況及び個々の高年齢者への適用状況等を報告事項に追加する。 

 ⑾ その他所要の規定の整備 

 

３．根拠法令 

  法第 10 条の２第１項及び第２項、第 10 条の３第２項及び第３項、第 15 条第１項、第

16 条第２項、第 17 条、第 52 条第１項並びに第 54 条 

 

４．スケジュール（予定） 

施行期日：令和３年４月１日 
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省令様式第１号 

多 数 離 職 届 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第６条の２第２項の規定により、下記のとおり届けます。 

公共職業安定所長 殿 

令和    年    月  日 

事

業

主 

氏 名 
法人にあっては名称

及び代表者の氏名 
印 

住 所 
法人にあっては主た

る事務所の所在地 

〒(    ―    ) 

 
電話番号 

      (    ) 

① 
多数離職に係る

事 業 所 

○イ  名 称  ○ハ  

事業の種類 
 

○ロ  所 在 地  

○ニ  労働者数                 人 ○ホ  ○ニのうち45～69歳の者の数        人 

② 

届出の対象とな

る離職が生ずる

年月日又は期間 

年    月    日から 

  年    月    日まで 

③ 

離
職
者
数 

性 別 45～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 計 

計 人 人 人 人 人 

男 人 人 人 人 人 

女 人 人 人 人 人 

○イ  

氏 名 

○ロ  

職 種 

○ハ  

年 齢 

○ニ  

性 別 

○ホ  

離 職

年月日 

○ヘ  

離 職 理 由 

○ト  

住 所 

○チ  

再 就 職 の

希望の有無 

○リ  

再 就 職 先

予定の有無 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

記 入 担 当 者 所属部課 
 

氏 名            印 

改正案 
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様式第２号（第33条関係） 

 

                   (公共職業安定所で記入すること)  

高年齢者雇用状況等報告書 
  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条第１項の規定により、令和  年６月１日現在の状況を下記のとおり報告します。 

  厚生労働大臣 殿                                      令和  年  月  日 

事

業

主 

①( ふ り が な ) 
名 称 (法 人の 場合 ) 

又は 
氏名(個人事業の場合) 

 ②(ふりがな)  

代表者氏名  
(法人の場合) 

 

 
 

 

③ 住 所 
法人にあっては主た

  る事業所の所在地  

〒(  ―   )  

                                        電 話 番 号    （    ） 

                              

④法人番号 
             

事
業
の 

種
類 

⑤産業分類番号   
事業の具体的内容 

⑥労働組合 
の 有 無 

□イ あり 
□ロ なし 

⑦ 雇 用 保 険 適 用 
事 業 所 番 号 

    -       -  

定
年
制
の
状
況 

⑧定年 
□イ 定年なし 

□ロ 定年あり（定年年齢   歳） 

⑨定年の改定予定等 

□イ 改定予定あり(令和   年   月より   歳) 
□ロ 廃止予定あり(令和   年   月に廃止) 
□ハ 改定又は廃止を検討中 
□ニ 改定・廃止予定なし 

継
続
雇
用
制
度
の
状
況 

⑩継続雇用制度 

 

□イ 就業規則等で継続雇用制度を定めている 

→ａ継続雇用先 

・65歳未満(□(イ)自社  □(ロ)親会社・子会社等（以下「子会社等」という）  □(ハ)関連会社等  

・65歳以上(□(イ)自社  □(ロ)子会社等 □(ハ)関連会社等 □(ニ)その他の会社) 

 →ｂ対象 

  →□(イ)希望者全員を対象 (    歳まで雇用 

更に基準に該当する者を     歳まで雇用 

・基準（65歳未満）の根拠（□(a)労使協定を締結して就業規則等に反映 □(b)労使協定を締結せず就

業規則等のみ） 

・基準（65歳以上）の根拠（□(a)労使合意を得て就業規則等に反映 □(b)労使合意を得ず就業規則等

のみ）） 

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「平成24年改正

法」という。)に規定する経過措置に基づく対象者を限定する基準が有る企業は（イ）に記入 

  →□(ロ)基準に該当する者を対象 (   歳まで雇用 

・基準の根拠(□(a)労使協定を締結して就業規則等に反映 □(b)労使協定を締結せず就業規則等のみ） 

・基準（65歳以上）の根拠（□(a)労使合意を得て就業規則等に反映 □(b)労使合意を得ず就業規則等

のみ）） 

□ロ 制度として導入していない（運用により継続雇用を行う場合を含む） 

⑪継続雇用制度の 

 導入・改定予定 

□イ 継続雇用制度の導入・改定予定あり（令和   年   月より   歳まで雇用） 

  →内容(□（イ）経過措置の基準の廃止 □（ロ）新規導入 □（ハ）上限年齢の引上げ □（ニ）その他） 

□ロ 継続雇用制度の導入・改定を検討中 

□ハ 継続雇用制度の導入・改定予定なし 

⑫創業支援等措置（65歳以
上における業務委託・社
会貢献） 

□イ 創業支援等措置を実施している 

→ａ実施している措置（□(イ)業務委託 □(ロ)自社が実施する社会貢献事業 □(ハ)自社が事業を委託する団体

が実施する社会貢献事業 □(ニ)自社が出資等を行う団体が実施する社会貢献事業） 

 →ｂ過半数労働組合等の同意（□(イ)同意を得ている □(ロ)同意を得ていない） 

 →ｃ対象 

  →□(イ)希望者全員を対象（   歳まで就業支援 

     更に基準に該当する者について   歳まで就業支援 

・基準の根拠（□(a)労使合意を得て就業規則等に反映 □(b)労使合意を得ず就業規則等のみ）） 

  →□(ロ)基準に該当する者を対象（   歳まで就業支援 

・基準の根拠（□(a)労使合意を得て就業規則等に反映 □(b)労使合意を得ず就業規則等のみ）） 

□ロ 創業支援等措置を実施していない（運用により起業支援等を実施） 

⑬創業支援等措置の 

改定予定 

□イ 創業支援等措置の導入・改定予定あり（令和   年   月より   歳まで就業支援） 

→内容（□(イ)対象者限定基準の廃止 □(ロ)新規導入 □(ハ)上限年齢の引き上げ □(ニ)その他) 

□ロ 創業支援等措置の導入・改定に向けて過半数労働組合等との協議を行っている（過半数労働組合等との同意を

得るための協議を含む） 

□ハ 創業支援等措置の導入・改定を検討中□ニ 創業支援等措置の導入・改定予定なし 

公共職業安定所コード番号      

○正  
改正案 
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⑭66歳以上まで働ける制度
等（定年の廃止・引上げ
等を除く）の状況 

□イ 自社又は子会社等で会社の実情に応じ会社が必要と認める者等を66歳以上まで働ける制度を就業規則等に定め

ている 

  →（□(イ)該当する者を   歳まで雇用 □(ロ)上限年齢を規定していない） 

□ロ 上記イの制度を就業規則等に定めていない 

  →（□(イ)導入予定あり □(ロ)検討中 □(ハ)66歳以上まで雇用する慣行がある □(ニ)予定なし） 

⑮常用労
働者数
(うち
女性) 

総 数 ～44歳 45～49歳 50～54 歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳～ 

人  
（    人） 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

      人 
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

⑯過去１年間の離職者の状  
況（うち女性） 

解雇等による45歳以上69歳未満の離職者数       人（うち女性      人） 
 うち求職活動支援書を作成した対象者数       人（うち女性      人） 

⑰過去１年間の定年到達者
等の状況（65歳未満） 

   

(a)定年到達
者の総数 

((b)＋(c)＋
(e)) 

   

(f)継続雇用の終了
による離職者数 

(b)定年退職者

数(継続雇用

を希望しな

い者） 

(c)継続雇用者
数 

 
(e)定年退職者数(継続

雇用を希望したが継
続雇用されなかった
者) 

(d)うち子会
社等・関
連会社等
での継続
雇用者数 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

    人 
(   人) 

     人 
(   人) （うち女性） 

⑱過去１年間の定年到達者
等の状況（65歳以上） 

 
 
 
 

 
（うち女性） 

(a)定年到達
者の総数 

((b)＋(c) 
＋(f)＋

(g)＋(h)) 

 

(i)就業
確保措
置終了
による
離職者
数 

(b)定年
退職者
数 ( 継
続雇用
を希望
しない
者） 

 
(f)定年退
職者数(継
続雇用を
希望した
が継続雇
用されな
かった者) 

(g)業務委
託契約締
結制度を
利用する
者 

(h)社会
貢献事
業への
従事制
度を利
用する
者 

(c)継続
雇用者
数 

(d)うち
子会社
等・関
連会社
等での
継続雇
用者数 

(e)うちその
他の会社で
の継続雇用
者数 

   人 
(   人) 

   人 
(   人) 

人 
(   人) 

人 
(   人) 

     人 
(   人) 

人 
(   人) 

      人 
(   人) 

人 
(   人) 

人 
(   人) 

⑲過去１年間の経過措置に
基づく継続雇用の対象者
に係る基準の適用状況
（平成24年改正法の経過
措置関係） 

(a)基準を適
用できる
年齢に到
達した者
の総数 

((b)＋(c)＋
(d)) 

  

(b)継続雇用終了者数(継続雇用の更新を希
望しない者) 

(c)継続雇用者数(基準
に該当し引き続き継
続雇用された者) 

(d)継続雇用終了者
数(基準に該当
しない者) 

      人 
(   人) 

        人 
（    人） 

       人 
（    人） 

       人 
（    人）    （うち女性） 

⑳過去１年間の継続雇用等
の対象者に係る基準の適
用状況（70歳までの就業
確保措置関係） 

 
（うち女性） 

(a)基準を適
用できる
年齢に到
達した者
の総数 

((b)＋(c)＋ 
(d)) 

 

(b)継続雇用等終了者数(継続雇用等の更新
を希望しない者) 

(c)継続雇用等の対象者
数(基準に該当し引
き続き継続雇用等さ
れた者) 

(d)継続雇用等終了
者数(基準に該
当しない者) 

   人 
(   人) 

    人 
（    人） 

    人 
（    人） 

    人 
（    人） 

高 年 齢 者  
雇用等推進者 

役職  氏名  記入 
担当者 

所属及び役職 氏名  

 ※事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）に基づき、毎年、高年齢者の雇用に関する状況等を報告
しなければならないこととされています。(提出期限毎年７月15日) 
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高年齢者等職業安定対策基本方針の改正内容の検討について（要旨） 
 
１．概要 
○ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律 68 号。以下「法」とい

う。）第６条第１項（※）の規定に基づき、高年齢者等職業安定対策基本方針（平成 24

年厚生労働省告示第 559 号。以下、「基本方針」という。）が定められている。 

○ 策定した平成 24 年当時、基本方針の対象期間は平成 25 年度から平成 29 年度までの

５年間としていたが、平成 29 年度以降、継続雇用年齢の引き上げに向けた環境整備や

70 歳までの就業機会の確保に関する議論が行われていたことから、これらを踏まえた

改正を行う必要があったため、平成 29 年度から令和元年度までの各年度にそれぞれ１

年間の期間延長を行っていたところ。 

○ 本年３月、70 歳までの就業機会の確保が盛り込まれた雇用保険法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第 14 号）が成立したことを踏まえ、基本方針についても法の趣

旨を踏まえた全文改正を行うもの。 

 

※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 

第六条 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針（以下「高

年齢者等職業安定対策基本方針」という。）を策定するものとする。 

２～５ （略） 

 
２．主な内容 

⑴ 高年齢者の就業の動向に関する事項 

  労働力人口の推移や高年齢者の雇用・就業の状況等について統計値を最新の動向に

改正。 

 ⑵ 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項 

   成長戦略実行計画（令和元年６月 21 日閣議決定）で示された 2025 年までの目標で

ある 65～69 歳の就業率を 51.6％以上とすることを目指す旨を記載。 

 ⑶ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項 

   高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施や高年齢者の再就職の促進のための施策の基

本となるべき事項について、直近の法律改正等を踏まえ記載を更新。 

 

３．根拠法令 

  法第６条第１項 

 

４．スケジュール（予定） 

適用期日：令和３年４月１日 
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高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の内容の検討について（要旨） 

 

１．概要 

○ 雇用保険法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 14 号）により改正された高年

齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律 68 号。以下「法」という。）第 10

条の２第 1項において、65 歳以上 70 歳未満の定年の定めをしている事業主又は継続雇

用制度（高年齢者を 70 歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。）を導入している事

業主は、高年齢者就業確保措置（定年引上げ、65 歳以上継続雇用制度の導入、定年廃

止又は労使で同意した上での雇用以外の措置（継続的に業務委託契約する制度及び社会

貢献事業に継続的に従事できる制度）の導入のいずれかを講ずること）が事業主の努力

義務とされたところ。 

○ これに伴い、法第 10 条の２第４項の規定に基づき、高年齢者就業確保措置に関し、

事業主がその実施及び運用を図るために必要な事項を定めるもの。 

 

２．主な内容 

⑴ 高年齢者就業確保措置 

高年齢者就業確保措置を講ずるに当たり、高年齢者就業確保措置全体に係る留意点

等を定める。 

⑵ 65 歳以上継続雇用制度 

 65 歳以上継続雇用制度を講ずるに当たり、他の事業主により継続雇用する場合や継

続雇用しない事由を定める場合の留意点等を定める。 

⑶ 創業支援等措置 

   創業支援等措置を講ずるに当たり、法で規定する創業支援等措置の具体的な内容や過

半数労働組合等の同意を得る際の留意点等を定める。 

 ⑷ 賃金・人事処遇制度の見直し 

 高年齢者就業確保措置を適切かつ有効に実施し、高年齢者の意欲及び能力に応じた

就業機会の確保を図るために、賃金・人事処遇制度の見直しを行う場合の留意点等を

定める。 

 ⑸ 高年齢者雇用アドバイザー等の有効な活用 

   高年齢者就業確保措置を講ずるに当たり、助成制度等を有効に活用すべき旨を定める。 

 

３．根拠法令 

  法第 10 条の２第５項において準用する法第６条第４項及び第 10 条の２第４項 

 

４．スケジュール（予定） 

施行期日：令和３年４月１日 
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○ 高齢者、複数就業者等に対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を図るため、雇用保険法、高年齢者雇用安定法、労災保険法等において
必要な措置を講ずる。
○ 失業者、育児休業者等への給付等を行う基盤となる雇用保険制度の安定的な運営等を図るため、育児休業給付の区分経理等の財政運営の見直しを
行う。併せて、現下の雇用情勢等に鑑み、２年間に限った保険料率及び国庫負担の暫定的な引下げ等の措置を講ずる。

改正の趣旨
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要

改正の概要

１．高齢者の就業機会の確保及び就業の促進 （高年齢者雇用安定法、雇用保険法）
① 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置（定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置（継続的に業務委託契約する
制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度）の導入のいずれか）を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。 【令和３年４月施行】

② 雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を令和７年度から縮小するとともに、
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。 【令和７年４月施行・令和３年４月施行】

２．複数就業者等に関するセーフティネットの整備等 （労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法 ）
① 複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。 【公布後６月を超えない範囲で政令で定める日】
② 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。 【令和４年１月施行】

③ 勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。
【令和２年８月施行】
④ 大企業に対し、中途採用比率の公表を義務付ける。 【令和３年４月施行】

３．失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等 （雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法、労災保険法）
① 育児休業給付について、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付ける。 【令和２年４月施行】

② ①を踏まえ、雇用保険について、以下の措置を講ずる。 【令和２年４月施行】

ア 育児休業給付の保険料率（1,000分の４）を設定するとともに、経理を明確化し、育児休業給付資金を創設する。
イ 失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気の動向に応じて判定できるよう算定方法を見直す。
③ ②の整備を行った上で、２年間（令和２～３年度）に限り、雇用保険の保険料率及び国庫負担の引下げ措置を講ずる。 【令和２年４月施行】

※ 保険料率 1,000分の２引下げ、国庫負担 本来の55%を10％に引下げ
④ 雇用保険二事業に係る保険料率を財政状況に応じて1,000分の0.5引き下げる弾力条項について、更に1,000分の0.5引き下げられるようにする。 【令和３年４月施行】

⑤ 保険給付に係る法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者の遺族に対する給付には、消滅時効を援用しないこととする。 【令和２年４月施行】

このほか、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメントの調停の代理業務を特定社会保険労務士の業務に追加する（附則改正）など所要の措置を
講ずる。 2



現行制度

改正の内容（高年齢者就業確保措置の新設）（令和３年４月１日施行）

改正の趣旨

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその
能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要。
個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、

事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設ける。

＜高年齢者雇用確保措置＞
（65歳まで・義務）

＜高年齢者就業確保措置＞（70歳まで・努力義務）

①65歳までの定年引上げ

②65歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主（子会社・関連会社等）
によるものを含む）

③定年廃止

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
業務委託契約を締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する
団体が行う社会貢献事業

に従事できる制度の導入

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入
（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によ
るものを含む）

③定年廃止

70歳までの就業機会確保（改正高年齢者雇用安定法）（令和3年４月１日施行）

事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置（①65歳まで定年引上げ、②65歳ま
での継続雇用制度の導入、③定年廃止）のいずれかを講ずることを義務付け。
※ 平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。ただし、24年度までに労使協定により制度適用対象
者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年４月までに段階的に引き上げることが可能。（経過措置）

○ 事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の①～⑤の
いずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。

○ 努力義務について雇用以外の措置（④及び⑤）による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で
導入されるものとする。

現行 新設 創業支援等措置（雇用以外の措置）
（過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入）

3



○ 厚生労働大臣は、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針を定める。

○ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときに、事業主に対して、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導
及び助言を行うこと、当該措置の実施に関する計画の作成を勧告すること等ができることとする。

○ 70歳未満で退職する高年齢者（※１）について、事業主が再就職援助措置（※２）を講ずる努力義務及び多数離
職届出（※３）を行う義務の対象とする。
※１：定年及び事業主都合により離職する高年齢者等

※２：例えば、教育訓練の受講等のための休暇付与、求職活動に対する経済的支援、再就職のあっせん、教育訓練受講等のあっせん、再就職支援体制の構築など

※３：同一の事業所において、１月以内の期間に５人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合の、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等の公共職業安定
所長への届出

○ 事業主が国に毎年１回報告する「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」について、高
年齢者就業確保措置に関する実施状況を報告内容に追加する。

その他の改正の内容（令和３年４月１日施行）

＜事業主による雇用・就業機会の確保を促進するための支援＞

・ ①高年齢者就業確保措置を講ずる事業主に対する助成措置や相談体制などの充実、②他社への再就職の措置に関す
る事業主間のマッチングを促進するための受入企業の開拓・確保の支援、③能力・成果を重視する評価・報酬体系の
構築を進める事業主等に対する助成、④高年齢者が安心して安全に働ける職場環境の構築の支援等。

＜高年齢者の再就職やキャリア形成に関する支援＞

・ ①ハローワークの生涯現役支援窓口や産業雇用安定センターによるマッチング機能の強化、②労働者のキャリアプ
ランの再設計等を支援する拠点の整備、③企業の実情に応じた中高年齢層向け訓練の実施等。

＜地域における多様な雇用・就業機会の確保に関する支援＞

・ ①生涯現役促進地域連携事業による地方公共団体を中心とした協議会による取組の推進、②シルバー人材センター
の人手不足分野等での就業機会の開拓・マッチング機能や地域ごとの実情を踏まえた取組の強化等。

高年齢者の活躍を促進するために必要な支援（予算事業等）

70歳までの就業機会確保（改正高年齢者雇用安定法）（令和3年４月１日施行）

4
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確
保
の
促
進
等

安
定
し
た
雇
用
の
確
保
の
促
進

（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）

（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

継
続
雇
用
制
度
に
は
、
事
業
主
が
、
特
殊
関
係
事
業
主
（
当
該
事
業
主
の
経
営

２

継
続
雇
用
制
度
に
は
、
事
業
主
が
、
特
殊
関
係
事
業
主
（
当
該
事
業
主
の
経
営

を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
関
係
に
あ
る
事
業
主
そ
の
他
の
当
該

を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
関
係
に
あ
る
事
業
主
そ
の
他
の
当
該

事
業
主
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
事
業
主
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主

事
業
主
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
事
業
主
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
で

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
で
、
当
該
事
業
主
の
雇
用
す

、
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
で
あ
つ
て
そ
の
定
年
後
に
雇
用
さ
れ
る
こ

る
高
年
齢
者
で
あ
つ
て
そ
の
定
年
後
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
を
そ

と
を
希
望
す
る
も
の
を
そ
の
定
年
後
に
当
該
特
殊
関
係
事
業
主
が
引
き
続
い
て
雇

の
定
年
後
に
当
該
特
殊
関
係
事
業
主
が
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
こ
と
を
約
す
る
契

用
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の

約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
雇
用
を
確
保
す
る
制
度
が

雇
用
を
確
保
す
る
制
度
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
）

第
十
条
の
二

定
年
（
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

（
新
設
）

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
定
め
を
し
て
い
る
事
業
主
又
は
継
続
雇
用
制
度
（
高
年
齢

者
を
七
十
歳
以
上
ま
で
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
制
度
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
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い
て
同
じ
。
）
を
導
入
し
て
い
る
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
（
第
九

条
第
二
項
の
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
主
と
当
該
契
約
を
締
結
し
た
特
殊
関
係

事
業
主
に
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
を
含
み
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る

こ
と
に
よ
り
、
六
十
五
歳
か
ら
七
十
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
主
が
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
の
、
労
働
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

る
者
の
同
意
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
得
た
創
業
支
援
等
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
に
つ
い
て
、
定
年
後
等
（
定

年
後
又
は
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
年
齢
の
上
限
に
達
し
た
後
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
二
号
の
六
十
五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
の

対
象
と
な
る
年
齢
の
上
限
に
達
し
た
後
七
十
歳
ま
で
の
間
の
就
業
を
確
保
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
定
年
の
引
上
げ

二

六
十
五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
（
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
が
希
望
す
る
と

き
は
、
当
該
高
年
齢
者
を
そ
の
定
年
後
等
も
引
き
続
い
て
雇
用
す
る
制
度
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
導
入

三

当
該
定
年
の
定
め
の
廃
止

２

前
項
の
創
業
支
援
等
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
い
う
。

一

そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
当
該
高
年
齢
者
が
新
た
に

事
業
を
開
始
す
る
場
合
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
含
む
。
）
に
、
事

業
主
が
、
当
該
事
業
を
開
始
す
る
当
該
高
年
齢
者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
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者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
創
業
高
年
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
と
の

間
で
、
当
該
事
業
に
係
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
（
労
働
契
約
を
除
き
、
当

該
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
き
当
該
事
業
主
が
当
該
事
業
を
開
始
す
る

当
該
創
業
高
年
齢
者
等
に
金
銭
を
支
払
う
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
、
当
該

契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
就
業
を
確
保
す
る
措
置

二

そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
ロ
又

は
ハ
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
と
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
と
の
間
で
、

当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
当
該
高
年
齢
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
従
事
す
る

機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
、
当
該
高
年
齢
者
と
の
間
で
、
当
該
事
業
に

係
る
委
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
（
労
働
契
約
を
除
き
、
当
該
委
託
契
約
そ
の
他

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
が
当
該
高
年
齢
者
に
金
銭
を
支
払

う
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
就
業

を
確
保
す
る
措
置
（
前
号
に
掲
げ
る
措
置
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

当
該
事
業
主
が
実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業
（
社
会
貢
献
活
動
そ
の
他
不
特

定
か
つ
多
数
の
者
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

法
人
そ
の
他
の
団
体
が
当
該
事
業
主
か
ら
委
託
を
受
け
て
実
施
す
る
社
会

貢
献
事
業

ハ

法
人
そ
の
他
の
団
体
が
実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業

主
が
当
該
社
会
貢
献
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
資
金
の
提
供
そ
の
他
の

援
助
を
行
つ
て
い
る
も
の

３

六
十
五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
に
は
、
事
業
主
が
、
他
の
事
業
主
と
の
間
で
、

8



当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
で
あ
つ
て
そ
の
定
年
後
等
に
雇
用
さ
れ
る
こ

と
を
希
望
す
る
も
の
を
そ
の
定
年
後
等
に
当
該
他
の
事
業
主
が
引
き
続
い
て
雇
用

す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
当
該
高
年
齢
者
の
雇

用
を
確
保
す
る
制
度
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
及
び
創
業
支
援
等
措
置
（
次

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
」
と
い
う
。
）
の

実
施
及
び
運
用
（
心
身
の
故
障
の
た
め
業
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
者
等
の
六
十
五

歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
及
び
創
業
支
援
等
措
置
に
お
け
る
取
扱
い
を
含
む
。
）
に

関
す
る
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
指
針
の
策
定
及
び
変
更
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
に
関
す
る
計
画
）

第
十
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
高
年
齢
者
等
職
業
安
定
対
策
基
本
方
針
に
照
ら

（
新
設
）

し
て
、
高
年
齢
者
の
六
十
五
歳
か
ら
七
十
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
の
確
保
そ
の

他
就
業
機
会
の
確
保
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
主
に
対
し
、

高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
又
は
助
言
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
状
況
が
改
善
し
て
い
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
主
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
作
成
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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３

事
業
主
は
、
前
項
の
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
計
画
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
計
画
を
作
成
し
た
事
業
主
に
対
し
、
そ
の
変
更
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
高
年
齢
者
雇
用
等
推
進
者
）

（
高
年
齢
者
雇
用
推
進
者
）

第
十
一
条

事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
年
齢
者
雇

第
十
一
条

事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
年
齢
者
雇

用
確
保
措
置
等
を
推
進
す
る
た
め
、
作
業
施
設
の
改
善
そ
の
他
の
諸
条
件
の
整
備

用
確
保
措
置
を
推
進
す
る
た
め
、
作
業
施
設
の
改
善
そ
の
他
の
諸
条
件
の
整
備
を

を
図
る
た
め
の
業
務
を
担
当
す
る
者
を
選
任
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

図
る
た
め
の
業
務
を
担
当
す
る
者
を
選
任
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

（
再
就
職
援
助
措
置
）

（
再
就
職
援
助
措
置
）

第
十
五
条

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
等
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
十
五
条

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
等
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
に
限
る
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第

者
に
限
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ

一
項
に
お
い
て
「
再
就
職
援
助
対
象
高
年
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
が
解
雇
（
自
己

き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で

省
令
で
定
め
る
理
由
（
以
下
「
解
雇
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
離
職
す
る
場
合
に

定
め
る
理
由
に
よ
り
離
職
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
再
就
職
援
助
対
象
高
年
齢

お
い
て
、
当
該
高
年
齢
者
等
が
再
就
職
を
希
望
す
る
と
き
は
、
求
人
の
開
拓
そ
の

者
等
が
再
就
職
を
希
望
す
る
と
き
は
、
求
人
の
開
拓
そ
の
他
当
該
再
就
職
援
助
対

他
当
該
高
年
齢
者
等
の
再
就
職
の
援
助
に
関
し
必
要
な
措
置
（
以
下
「
再
就
職
援

象
高
年
齢
者
等
の
再
就
職
の
援
助
に
関
し
必
要
な
措
置
（
以
下
「
再
就
職
援
助
措

助
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
多
数
離
職
の
届
出
）

（
多
数
離
職
の
届
出
）

第
十
六
条

事
業
主
は
、
再
就
職
援
助
対
象
高
年
齢
者
等
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で

第
十
六
条

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
高
年
齢
者
等
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定

定
め
る
数
以
上
の
者
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由

め
る
数
以
上
の
者
が
解
雇
等
に
よ
り
離
職
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生

に
よ
り
離
職
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
共
職
業
安
定
所
長
に
届
け
出

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
共
職
業
安
定
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
等
）

（
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
等
）

第
十
七
条

事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
解
雇
（
自
己

第
十
七
条

事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
解
雇
等
に
よ

の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

り
離
職
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
高
年
齢
者
等
が
希
望
す
る
と
き
は
、
そ
の
円
滑

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
解
雇
等
」
と

な
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
、
当
該
高
年
齢
者
等
の
職
務
の
経
歴
、
職
業
能
力
そ

い
う
。
）
に
よ
り
離
職
す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
高
年
齢
者
等
（
厚
生
労
働
省
令

の
他
の
当
該
高
年
齢
者
等
の
再
就
職
に
資
す
る
事
項
（
解
雇
等
の
理
由
を
除
く
。

で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
が
希
望
す
る
と
き
は
、
そ
の
円
滑
な
再
就
職
を
促
進
す

）
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
事
業
主
が
講
ず
る
再
就
職
援
助
措

る
た
め
、
当
該
高
年
齢
者
等
の
職
務
の
経
歴
、
職
業
能
力
そ
の
他
の
当
該
高
年
齢

置
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
（
以
下
「
求
職
活
動
支
援
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し

者
等
の
再
就
職
に
資
す
る
事
項
（
解
雇
等
の
理
由
を
除
く
。
）
と
し
て
厚
生
労
働

、
当
該
高
年
齢
者
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
事
業
主
が
講
ず
る
再
就
職
援
助
措
置
を
明
ら
か
に
す
る

書
面
（
以
下
「
求
職
活
動
支
援
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
高
年
齢
者
等

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
雇
用
状
況
等
の
報
告
）

（
雇
用
状
況
の
報
告
）

第
五
十
二
条

事
業
主
は
、
毎
年
一
回
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

第
五
十
二
条

事
業
主
は
、
毎
年
一
回
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
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、
定
年
、
継
続
雇
用
制
度
、
六
十
五
歳
以
上
継
続
雇
用
制
度
及
び
創
業
支
援
等
措

、
定
年
及
び
継
続
雇
用
制
度
の
状
況
そ
の
他
高
年
齢
者
の
雇
用
に
関
す
る
状
況
を

置
の
状
況
そ
の
他
高
年
齢
者
の
就
業
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
状
況
を
厚
生
労
働

厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

衆議院 厚生労働委員会 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

一 六十五歳までの高年齢者雇用確保措置が全ての企業において確実に実施されるよう事

業主に対する周知を強化するとともに、違反事業主に対する指導等を通じて、六十五歳ま

での希望者全員の雇用確保が図られるように努めること。 

 

二 事業主が複数の高年齢者就業確保措置を講ずる場合において、個々の労働者の意思を

十分に尊重することを指針等で明確にし、その周知徹底を図ること。 

 

三 創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護などが図られないこと

から、以下の事項を指針等で明確にすることを検討し、その周知徹底を図ること。 

 

１ 事業主は、当該措置を選択する理由を書面等により過半数労働組合又は過半数代表

者に十分に説明すること及び当該措置を適用する労働者に対しても丁寧に説明し納得

を得る努力をすることが重要であること。 

 

２ 事業主が当該措置のみを講ずる場合は、過半数労働組合等の同意が必要であること。

また、継続雇用制度の導入に加えて当該措置を講ずる場合であっても、過半数労働組合

等の同意を得ることが望ましいこと。 

 

３ 当該措置により就業する者について、同種の業務に労働者が従事する場合における

労働契約法に規定する安全配慮義務の内容も勘案しつつ、委託業務の内容・性格等に応

じた配慮を当該措置を講ずる事業主が行うことが望ましいこと。 

 

４ 高年齢者雇用安定法の改正の趣旨が七十歳までの雇用・就業機会の確保であること

を踏まえ、当該措置を講ずる事業主は、七十歳まで継続的に労働者を支援することが求

められること。 

 

四 創業支援等措置による就業について、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド

ライン」を参考とするよう周知・広報すること。また、就業する者が被災したことを把握

した場合は、当該措置を講ずる事業主が厚生労働大臣に報告することを検討することと

し、同種の災害の再発を防止するための対策の検討に当該報告を活用すること。 
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五 高年齢期においては、労働者の体力や健康状態その他の本人を取り巻く状況がより多

様となることから、事業主がより柔軟な労働条件を整備できるよう適切に支援すること。 

 

六 六十五歳以降も働くことを希望する全ての労働者が個々の意欲及び能力に応じて働く

ことができる環境整備を図るため、施策の充実に努めること。 

 

七 雇用政策に対する政府の責任を示すものである雇用保険の国庫負担については、改正

後の雇用保険法附則第十五条の規定に基づき、早期に安定財源を確保し、本則に戻すこと。

また、今回の時限的な国庫負担率の引下げ措置の継続については、令和三年度までの二年

度間に厳に限った措置とすること。 

 

八 失業等給付と異なる給付体系に位置付けられる育児休業給付について、給付額が増加

傾向にある状況を踏まえ、中長期的な観点から国庫負担割合も含めた制度の在り方を検

討すること。 

 

九 求職者支援制度について、雇用の安定化の必要性が高い者に対し十分な支援が行き届

くよう制度運営の充実に努めるとともに、雇用政策に対する政府の責任を示す観点から、

国庫負担割合の在り方を検討すること。 

 

十 企業による六十五歳までの雇用継続を下支えしている高年齢雇用継続給付について、

今回の給付率の引下げに当たって、働き方改革関連法の「同一労働同一賃金」に基づく高

年齢者の不合理な待遇差の解消に取り組む企業に対して十分な支援を行うこと。その上

で、今後の給付の在り方については、六十五歳までの高年齢労働者の雇用の進展状況を十

分に踏まえ、中長期的な観点から検討すること。 

 

十一 複数の事業所に雇用される六十五歳以上の労働者に対する雇用保険の適用について、

施行後五年を目途に、懸念される逆選択やモラルハザードといった事象も含め、適用によ

る行動変化や財政への影響等を十分に検証し、必要に応じて、マルチジョブホルダーに対

する雇用保険の適用の在り方を検討すること。 

 

十二 新型コロナウイルス感染症により我が国経済は大きな影響を受けており、今後雇用

への影響の拡大が懸念されることから、雇用の維持に向け、雇用安定資金も活用して、雇

用調整助成金をはじめとする雇用保険二事業により十分な支援を行うこと。 
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十三 労災保険の複数事業者に係る改正事項を確実に実施するとともに、特別加入制度に

ついて、働き方が多様化し、雇用類似の働き方も拡大していることから、労働者に準じて

保護することがふさわしいとみなされる者の加入促進を図るため、制度の周知・広報を積

極的に行うこと。また、社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等につい

て、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。 

 

十四 大企業における中途採用比率の公表に当たっては、企業の実態や入社後のキャリア

パスなどの情報も中途採用を目指す労働者にとって有益であることから、様々な情報を

総合的に公表しやすくするための支援を検討すること。 
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HRRDF
テキスト ボックス
参考資料１ー２　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則　　　　　　　　の一部を改正する省令案　関係資料



省令様式第１号 

多 数 離 職 届 

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第１６条第１項の規定により、下記のとおり届けます。 

        公共職業安定所長 殿 

令和    年    月    日 

事

業

主 

氏 名 
法人にあっては名称

及び代表者の氏名 
 印 

住 所 
法人にあっては主た

る事務所の所在地 

〒(    ―    ) 

 
電話番号 

      (    ) 

① 
多数離職に係る

事 業 所 

○イ  名 称  ○ハ  

事業の種類 
 

○ロ  所 在 地  

○ニ  労働者数                          人 ○ホ  ○ニのうち45歳～64歳の者の数      人 

② 

届出の対象とな

る離職が生ずる

年月日又は期間 

    年    月    日から 

    年    月    日まで 

③ 

離
職
者
数 

性 別 45歳～54歳 55歳～59歳 60歳～64歳 計 

計 人 人 人 人 

男 人 人 人 人 

女 人 人 人 人 

○イ  

氏 名 

○ロ  

職 種 

○ハ  

年 齢 

○ニ  

性 別 

○ホ  

離 職

年月日 

○ヘ  

離 職 理 由 

○ト  

住 所 

○チ  

再 就 職 の

希望の有無 

○リ  

再 就 職 先

予定の有無 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

記 入 担 当 者 所属部課  氏 名               印 

現行 
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様式第２号 

 

                   (公共職業安定所で記入すること)  

高年齢者雇用状況報告書 
  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条第１項の規定により、令和  年６月１日現在の状況を下記のとおり報告します。 

  厚生労働大臣 殿                                      令和  年  月  日 

事

業

主 

①( フ リ ガ ナ ) 
名 称 ( 法 人 の 場 合 ) 

又は 
氏名(個人事業の場合) 

 ②(フリガナ)  

代表者氏名  
(法人の場合) 

 

 
 

 

③ 住 所 
法人にあっては主た

  る事業所の所在地  

〒(  ―   )  

                                        電 話 番 号    （    ） 

                              ＦＡＸ番号    （    ） 

事
業
の 

種
類 

④産業分類番号   
事業の具体的内容 

⑤労働組合 
の 有 無 

□イ あり 
□ロ なし 

⑥ 雇 用 保 険 適 用 
事 業 所 番 号 

    -       -  

定
年
制
の
状
況 

⑦定年 
□イ 定年なし 

□ロ 定年あり（定年年齢   歳） 

⑧定年の改定予定等 

□イ 改定予定あり(令和   年   月より   歳) 
□ロ 廃止予定あり(令和   年   月に廃止) 
□ハ 改定又は廃止を検討中 
□ニ 改定・廃止予定なし 

継
続
雇
用
制
度
の
状
況 

⑨継続雇用制度 

□イ 就業規則等で継続雇用制度を定めている 

→ａ継続雇用先 (□(イ)自社  □(ロ)親会社・子会社等（以下「子会社等」という）  □(ハ)関連会社等) 

 →ｂ対象 

  →□(イ)希望者全員を対象 (    歳まで雇用 

更に基準に該当する者を     歳まで雇用 

基準の根拠(□(a)労使協定を締結して就業規則等に反映 □(b)労使協定を締結せず就業規則等のみ）) 

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「改正法」とい

う。)に規定する経過措置に基づく対象者を限定する基準が有る企業は（イ）に記入 

  →□(ロ)基準に該当する者を対象 (   歳まで雇用 

基準の根拠(□(a)労使協定を締結して就業規則等に反映 □(b)労使協定を締結せず就業規則等のみ）) 
 

□ロ 制度として導入していない（運用により継続雇用を行う場合を含む） 

⑩継続雇用制度の 

 導入・改定予定 

□イ 継続雇用制度の導入・改定予定あり（令和   年   月より） 

  →内容(□（イ）経過措置の基準の廃止 □（ロ）新規導入 □（ハ）上限年齢の引上げ □（ニ）その他） 

□ロ 継続雇用制度の導入・改定を検討中 

□ハ 継続雇用制度の導入・改定予定なし 

⑪66歳以上まで働ける制度
等(定年の廃止・引上げ
等を除く)の状況 

□イ 自社又は子会社等で会社の実情に応じ会社が必要と認める者等を66歳以上まで働ける制度を就業規則等に定め

ている 

  →（□(イ)該当する者を   歳まで雇用 □(ロ)上限年齢を規定していない） 

□ロ 上記イの制度を就業規則等に定めていない 

  →（□(イ)導入予定あり □(ロ)検討中 □(ハ)66歳以上まで雇用する慣行がある □(ニ)予定なし） 

⑫常用労
働者数
(うち
女性) 

総 数 ～44歳 45～49歳 50～54 歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳～ 

人  
（    人） 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

人  
(   人) 

⑬過去１年間の離職者の状  
況（うち女性） 

解雇等による45歳以上65歳未満の離職者数       人（うち女性      人） 
 うち求職活動支援書を作成した対象者数       人（うち女性      人） 

⑭過去１年間の定年到達者
等の状況 

   

(a)定年到達者
の総数 

((b)＋(c)＋(e)) 

   

(f)継続雇用の
終了による
離職者数 

(b)定年退職者数

(継続雇用を希

望しない者） 

(c)継続雇用者数 

 (e)定年退職者数
(継続雇用を希
望したが継続
雇用されな
かった者) 

(d)うち子会社
等・関連会
社等での継
続雇用者数 

人  
（   人） 

人  
（   人） 

人  
（    人） 

人  
（   人） 

人  
（    人） 

人  
（   人） （うち女性） 

⑮過去１年間の改正法に規
定する経過措置に基づく継
続雇用の対象者に係る基
準の適用状況 

(a)基準を適用 
できる年齢 
に到達した
者の総数 

((b)＋(c)＋(d)) 

  

(b)継続雇用終了者数(継
続雇用の更新を希望し
ない者) 

(c)継続雇用者数(基準に該
当し引き続き継続雇用さ
れた者) 

(d)継続雇用終了者数(基準に
該当しない者) 

人  
（   人） 

人  
（    人） 

人  
（    人） 

人  
（    人）    （うち女性） 

高 年 齢 者 
雇 用 推 進 者 

役職  氏名  記入 
担当者 

所属及び役職 氏名  

 ※事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）に基づき、毎年、高年齢者の雇用に関する状況を報告し
なければならないこととされています。(提出期限毎年７月15日) 

公共職業安定所コード番号      

○正  
現行 
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再就職援助措置の対象者

具体的な離職理由
・解雇（自己責任の場合除く）

・継続雇用制度の基準に該当しなかった
ことによる離職
・その他事業主の都合による離職

再就職援助措置の対象（45歳以上65歳未満の者）
：９条の義務を達成しても離職することとなる者

現行
60歳 65歳 70歳

具体的な離職理由
①関係
・解雇（自己責任の場合除く）
・継続雇用制度または創業支援等措置の基準に
該当しなかったことによる離職
・その他事業主の都合による離職
②関係
・定年（65歳以上のものに限る）
・継続雇用制度または創業支援等措置の基準に
該当しなかったことによる離職
・継続雇用制度または創業支援等措置の年齢の
上限に達したことによる離職

再就職援助措置の対象（45歳以上70歳未満の者）
：①10条の２の努力義務を達成しても離職することと
なる者
②10条の２の努力義務を達成していない（措置を実施
する努力はしている）ことにより離職することとなる者

９条
（雇用確保措置の義務）

１５条
（再就職援助措置）

９条
（雇用確保措置の義務）

１５条
（再就職援助措置）

10条の２
（就業確保措置の努力義務）

60歳 65歳 70歳

義務

義務 新設・努力義務

対象拡大

改正後
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高年齢者等職業安定対策基本方針 案 新旧対照表（ ）

傍線部分は改正部分（ ）

改 正 案 現 行

高年齢者等職業安定対策基本方針 高年齢者等職業安定対策基本方針

目次 目次

はじめに はじめに

第１ 高年齢者の就業の動向に関する事項 第１ 高年齢者の就業の動向に関する事項

第２ 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項 第２ 高年齢者の雇用の機会の増大の目標に関する事項

第３ 事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき 第３ 事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき

事項 事項

第４ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき 第４ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき

事項 事項

はじめに はじめに

１ 方針のねらい １ 方針のねらい

少子高齢化が急速に進行し人口が減少する我が国においては 少子高齢化の急速な進行により 今後 労働力人口の減少が見、 、 、

経済社会の活力を維持するため 全ての年代の人々がその特性・ 込まれる中で 我が国経済の活力を維持していくためには 若者、 、 、

強みを活かし 経済社会の担い手として活躍できるよう環境整備 女性 高年齢者 障害者など働くことができる全ての人の就労、 、 、 、

を進めることが必要である 促進を図り そうした全ての人が社会を支える 全員参加型社会「。 、

特に 人生 年時代を迎える中 働く意欲がある高年齢者が の実現が求められている 高年齢者についても その能力の有100 」、 、 。 、

その能力を十分に発揮できるよう 高年齢者が活躍できる環境整 効な活用を図ることが重要な課題であることから 高年齢者の厳、 、

備を図っていくことが重要である しい雇用環境が依然として続いている現状への的確な対応を図り。

つつ 高年齢者が健康で 意欲と能力がある限り年齢にかかわり、 、

なく働き続けることができる社会 以下 生涯現役社会 という（ 「 」

の実現を目指す必要がある）。 。

働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう また 平成 年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢25、 、

高年齢者の活躍の場を整備するため 令和２年第 回通常国会 が段階的に 歳へ引き上げられることに対応し 雇用と年金の確201 65、 、

において 歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とする 実な接続等を図るため 平成 年第 回通常国会において高年70 24 180、 、
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こと等を内容とする高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 昭 齢者等の雇用の安定等に関する法律 昭和 年法律第 号 以下（ （ 46 68 。

和 年法律第 号 以下 法 という の改正 以下 令和２ 法 という の改正が行われた この基本方針は この法改46 68 「 」 ） （ 「 「 」 ）。 。 。 。 、

年改正 という が行われた この基本方針は 令和２年改正 正の趣旨等を踏まえ 高年齢者の雇用・就業についての目標及び」 ）。 。 、 、

の趣旨等を踏まえ 高年齢者の雇用・就業についての目標及び施 施策の基本的考え方を 労使をはじめ国民に広く示すとともに、 、 、

策の基本的考え方を 労使を始め国民に広く示すとともに 事業 事業主が行うべき諸条件の整備等に関する指針を示すこと等によ、 、

主が行うべき諸条件の整備等に関する指針を示すこと等により り 高年齢者の雇用の安定の確保 再就職の促進及び多様な就業、 、 、

高年齢者の雇用の安定の確保 再就職の促進及び多様な就業機会 機会の確保を図るものである、 。

の確保を図るものである。

また 歳までの就業機会の確保に関する施策を推進するに当70、

たっては 歳までの雇用機会が確保されていることが前提であ65、

る このため 令和２年改正による改正前の法による 歳までの65。 、

希望者全員の雇用確保措置 令和６年度年度末に労使協定による（

継続雇用制度の対象者基準を適用できる経過措置は終了 の導入）

に向けた取組を引き続き行うことが必要である。

２ 方針の対象期間 ２ 方針の対象期間

この基本方針の対象期間は 令和３年度から令和７年度までの この基本方針の対象期間は 平成 年度から令和２年度までの25、 、

５年間とする ただし この基本方針の内容は令和２年改正を前 ８年間とする ただし この基本方針の内容は平成 年の法改正24。 、 。 、

提とするものであることから 高年齢者の雇用等の状況や 労働 を前提とするものであることから 高年齢者の雇用の状況や 労、 、 、 、

力の需給調整に関する制度 雇用保険制度 年金制度 公務員に 働力の需給調整に関する制度 雇用保険制度 年金制度 公務員、 、 、 、 、 、

係る再任用制度等関連諸制度の動向に照らして 必要な場合は改 に係る再任用制度等関連諸制度の動向に照らして 必要な場合は、 、

正を行うものとする 改正を行うものとする。 。

第１ 高年齢者の就業の動向に関する事項 第１ 高年齢者の就業の動向に関する事項

１ 人口及び労働力人口の高齢化 １ 人口及び労働力人口の高齢化

我が国の人口は 世界でも例を見ない急速な少子高齢化が進行 我が国の人口は 世界でも例を見ない急速な少子高齢化が進行、 、

27 （2015 ） 22 （2040 ） 25 22 （2010 ） 32 （2020 ） 10しており 平成 年 年 から令和 年 年 までの しており 平成 年 年 から平成 年 年 までの、 、

15 59 1,693 15 59 492 6年間においては 歳の者が約 万人減少するのに対し 年間においては 歳の者が約 万人減少するのに対し、 ～ 、 ～ 、

歳以上の高年齢者が約 万人増加し 人に１人が 歳以 歳以上の高年齢者が約 万人増加し ３人に１人が 歳以上の60 477 2.4 60 0 418 60、 、 、

上の高年齢者となるものと見込まれる 高年齢者となるものと見込まれる。 。

また 歳以上の労働力人口は令和元年で約 万人であり また 歳以上の労働力人口は平成 年で約 万人であり60 1,450 60 22 1,183、 、

41



令和 年 年 から令和 年 年 にかけていわゆる 平成 年から平成 年にかけていわゆる団塊の世代 昭和 年18 （2036 ） 21 （2039 ） 24 26 （ 22、 、

団塊２世 昭和 年 年 から昭和 年 年 までに生 から昭和 年までに生まれた世代 が 歳に達することから 平（ 46 （1971 ） 49 （1974 ） 24 ） 65 、

まれた世代 が 歳に達する等人口ピラミッドの変化が起きるこ 成 年と労働力率が同じ水準であるとすれば 平成 年 年） 65 22 22 （2010、

とから 平成 年 年 と労働力率が同じ水準であるとすれ から平成 年 年 までの 年間においては 歳の29 （2017 ） ） 32 （2020 ） 10 60 64、 、 ～

ば 平成 年 年 から令和 年 年 までの 年間に 労働力人口は 万人減少し 歳以上の労働力人口は 万人増29 （2017 ） 22 （2040 ） 23 154 65 134、 、

60 69 24 70 （ 「 」 （ 22 ）おいては 歳の労働力人口は 万人減少し 歳以上の労 加すると見込まれる 総務省統計局 国勢調査 平成 年、 ～ 、 、

働力人口は 万人増加すると見込まれる 総務省統計局 国勢調 労働力調査 平成 年 及び国立社会保障・人口問題研究所26 （ 「 「 」 （ 22 ）

」 （ 27 ） 「 」 （ ） 「 」 （ 24 ） ）査 平成 年 労働力調査 令和元年 及び国立社会保 日本の将来推計人口 平成 年 の中位推計、 。

障・人口問題研究所 日本の将来推計人口 平成 年 の出生「 」 （ 29 ）

（ ） 「中位 死亡中位 推計 独立行政法人労働政策研究・研修機構、

労働力需給の推計 労働力需給モデル 年度版 による将来― （2018 ）

― 」 （2019 ） ）推計 。

２ 高年齢者の雇用・就業の状況 ２ 高年齢者の雇用・就業の状況

高年齢者の雇用失業情勢を見ると 令和元年における完全失 ⑴ 高年齢者をめぐる雇用情勢、

業率は 年齢計及び 歳層ともに ％となっており こ 高年齢者の雇用失業情勢を見ると 平成 年における完全失60 64 2.4 23、 ～ 、 、

れを男女別に見ると 男性については年齢計及び 歳層と 業率は 年齢計が ％であるのに対し 歳層 ％とな60 64 4.5 60 64 5.1、 ～ 、 、 ～

2.5 2.2 60 4.もに ％であるのに対し 女性については年齢計が ％ っており これを男女別に見ると 男性については年齢計が、 、 、 、

歳層では ％となっている ％ 歳層で ％であるのに対し 女性については年齢64 1.7 8 60 64 6.2～ 。 、 ～ 、

なお 歳層の完全失業率は ％であり 男女別に見 計が ％ 歳層では ％となっている 総務省統計局65 69 2.3 4.1 60 64 3.4 （、 ～ 、 、 ～

ると 男性は ％ 女性は ％となっている 総務省統計局 労働力調査 平成 年の数値は 岩手県 宮城県及び福島3.1 1.1 （ 「 」 （ 23、 、 、 、

「 」 ） ） ）労働力調査 県を除く結果 以下同じ。 。 。 。

60 64 24 57.7 70.3歳層の就業率は 平成 年に ％ 令和元年に～ 、 、

％となっている これを男女別に見ると 男性は 平成 年に ⑵ 高年齢者の就業状況24。 、 、

％ 令和元年に ％となっている また 女性は 平成 常用労働者が 人以上の企業における 歳層の常用労働71.3 82.3 31 60 64、 。 、 、 ～

年に ％ 令和元年に ％となっており 近年高まって 者数は 平成 年の約 万人から 平成 年の約 万人に増24 44.5 58.6 21 155 24 196、 、 、 、

いる 総務省統計局 労働力調査 また 常用労働者が 加している 厚生労働省 高年齢者雇用状況報告 また（ 「 」 ） 31 （ 「 」 ）。 、 。 、

人以上の企業における 歳層の常用労働者数は 平成 年 同年齢層の就業率は 平成 年に ％ 平成 年に ％と60 64 24 17 52.0 23 57.3～ 、 、 、

196 215 （ 17 65.9の約 万人から 令和元年の約 万人に増加している 厚生 なっている これを男女別に見ると 男性は 平成 年に、 。 、 、

労働省 高年齢者雇用状況報告 ％ 平成 年に ％となっている また 女性は 平成 年「 」 ） 23 70.9 17。 、 。 、 、

歳層の就業率は 平成 年に ％ 令和元年に に ％ 平成 年に ％となっており 近年高まっている65 69 24 37.1 48.4 39.0 23 44.2～ 、 、 、 、
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％となっている これを男女別に見ると 男性は 平成 年に 総務省統計局 労働力調査 歳の高年齢者の勤務24 （ 「 」 ） 55 69。 、 、 。 ～

％ 令和元年に ％ 女性は 平成 年に ％ 令和 形態を見ると 男性の雇用者に占めるフルタイム勤務以外の者46.9 58.9 24 27.8、 、 、 、 、

38.6 （ 55 59 13.2 60 64 35.0 65 69元年に ％となっており 近年高まっている 総務省統計局 の割合は 歳層で ％ 歳層で ％、 、 ～ 、 ～ 、 ～

労働力調査 歳層で ％となっている また 女性の雇用者に占めるフル「 」 ） 64.4。 。 、

歳の高年齢者の勤務形態を見ると 令和元年時点で タイム勤務以外の者の割合は 歳層で ％ 歳60 69 55 59 55.1 60 64～ 、 、 、 ～ 、 ～

男性の雇用者に占めるフルタイム勤務以外の者の割合は 層で ％ 歳層で ％となっており 年齢層が高く60 65.1 65 69 81.1、 ～ 、 ～ 、

歳層で ％ 歳層で ％となっている また 女 なるほど高まっている 独立行政法人労働政策研究・研修機構64 22.5 65 69 52.9 （、 ～ 。 、

60 64 「 」 （ 22 ） ）性の雇用者に占めるフルタイム勤務以外の者の割合は 高年齢者の雇用・就業の実態に関する調査 平成 年、 ～

歳層で ％ 歳層で ％となっており 年齢層が高62.9 65 69 69.8、 ～ 、 。

くなるほど高まっている 独立行政法人労働政策研究・研修機（
60 」 （ ） ） 60 69構 「 代の雇用・生活調査 令和元年 なお。 、 ～

歳の高年齢者の仕事の内容を見ると 会社 団体などに雇「、 、

」 60 6われて仕事をしていた と答えた者の割合は 男性は、 、 ～

歳層で ％ 歳層で ％ 女性は 歳層で4 70.7 65 69 58.1 60 64、 ～ 、 、 ～

％ 歳層で ％となっており 商店 工場73.0 65 69 56.9 「、 ～ 、 、 、

農家などの自家営業 自営業主の場合をいいます や自由業（ ）

」 60 64 11.1であった と答えた者の割合は 男性は 歳層で、 、 ～

65 69 15.6 60 64 8.2 65％ 歳層で ％ 女性は 歳層で ％、 ～ 、 、 ～ 、 ～

歳層で ％となっている 独立行政法人労働政策研究・69 12.3 （

「60 ・ 」 （ ） ）研修機構 代の雇用 生活調査 令和元年 。

３ 高年齢者に係る雇用制度の状況 ３ 高年齢者に係る雇用制度の状況

⑴ 定年制及び継続雇用制度の動向 ⑴ 定年制及び継続雇用制度の動向

31 24 6 1 31 97令和元年６月１日現在 常用労働者が 人以上の企業のうち 平成 年 月 日現在 常用労働者が 人以上の企業のうち、 、

％が 歳までの令和２年改正前の法第９条第１項の規定に ％が年金支給開始年齢 平成 年現在 歳 までの改正前99.8 65 .3 （ 24 64 ）、

基づく高年齢者雇用確保措置 定年の引上げ 継続雇用制度 の法第９条第１項の規定に基づく高年齢者雇用確保措置 定年（ （ （、

現に雇用している高年齢者が希望するときは 当該高年齢者を の引上げ 継続雇用制度 現に雇用している高年齢者が希望す（、 、

その定年後も引き続いて雇用する制度をいう 以下同じ の るときは 当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制）。 。 、
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導入又は定年の定めの廃止をいう 以下この第１において同じ 度をいう 以下同じ の導入又は定年の定めの廃止をいう）。 。 。 。

を実施済みである そのうち 定年の定めの廃止の措置を 以下第１において同じ を実施済みである そのうち 定年） ）。 。 、 。 。 、

講じた企業の割合は ％ 定年の引上げの措置を講じた企業 の定めの廃止の措置を講じた企業の割合は ％ 定年の引上2.7 2.7、 、

の割合は ％ 継続雇用制度の導入の措置を講じた企業の割 げの措置を講じた企業の割合は ％ 継続雇用制度の導入の19.4 14.7、 、

合は ％となっている 継続雇用制度を導入した企業のうち 措置を講じた企業の割合は ％となっている 継続雇用制度77.9 82.5。 。

希望者全員を対象とする制度を導入した企業の割合は ％ を導入した企業のうち 希望者全員を対象とする制度を導入し73.0、 、

制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた企業の割合は た企業の割合は ％ 制度の対象となる高年齢者に係る基準42.8、 、

％となっている を定めた企業の割合は ％となっている27.0 57.2。 。

また 希望者全員が 歳以上まで働ける企業の割合は ％ また 希望者全員が 歳以上まで働ける企業の割合は ％65 78.8 65 48.8、 、

（ 「 」 （ （ 」 （ 24となっている 厚生労働省 高年齢者雇用状況報告 令和元 となっている 厚生労働省「高年齢者雇用状況報告 平成

年 代前半の継続雇用者の雇用形態については 年 定年到達前の労働者が継続雇用時に希望する働き方と） ） 60 60 64 ） ）。 、 ～ 。

歳層で正社員の者が ％ パ ト・アルバイトの者が ％ 実際の状況を比較すると 正社員を希望する者の割合が ％26.4 ー 34.6 44.2、 、

嘱託の者が ％ 契約社員の者が ％ 歳層で正 と最も多いが 実際には正社員となる または正社員の可能性18.2 13.6 65 69 （、 、 、 ～ 、

社員の者が ％ パ ト・アルバイトの者が ％ 嘱託の が高い 者の割合は ％ 嘱託・契約社員やパ ト・アルバ14.6 ー 49.0 ） 18.6 ー、 、 、

者が ％ 契約社員の者が ％ となっている 独立行政 イトとなる または嘱託・契約社員やパ ト・アルバイトとな11.1 15.6 （ （ ー、 、

法人労働政策研究・研修機構 代の雇用・生活調査 令和 る可能性が高い 者の割合は ％となっている また フル「60 」 （ ） 45.7 。 、

元年 タイムを希望する者の割合が ％であるのに対し フルタイ） ） 51.6。 、

ムとなる またはフルタイムとなる可能性が高い 者の割合は（ ）

33.2 （ 「％となっている 独立行政法人労働政策研究・研修機構

」 （ 22 ） ）高年齢者の雇用・就業の実態に関する調査 平成 年 。

また 高年齢者雇用確保措置を講じている企業で 勤務延長 また 高年齢者雇用確保措置を講じている企業で 継続雇用、 、 、 、

制度の雇用契約期間について１年とする企業の割合が ％ 時の雇用契約期間を年単位とする企業の割合は ％ １年を51.8 83.5、 、

１年を超える期間とする企業の割合は ％ 半年以上１年未 超える期間とする企業の割合は ％ 期間を定めない企業の9.2 6.0、 、

満とする企業の割合は ％ 半年未満とする企業の割合は 割合は ％となっている 独立行政法人労働政策研究・研修2.8 1.7 2.1 （、

34.5 「 」 （％ 期間を定めない企業が ％となっている また 再雇用 機構 高齢者継続雇用に向けた人事労務管理の現状と課題、 。 、

74.7 19 ） ）制度の雇用契約期間について１年とする企業の割合が ％ 平成 年、 。

１年を超える期間とする企業の割合は ％ 半年以上１年未8.2 、

4.2 1.8満とする企業の割合は ％ 半年未満とする企業の割合は、

11.1 （ 「％ 期間を定めない企業が ％となっている 厚生労働省、

」 （ 29 ） ）就労条件総合調査 平成 年 。
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⑵ 賃金の状況 ⑵ 賃金の状況

イ 賃金決定の要素 イ 賃金決定の要素

過去３年間に賃金制度の改定を行った企業 ％ では 過去３年間に賃金制度の改定を行った企業 ％ では（35.5 ） （46.3 ）

その改定内容 複数回答 として 職務・職種などの仕 その改定内容 複数回答 として 業績・成果に対応する（ ） 「 （ ） 「、 、 、

事の内容に対応する賃金部分の拡大 ％ 職務遂 賃金部分の拡大 ％ 職務・職種などの仕事の内」 （21.3 ） 「 」 （23.7 ） 「、 、

行能力に対応する賃金部分の拡大 ％ 業績・成 容に対応する賃金部分の拡大 ％ 職務遂行能力」 （18.5 ） 「 」 （23.3 ） 「、 、

果に対応する賃金部分の拡大 ％ を多く挙げている に対応する賃金部分の拡大 ％ を多く挙げている」 （16.1 ） 」 （22.1 ） 。

厚生労働省 就労条件総合調査 平成 年 また 業績評価制度を導入している企業の割合は ％と（ 「 」 （ 29 ） ） 45.6。 、 、

（ 「 」 （半分近くになっている 厚生労働省 就労条件総合調査

19 ） ）平成 年 。

ロ 転職者の賃金 ロ 転職者の賃金

転職時の賃金変動の状況をみると 減少となっている者の 転職時の賃金変動の状況をみると ％以上の減少となっ10、 、

割合は 一般に年齢が高いほど高くなる傾向にあり ％以 ている者の割合は 一般に年齢が高いほど高くなる傾向にあ10、 、 、

45 49 23.2 50 45 49 18.7 50 54 20.0 55 59 31.5上の減少となっている者の割合は 歳で ％ り 歳で ％ 歳で ％ 歳で、 ～ 、 ～ 、 ～ 、 ～ 、 ～

歳で ％ 歳で ％ 歳で ％となっ ％ 歳で ％となっている ただし 歳以上では54 20.1 55 59 37.6 60 64 65.1 60 64 55.2 65、 ～ 、 ～ 、 ～ 。 、

ている ただし 歳以上では ％となっており その割 ％となっており その割合は減少している 厚生労働省65 47.8 39.2 （。 、 、 、

（ 「 」 （ 「 」 （ 23 ） ）合は減少している 厚生労働省 雇用動向調査 令和元年 雇用動向調査 平成 年上半期 。

（ ） ） ）上半期 。

ハ 継続雇用時の賃金 ハ 継続雇用時の賃金

歳以降もそれまでに在籍した企業に継続して雇用される 継続雇用時の年収の見通しについては 年金等も含めて定60 、

フルタイムの労働者の 歳直前の賃金を とした場合の 年到達前の年収の 割となる者の割合が ％ 割と60 100 61 6 7 31.6 4 5～ 、 ～

歳の時点の賃金水準の指数については 企業内で平均的な賃 なる者の割合が ％となっている 独立行政法人労働政策27.6 （、

金水準の者が となっている 独立行政法人労働政策研 研究・研修機構 歳以降の継続雇用と職業生活に関する調78.7 （ 「60。

「 （ ） 」 （ 」 （ 20 ） ）究・研修機構 高齢者の雇用に関する調査 企業調査 査 平成 年 。

） ）令和元年 。

ニ 継続雇用時の賃金水準決定の要素 ニ 継続雇用時の賃金水準決定の要素

代前半の継続雇用者の賃金水準決定の際に考慮している 代前半の継続雇用者の賃金水準決定の際に考慮している60 60

（ ） 「60 」 （48.0 （ ） 「60 」 （41.1点 複数回答 をみると 歳到達時の賃金水準 点 複数回答 をみると 歳到達時の賃金水準、 、

％ 個人の知識 技能 技術 ％ 担当する ％ 高年齢雇用継続給付の受給状況 ％ 在） 「 」 （47.8 ） 「 ） 「 」 （25.0 ） 「、 、 、 、 、 、

職務の市場賃金・相場 ％ 業界他社の状況 職老齢年金の受給状況 ％ 担当する職務の市場」 （20.5 ） 「 」 （ 」 （22.2 ） 「、 、

％ 自社所在地域の最低賃金 ％ となって 賃金・相場 ％ 業界他社の状況 ％ と18.4 ） 「 」 （14.1 ） 」 （21.7 ） 「 」 （18.9 ）、 、
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いる 独立行政法人労働政策研究・研修機構 高齢者の雇用 なっている 独立行政法人労働政策研究・研修機構 高齢者（ 「 （ 「

（ ） 」 （ ） ） 」 （ 22 ） ）に関する調査 企業調査 令和元年 の雇用・採用に関する調査 平成 年。 。

４ 高年齢者の労働災害の状況 ４ 高年齢者の労働災害の状況

平成 年における労働災害の発生状況を休業４日以上の死傷者労働災害の発生状況を休業４日以上の死傷者数でみると 60 23、

％ 数でみると 歳以上の労働者の割合は ％ 歳以上の労働歳以上の労働者の割合は 平成 年 年 の から24 （2012 ） 21.0 50 44.4 60、 、 、 、

者の割合は ％となっている 厚生労働省 労働者死傷病報告令和元年 年 の ％に増加している 厚生労働省 労（2019 ） 26.8 （ 「 20.5 （ 「

」 （ 23 ） ）働者死傷病報告 」 ） 平成 年。 。

５ 高年齢者の就業意欲 ５ 高年齢者の就業意欲

歳以上の男女の就業意欲についてみると 現在就労している 歳以上の男女の就業意欲についてみると 歳くらいまで仕60 60 60、 、

歳以上の者のうち 歳くらいまで仕事をしたい者の割合が 事をしたい者の割合が ％ 歳くらいまで仕事をしたい者の60 70 21 9.7 65、 、

％ 歳くらいまで仕事をしたい者の割合が ％ 歳くら 割合が ％ 歳くらいまで仕事をしたい者の割合が ％.9 75 11.4 80 19.2 70 23.0、 、 、 、

いまで仕事をしたい者の割合が ％ 働けるうちはいつまでも 歳くらいまで仕事をしたい者の割合が ％ 歳以上まで仕4.4 75 8.9 76、 、

仕事をしたい者の割合が ％となっている 内閣府 高齢者の 事をしたい者の割合が ％ 働けるうちはいつまでも仕事をし42.0 （ 「 2.4 、

日常生活に関する意識調査 平成 年 たい者の割合が ％となっている 内閣府 高齢者の地域社会」 （ 26 ） ） 36.8 （ 「。

」 （ 20 ） ）への参加に関する意識調査 平成 年 。

第２ 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項 第２ 高年齢者の雇用の機会の増大の目標に関する事項

高年齢者の職業の安定その他の福祉の増進を図るとともに 少 高年齢者の職業の安定その他の福祉の増進を図るとともに 少、 、

子高齢化が進む中で経済社会の活力を維持するためには 年齢に 子高齢化が進む中で経済社会の活力を維持するためには 生涯現、 、

かかわりなく働ける企業の普及を図り 高年齢者の雇用の場の拡 役社会を実現することが必要である、 。

大に努めること等により 高年齢者の就業の機会を確保し 生涯、 、

現役社会を実現することが必要である。

また 平成 年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢 また 平成 年度から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢25 25、 、

が段階的に 歳へ引き上げられていることから 雇用と年金の確 が段階的に 歳へ引き上げられることから 雇用と年金の確実な65 65、 、

実な接続を図ることが重要である このため 高年齢者等の雇用 接続を図ることが重要である このため 高年齢者等の雇用の安。 、 。 、

の安定等に関する法律の一部を改正する法律 平成 年法律第 定等に関する法律の一部を改正する法律 平成 年法律第 号（ 24 78 （ 24 78 。

号 による改正後の法に基づき 希望者全員の 歳までの高年齢 以下 改正法 という に基づき 希望者全員の 歳までの高） 65 「 」 ） 65、 。 、

者雇用確保措置が全ての企業において講じられるよう取り組む 年齢者雇用確保措置が全ての企業において講じられるようにする。

加えて 人生 年時代を迎え 働く意欲がある高年齢者がそ とともに 年齢にかかわりなく働ける企業の普及を図り 高年齢100、 、 、 、
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の能力を十分に発揮できるよう 高年齢者の活躍の場を整備する 者の雇用の場の拡大に努める、 。

70ことも重要である このため 令和２年改正後の法に基づき。 、 、

歳までの高年齢者就業確保措置が適切に企業において講じられる

よう取り組む。

なお 高年齢者の雇用対策については その知識 経験等を活 なお 高年齢者の雇用対策については その知識 経験等を活、 、 、 、 、 、

かした安定した雇用の確保が基本となるが それが困難な場合に かした安定した雇用の確保が基本となるが それが困難な場合に、 、

あっては 在職中からの再就職支援等により 円滑に企業間の労 あっては 在職中からの再就職支援等により 円滑に企業間の労、 、 、 、

働移動を行うことができるよう また 有期契約労働者を含め離 働移動を行うことができるよう また 有期契約労働者を含め離、 、 、 、

職する労働者に対しては その早期再就職が可能となるよう再就 職する労働者に対しては その早期再就職が可能となるよう再就、 、

職促進対策の強化を図る 職促進対策の強化を図る。 。

また 高齢期には 個々の労働者の意欲 体力等個人差が拡大 また 高齢期には 個々の労働者の意欲 体力等個人差が拡大、 、 、 、 、 、

し その雇用・就業ニ ズも雇用就業形態 労働時間等において し その雇用・就業ニ ズも雇用就業形態 労働時間等においてー ー、 、 、 、

多様化することから このような多様なニ ズに対応した雇用・ 多様化することから このような多様なニ ズに対応した雇用・ー ー、 、

就業機会の確保を図る これらの施策により 成長戦略実行計画 就業機会の確保を図る これらの施策により 新成長戦略 平成（。 、 。 、

令和元年６月 日閣議決定 で示された 年までの目標であ 年 月 日閣議決定 で示された平成 年までの目標 同戦略（ 21 ） 2025 22 6 18 ） 32 （

る 歳の就業率を ％以上とすることを目指す において 平成 年度までの平均で 名目 ％ 実質 ％を上回65 69 51.6 「 32 3 2～ 。 、 、 、

る成長 等としていることを前提 である 歳の就業率を」 ） 60 64。 ～

％とすることを目指すとともに 同年までに 歳の就業率63 65 69、 ～

を ％とすることを目指す40 。

第３ 事業主が行う き諸条件の整備等に関して指針となる き事 第３ 事業主が行う き諸条件の整備等に関して指針となる き事べ べ べ べ

項 項

１ 事業主が行う き諸条件の整備に関する指針 １ 事業主が行う き諸条件の整備に関する指針べ べ

事業主は 高年齢者が年齢にかかわりなく その意欲及び能力 事業主は 高年齢者が年齢にかかわりなく その意欲及び能力、 、 、 、

に応じて働き続けることができる社会の実現に向けて企業が果た に応じて働き続けることができる社会の実現に向けて企業が果た

す き役割を自覚しつつ 労働者の年齢構成の高齢化や年金制度 す き役割を自覚しつつ 労働者の年齢構成の高齢化や年金制度べ べ、 、

の状況等も踏まえ 労使間で十分な協議を行いつつ、高年齢者の の状況等も踏まえ 労使間で十分な協議を行いつつ 高年齢者の、 、 、

意欲及び能力に応じた雇用機会の確保等のために次の⑴から⑺ま 意欲及び能力に応じた雇用機会の確保等のために次の⑴から⑺ま

での諸条件の整備に努めるものとする での諸条件の整備に努めるものとする。 。

⑴ 募集 採用に係る年齢制限の禁止 ⑴ 募集 採用に係る年齢制限の禁止・ ・
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労働者の募集 採用に当たっては 労働者の一人ひとりに 労働者の募集 採用に当たっては 労働者の一人ひとりに・ 、 、 ・ 、 、

より均等な働く機会が与えられるよう 労働施策の総合的な推 より均等な働く機会が与えられるよう 労働施策の総合的な推、 、

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法 進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律 昭和 年法律第 号 において 募集 採用における年齢 律 昭和 年法律第 号 において 募集 採用における年齢（ 41 132 ） （ 41 132 ）・ ・、 、

制限が禁止されているが 高年齢者の雇用の促進を目的として 制限が禁止されているが 高年齢者の雇用の促進を目的として、 、

歳以上の高年齢者を募集 採用することは認められている 歳以上の高年齢者を募集 採用することは認められている60 60、 ・ 、 ・

。 。

なお 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及 なお 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及、 、

び職業生活の充実等に関する法律施行規則 昭和 年労働省令 び職業生活の充実等に関する法律施行規則 昭和 年労働省令（ 41 （ 41

第 号 第１条の３第１項各号に該当する場合であって 上限 第 号 第１条の３第１項各号に該当する場合であって 上限23 ） 23 ）、 、

年齢を設定するときには 法第 条第１項の規定に基づき 求 年齢を設定するときには 法第 条に基づき 求職者に対して20 20、 、 、 、

の理由を明示する職者に対してその理由を明示する そ。 。

⑵ 職業能力の開発及び向上 ⑵ 職業能力の開発及び向上

高年齢者の有する知識 経験等を活用できる効果的な職業能 高年齢者の有する知識 経験等を活用できる効果的な職業能、 、

力開発を推進するため 必要な職業訓練を実施する その際に 力開発を推進するため 必要な職業訓練を実施する その際に、 。 、 。

は 公共職業能力開発施設・民間教育訓練機関において実施さ は 公共職業能力開発施設・民間教育訓練機関において実施さ、 、

れる職業訓練も積極的に活用する れる職業訓練も積極的に活用する。 。

⑶ 作業施設の改善 ⑶ 作業施設の改善

作業補助具の導入を含めた機械設備の改善 作業の平易化等 作業補助具の導入を含めた機械設備の改善 作業の平易化等、 、

作業方法の改善 照明その他の作業環境の改善並びに福利厚生 作業方法の改善 照明その他の作業環境の改善 福利厚生施設、 、 、

施設の導入及び改善を通じ 身体的機能の低下等に配慮するこ の導入・改善を通じ 身体的機能の低下等に配慮することによ、 、

とにより 体力等が低下した高年齢者が職場から排除されるこ り 体力等が低下した高年齢者が職場から排除されることを防、 、

とを防ぎ その職業能力を十分発揮できるように努める ぎ その職業能力を十分発揮できるように努める、 。 、 。

その際には 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 その際には 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、 、

以下 機構 という が有する高年齢者のための作業施設 以下 機構 という が有する高年齢者のための作業施設（ 「 」 ） （ 「 」 ）。 。

の改善等に関する情報等の積極的な活用を図る の改善等に関する情報等の積極的な活用を図る。 。

⑷ 高年齢者の職域の拡大 ⑷ 高年齢者の職域の拡大

企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再 企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再
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設計を行うこと等により 身体的機能の低下等の影響が少なく 設計を行うこと等により 身体的機能の低下等の影響が少なく、 、

高年齢者の知識 経験、能力等が十分に活用できる職域の拡 高年齢者の能力 知識 経験等が十分に活用できる職域の拡、 、 、 、 、

大に努める 大に努める。 。

また 合理的な理由がないにもかかわらず 年齢のみによっ また 合理的な理由がないにもかかわらず 年齢のみによっ、 、 、 、

て高年齢者を職場から排除することのないようにする て高年齢者を職場から排除することのないようにする。 。

⑸ 高年齢者の知識 経験等を活用できる配置 処遇の推進 ⑸ 高年齢者の知識 経験等を活用できる配置 処遇の推進、 、 、 、

高年齢者について その意欲及び能力に応じた雇用機会を確 高年齢者について その意欲及び能力に応じた雇用機会を確、 、

保するため 職業能力を評価する仕組みや資格制度 専門職制 保するため 職業能力を評価する仕組みや資格制度 専門職制、 、 、 、

度等の整備を行うことにより その知識 経験等を活用するこ 度等の整備を行うことにより その知識 経験等を活用するこ、 、 、 、

とのできる配置 処遇を推進する とのできる配置 処遇を推進する、 。 、 。

⑹ 勤務時間制度の弾力化 ⑹ 勤務時間制度の弾力化

高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応する 高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応する

ため 短時間勤務 隔日勤務 フレックスタイム制等を活用し ため 短時間勤務 隔日勤務 フレックスタイム制等を活用し、 、 、 、 、 、

た勤務時間制度の弾力化を図る た勤務時間制度の弾力化を図る。 。

⑺ 事業主の共同の取組の推進 ⑺ 事業主の共同の取組の推進

高年齢者の雇用機会の開発を効率的に進めるため 同一産業 高年齢者の雇用機会の開発を効率的に進めるため 同一産業、 、

や同一地域の事業主が 高年齢者の雇用に関する様々な経験を や同一地域の事業主が 高年齢者の雇用に関する様々な経験を、 、

共有しつつ 労働者の職業能力開発の支援 職業能力を評価す 共有しつつ 労働者の職業能力開発の支援 職業能力を評価す、 、 、 、

る仕組みの整備 雇用管理の改善等についての共同の取組を推 る仕組みの整備 雇用管理の改善等についての共同の取組を推、 、

進する 進する。 。

２ 再就職の援助等に関する指針 ２ 再就職の援助等に関する指針

事業主は 解雇等により離職することとなっている高年齢者が 事業主は 解雇等により離職することとなっている高年齢者が、 、

再就職を希望するときは 当該高年齢者が可能な限り早期に再就 再就職を希望するときは 当該高年齢者が可能な限り早期に再就、 、

職することができるよう 当該高年齢者の在職中の求職活動や職 職することができるよう 当該高年齢者の在職中の求職活動や職、 、

業能力開発について 主体的な意思に基づき次の⑴から⑷までの 業能力開発について 主体的な意思に基づき次の⑴から⑸までの、 、

事項に留意して積極的に支援すること等により 再就職の援助に 事項に留意して積極的に支援すること等により 再就職の援助に、 、

努めるものとする 努めるものとする。 。
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削除 ⑴ 再就職援助等の対象者（ ）

再就職の援助の対象となる高年齢者は 離職日において 歳45、

以上 歳未満の者であって 解雇 自己の責めに帰すべき理由65 （、

によるものを除く 又は改正法附則第３項の規定によりなお）。

その効力を有することとされる改正法による改正前の法第 条9

第２項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め

た場合における 当該基準に該当しなかったことその他事業主、

の都合により離職する者をいう。

⑴ 再就職の援助等に関する措置の内容 ⑵ 再就職の援助等に関する措置の内容

再就職の援助等の対象となる高年齢者 以下 離職予定高年 ⑴に該当する高年齢者 以下 離職予定高年齢者 という（ 「 （ 「 」 。

齢者 という に対しては その有する職業能力や当該離職 に対しては その有する職業能力や離職予定高年齢者から聴」 ） ）。 、 、

予定高年齢者から聴取した再就職に関する希望等を踏まえ 例 取した再就職に関する希望等を踏まえ 例えば 次の①から⑤、 、 、

えば 次のイからホまでの援助を必要に応じて行うよう努める までの援助を必要に応じて行うよう努める、 。

。

イ 教育訓練の受講 資格試験の受験等求職活動のための休暇 ① 教育訓練の受講 資格試験の受験等求職活動のための休暇、 、

の付与 の付与

ロ イの休暇日についての賃金の支給 教育訓練等の実費相当 ② ①の休暇日についての賃金の支給 教育訓練等の実費相当、 、

額の支給等在職中の求職活動に対する経済的な支援 額の支給等在職中の求職活動に対する経済的な支援

ハ 求人の開拓 求人情報の収集・提供 関連企業等への再就 ③ 求人の開拓 求人情報の収集・提供 関連企業等への再就、 、 、 、

職のあっせん 職のあっせん

ニ 再就職に資する教育訓練 カウンセリング等の実施 受講 ④ 再就職に資する教育訓練 カウンセリング等の実施 受講、 、 、 、

等のあっせん 等のあっせん

ホ 事業主間で連携した再就職の支援体制の整備 ⑤ 事業主間で連携した再就職の支援体制の整備

⑵ 求職活動支援書の作成等 ⑶ 求職活動支援書の作成等

離職予定高年齢者については 求職活動支援書の交付希望の 離職予定高年齢者については 求職活動支援書の交付希望の、 、

有無を確認し 当該離職予定高年齢者が希望するときは その 有無を確認し 当該離職予定高年齢者が希望するときは 当該、 、 、 、

能力 希望等に十分配慮して 求職活動支援書を速やかに作成 者の能力 希望等に十分配慮して 求職活動支援書を速やかに、 、 、 、

・交付する 交付が義務付けられていない定年退職者等の離職 作成・交付する 交付が義務付けられていない定年退職者等の。 。
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予定高年齢者についても 当該離職予定高年齢者が希望すると 離職予定者についても 当該離職予定者が希望するときは 求、 、 、

きは 求職活動支援書を作成・交付するよう努める 職活動支援書を作成・交付するよう努める、 。 。

求職活動支援書を作成するときは あらかじめ再就職援助に 求職活動支援書を作成するときは あらかじめ再就職援助に、 、

係る基本的事項について 労働者の過半数で組織する労働組合 係る基本的事項について 労働者の過半数で組織する労働組合、 、

がある場合においてはその労働組合 労働者の過半数で組織す がある場合においてはその労働組合 労働者の過半数で組織す、 、

る労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者 る労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者

と十分な協議を行うとともに 求職活動支援書の交付希望者本 と十分な協議を行うとともに 求職活動支援書の交付希望者本、 、

人から再就職及び在職中の求職活動に関する希望を十分聴取す 人から再就職及び在職中の求職活動に関する希望を十分聴取す

る る。 。

なお 求職活動支援書を作成する際には 当該交付希望者が なお 求職活動支援書を作成する際には 交付希望者が有す、 、 、 、

有する豊富な職業キャリアを記載することができるジョブ・カ る豊富な職業キャリアを記載することができるジョブ・カ ドー

ド 職業能力開発促進法 昭和 年法律第 号 第 条の４ 職業能力開発促進法 昭和 年法律第 号 第 条の４第１ー （ （ 44 64 ） 15 （ （ 44 64 ） 15

第１項に規定する職務経歴等記録書をいう の様式を積極的 項に規定する職務経歴等記録書をいう の様式を積極的に活） ）。 。

に活用する 用する。 。

⑶ 公共職業安定所等による支援の積極的な活用等 ⑷ 公共職業安定所等による支援の積極的な活用等

求職活動支援書の作成その他の再就職援助等の措置を講ずる 求職活動支援書の作成その他の再就職援助等の措置を講ずる

に当たっては 必要に応じ 公共職業安定所等に対し 情報提 に当たっては 必要に応じ 公共職業安定所等に対し 情報提、 、 、 、 、 、

供その他の助言・援助を求めるとともに 公共職業安定所が在 供その他の助言・援助を求めるとともに 公共職業安定所が在、 、

職中の求職者に対して実施する職業相談や 地域における関係 職中の求職者に対して実施する職業相談や 地域における関係、 、

機関との連携の下で事業主団体等が行う再就職援助のための事 機関との連携の下で事業主団体等が行う再就職援助のための事

業を積極的に活用する 業を積極的に活用する。 。

また 公共職業安定所の求めに応じ 離職予定高年齢者の再 また 公共職業安定所の求めに応じ 当該離職予定高年齢者、 、 、 、

就職支援に資する情報の提供を行う等公共職業安定所との連携 の再就職支援に資する情報の提供を行う等公共職業安定所との

及び協力に努める 連携 協力に努める。 、 。

⑷ 助成制度の有効な活用 ⑸ 助成制度の有効な活用

求職活動支援書の作成・交付を行うことにより 離職予定高 求職活動支援書の作成及び交付を行うことにより 離職予定、 、

年齢者の再就職援助を行う事業主等に対する雇用保険制度に基 高年齢者の再就職援助を行う事業主等に対する雇用保険制度に

づく助成制度の有効な活用を図る 基づく助成制度の有効な活用を図る。 。
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３ 職業生活の設計の援助に関する指針 ３ 職業生活の設計の援助に関する指針

事業主は その雇用する労働者が 様々な変化に対応しつつキ 事業主は その雇用する労働者が 様々な変化に対応しつつキ、 、 、 、

ャリア形成を行い 高齢期に至るまで職業生活の充実を図ること ャリア形成を行い 高齢期に至るまで職業生活の充実を図ること、 、

ができるよう 次の⑴及び⑵の事項の実施を通じて その高齢期 ができるよう 次の⑴及び⑵の事項の実施を通じて その高齢期、 、 、 、

における職業生活の設計について効果的な援助を行うよう努める における職業生活の設計について効果的な援助を行うよう努める

ものとする ものとする。 。

この場合において 労働者が就業生活の早い段階から将来の職 この場合において 労働者が就業生活の早い段階から将来の職、 、

業生活を考えることができるよう 情報の提供等に努める 業生活を考えることができるよう 情報の提供等に努める、 。 、 。

⑴ 職業生活の設計に必要な情報の提供 相談等 ⑴ 職業生活の設計に必要な情報の提供 相談等、 、

職業生活の設計に関し必要な情報の提供を行うとともに 職 職業生活の設計に関し必要な情報の提供を行うとともに 職、 、

業能力開発等に関するきめ細かな相談を行い 労働者自身の主 業能力開発等に関するきめ細かな相談を行い 当該労働者自身、 、

体的な判断及び選択によるキャリア設計を含めた職業生活の設 の主体的な判断 選択によるキャリア設計を含めた職業生活の、

計が可能となるよう配慮する 設計が可能となるよう配慮する。 。

また 労働者が職業生活の設計のために企業の外部における また 労働者が職業生活の設計のために企業の外部における、 、

講習の受講その他の活動を行う場合に 勤務時間等について必 講習の受講その他の活動を行う場合に 勤務時間等について必、 、

要な配慮を行う 要な配慮を行う。 。

⑵ 職業生活設計を踏まえたキャリア形成の支援 ⑵ 職業生活設計を踏まえたキャリア形成の支援

労働者の職業生活設計の内容を必要に応じ把握しつつ 職業 労働者の職業生活設計の内容を必要に応じ把握しつつ 職業、 、

能力開発に対する援助を行う等により 当該労働者の希望や適 能力開発に対する援助を行う等により 当該労働者の希望や適、 、

性に応じたキャリア形成の支援を行う 性に応じたキャリア形成の支援を行う。 。

第４ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事 第４ 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事

項 項

１ 高年齢者雇用確保措置等 １ 高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るための施策の基本と（法第９条第１項に規定する高年齢

なるべき事項者雇用確保措置及び法第 条の２第４項に規定する高年齢者就10

の円滑な実施を図るための施策 国は 高年齢者雇用確保措置が各企業の労使間での十分な協議業確保措置をいう 以下同じ ）。 、

の基本となるべき事項 の下に適切かつ有効に実施されるよう 次の⑴から⑷までの事項、

国は 高年齢者雇用確保措置等が各企業の労使間での十分な協 に重点をおいて施策を展開する、 。
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議の下に適切かつ有効に実施されるよう 次の⑴から⑸までの事、

項に重点をおいて施策を展開する。

⑴ 高年齢者雇用確保措置等の実施及び運用に関する指針の周知 ⑴ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の周知徹

徹底 底

歳未満定年の定めのある企業において 歳までの高年齢 歳未満定年の定めのある企業において 歳までの高年齢65 65 65 65、 、

者雇用確保措置の速やかな実施 希望者全員の 歳までの安定 者雇用確保措置の速やかな実施 希望者全員の 歳までの安定65 65、 、

した雇用の確保に関する自主的かつ計画的な取組が促進される した雇用の確保に関する自主的かつ計画的な取組が促進される

よう 法第９条第３項の規定に基づく高年齢者雇用確保措置の よう 法第６条第３項に基づく高年齢者雇用確保措置の実施及、 、

実施及び運用に関する指針 平成 年厚生労働省告示第 号 び運用に関する指針 平成 年厚生労働省告示第 号 の内（ 24 560 （ 24 560 ）

の内容について その周知徹底を図る 容について その周知徹底を図る） 、 。 、 。

また 歳未満定年の定めのある企業又は 歳未満を上限年齢70 70

とする継続雇用制度を導入している企業において 歳までの70、

高年齢者就業確保措置の実施に向けた自主的かつ計画的な取組

が促進されるよう 法第 条の２第４項の規定に基づく高年齢10、

者就業確保措置の実施及び運用に関する指針 令和２年厚生労（

働省告示第 号 の内容について その周知徹底を図る） 、 。

⑵ 高年齢者雇用確保措置等に係る指導等 ⑵ 高年齢者雇用確保措置に係る指導等

都道府県労働局及び公共職業安定所においては 全ての企業 都道府県労働局及び公共職業安定所においては 全ての企業、 、

において高年齢者雇用確保措置が講じられるよう 周知の徹底 において高年齢者雇用確保措置が講じられるよう 周知の徹底、 、

や企業の実情に応じた指導等に積極的に取り組む や企業の実情に応じた指導等に積極的に取り組む。 。

その際 特に 企業の労使間で合意され 実施又は計画され その際 特に 企業の労使間で合意され 実施又は計画され、 、 、 、 、 、

ている高年齢者雇用確保措置に関する好事例その他の情報の収 ている高年齢者雇用確保措置に関する好事例その他の情報の収

集及びその効果的な提供に努める 集及びその効果的な提供に努める。 。

また 高年齢者雇用確保措置の実施に係る指導を繰り返し行 また 高年齢者雇用確保措置の実施に係る指導を繰り返し行、 、

ったにもかかわらず何ら具体的な取組を行わない企業には勧告 ったにもかかわらず何ら具体的な取組を行わない企業には勧告

書を発出し 勧告に従わない場合には企業名の公表を行い 各 書を発出し 勧告に従わない場合には企業名の公表を行い 各、 、 、 、

種法令等に基づき 公共職業安定所での求人の不受理・紹介保 種法令等に基づき 公共職業安定所での求人の不受理・紹介保、 、

留 助成金の不支給等の措置を講じる 留 助成金の不支給等の措置を講じる、 。 、 。

高年齢者就業確保措置は 令和２年改正により新たに設けら、
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れた努力義務であり また 高年齢者雇用確保措置とは異なる、 、

創業支援等措置を新たな選択肢として規定していることから、

まずは 制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指、

導を行うとともに 企業の労使間で合意され 実施又は計画さ、 、

れている高年齢者就業確保措置に関する好事例その他の情報の

収集及びその効果的な提供に努める また 雇用時における業。 、

務と 内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して、

行わせるなど 令和２年改正の趣旨に反する措置を講ずる事業、

主に対しては 措置の改善等のための指導等を行う、 。

⑶ 継続雇用される高年齢者の待遇の確保

継続雇用により定年後も働く高年齢者について 短時間労働、

者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 平成（

５年法律第 号 に基づき 雇用形態にかかわらない公正な待76 ） 、

遇の確保が図られるよう 事業主への支援や指導を適切に行う、

。

また 高年齢者のモチベ ションや納得性に配慮した 能力ー、 、

及び成果を重視する評価・報酬体系の構築を進める事業主等に

対する助成や相談・援助等を適切に行う。

さらに 雇用保険法等の一部を改正する法律 令和２年法律(、

第 号 により 令和７年度から新たに 歳となる高年齢労働14 ) 60、

者への高年齢雇用継続給付が縮小されることについて 事業主、

を含めた周知を十分な時間的余裕をもって行う 高年齢雇用継。

続給付の見直しに当たって 雇用形態にかかわらない公正な待、

遇の確保を推進する等の観点から 高年齢労働者の処遇の改善、

に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに 同、

給付の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講じて

いくことについて 検討を進める、 。

⑷ 高年齢者雇用アドバイザ との密接な連携 ⑶ 高年齢者雇用アドバイザ との密接な連携ー ー

企業が高年齢者雇用確保措置等のいずれかを講ずるに当たり 企業が高年齢者雇用確保措置のいずれかを講ずるに当たり高
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高年齢者の職業能力の開発及び向上 作業施設の改善 職務の 年齢者の職業能力の開発及び向上 作業施設の改善 職務の再、 、 、 、

再設計や賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において 設計や賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において 機、 、

機構に配置されている高年齢者雇用アドバイザ が専門的・技 構に配置されている高年齢者雇用アドバイザ が専門的・技術ー ー

術的支援を有効に行うことができるよう 公共職業安定所は 的支援を有効に行えるよう 公共職業安定所は 適切な役割分、 、 、 、

適切な役割分担の下で 機構と密接な連携を図る 担の下で 機構と密接な連携を図る、 。 、 。

⑸ 助成制度の有効な活用等 ⑷ 助成制度の有効な活用等

高年齢者の雇用の機会の増大に資する措置や高年齢者就業確 高年齢者の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主等

保措置を講ずる事業主等に対する助成制度の有効な活用を図る に対する助成制度の有効な活用を図るとともに 必要に応じて、

とともに 必要に応じて 当該助成制度について必要な見直し 当該助成制度について必要な見直しを行う、 、 、 。

を行う。

２ 高年齢者の再就職の促進のための施策の基本となるべき事項 ２ 高年齢者の再就職の促進のための施策の基本となるべき事項

⑴ 再就職の援助等に関する指針の周知徹底 ⑴ 再就職の援助等に関する指針の周知徹底

企業において 離職予定高年齢者に対する在職中の求職活動 企業において 離職予定高年齢者に対する在職中の求職活動、 、

の援助等に関する自主的な取組が促進されるよう 第３の の の援助等に関する自主的な取組が促進されるよう 第３の２の2、 、

内容について その周知徹底を図る 内容について その周知徹底を図る、 。 、 。

⑵ 公共職業安定所による求職活動支援書に係る助言・指導 ⑵ 公共職業安定所による求職活動支援書に係る助言・指導

離職予定高年齢者については 法により事業主に義務付けら 離職予定高年齢者については 法により事業主に義務付けら、 、

れている高年齢者雇用状況等報告や多数離職届 事業主からの れている高年齢者雇用状況報告や多数離職届 事業主からの雇、 、

雇用調整の実施に関する相談や本人からの再就職に関する相談 用調整の実施に関する相談や本人からの再就職に関する相談等

等を通じてその把握に努め また 離職予定高年齢者が希望し を通じてその把握に努め また 離職予定高年齢者が希望した、 、 、 、

た場合には求職活動支援書の交付が事業主に義務付けられてい 場合には求職活動支援書の交付が事業主に義務付けられている

ることについての十分な周知徹底を図る ことについての十分な周知徹底を図る。 。

さらに 求職活動支援書の交付が義務付けられていない定年 さらに 交付が義務付けられていない定年退職等の離職予定、 、

退職等の離職予定者についても 求職活動支援書の自主的な作 者についても 求職活動支援書の自主的な作成及び交付並びに、 、

成・交付及びこれに基づく計画的な求職者支援を実施するよう これに基づく計画的な求職者支援を実施するよう事業主に対し

事業主に対して啓発を行う て啓発を行う。 。

なお 離職予定高年齢者の的確な把握に資するため各事業所 なお 離職予定高年齢者の的確な把握に資するため各事業所、 、

における定年制の状況や解雇等の実施に係る事前把握の強化を における定年制の状況や解雇等の実施に係る事前把握の強化を
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図るほか 法において高年齢者雇用状況等報告や多数離職届の 図るほか 法において高年齢者雇用状況報告や多数離職届の提、 、

提出が事業主に義務付けられていることについての十分な周知 出が事業主に義務付けられていることについての十分な周知徹

徹底を図る 底を図る。 。

⑶ 助成制度の有効な活用等 ⑶ 助成制度の有効な活用等

在職中の求職活動を支援する事業主に対する助成制度の有効 在職中の求職活動を支援する事業主に対する助成制度の有効

な活用を図るとともに 高年齢者の円滑な労働移動の支援を図 な活用を図るとともに 高年齢者の円滑な労働移動の支援を図、 、

る また 高年齢者の雇用等の実情を踏まえた当該助成制度の る また 高年齢者の雇用の実情を踏まえた当該助成制度の必。 、 。 、

必要な見直しに努める 要な見直しに努める。 。

⑷ 公共職業安定所による再就職支援 ⑷ 公共職業安定所による再就職支援

公共職業安定所において 求職活動支援書の提示を受けたと 公共職業安定所において 求職活動支援書の提示を受けたと、 、

きは その記載内容を十分参酌しつつ 可能な限り早期に再就 きは その記載内容を十分参酌しつつ 可能な限り早期に再就、 、 、 、

職することができるよう 職務経歴書の作成支援等 的確な職 職することができるよう 職務経歴書の作成支援等 的確な職、 、 、 、

業指導・職業紹介及び個別求人開拓を実施する 業指導・職業紹介及び個別求人開拓を実施する。 。

「 」また 全国の主要な公共職業安定所に 生涯現役支援窓口、

を設置し 特に 歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再65、

設計に係る支援や支援チ ムによる就労支援を重点的に実施すー

る。

加えて 在職中に再就職先が決定せず失業するに至った高年 また 在職中に再就職先が決定せず失業するに至った高年齢、 、

齢者については その原因の的確な把握に努めつつ 必要に応 者については その原因について的確な把握に努めつつ 必要、 、 、 、

じて職業生活の再設計に係る支援や担当者制による就労支援を に応じて職業生活の再設計に係る支援や担当者制による就労支

行う等 効果的かつ効率的な職業指導・職業紹介を実施し 早 援を行うなど 効果的かつ効率的な職業指導・職業紹介を実施、 、 、

期の再就職の促進に努める し 早期の再就職の促進に努める。 、 。

特に 有期契約労働者であった離職者については 離職・転 特に 有期契約労働者であった離職者については 離職・転、 、 、 、

職が繰り返されるおそれがあることから 公共職業安定所にお 職が繰り返されるおそれがあることから 公共職業安定所にお、 、

けるマッチング支援 担当者制によるきめ細かな支援等の活用 けるマッチング支援 担当者制によるきめ細かな支援等の活用、 、

により 早期の再就職の促進に努める により 早期の再就職の促進に努める、 。 、 。

さらに 事業主に対して 機構と連携し 求職活動支援書の さらに 事業主に対して 機構と連携し 求職活動支援書の、 、 、 、 、 、

作成等に必要な情報提供等を行う 作成等に必要な情報提供等を行う。 。
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⑸ 募集・採用に係る年齢制限の禁止に関する指導 啓発等 ⑸ 募集・採用に係る年齢制限の禁止に関する指導 啓発等、 、

高年齢者の早期再就職を図るため 積極的な求人開拓を行う 高年齢者の早期再就職を図るため 積極的な求人開拓を行う、 、

また 高年齢者に対する求人の増加を図り 年齢に係る労働 また 高年齢者に対する求人の増加を図り 年齢に係る労働。 、 、 。 、 、

力需給のミスマッチを緩和するため 募集・採用に係る年齢制 力需給のミスマッチを緩和するため 募集・採用に係る年齢制、 、

限の禁止について 民間の職業紹介事業者の協力も得つつ 指 限の禁止について 民間の職業紹介事業者の協力も得つつ 指、 、 、 、

導・啓発を行うとともに 労働者の募集・採用に当たって上限 導・啓発を行うとともに 労働者の募集・採用に当たって上限、 、

年齢を設定する事業主がその理由を求職者に提示しないときや 年齢を設定する事業主がその理由を求職者に提示しないときや

当該理由の内容に関し必要があると認めるときには 事業主に 当該理由の内容に関し必要があると認めるときには 事業主に、 、

対して報告を求め 助言・指導・勧告を行う 対して報告を求め 助言・指導・勧告を行う、 。 、 。

３ その他高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべ ３ その他高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべ

き事項 き事項

⑴ 生涯現役社会の実現に向けた取組 ⑴ 生涯現役社会の実現に向けた取組

生涯現役社会の実現を目指すため 高齢期を見据えた職業能 生涯現役社会の実現を目指すため 高齢期を見据えた職業能、 、

力開発や健康管理について 労働者自身の意識の改善と取組や 力開発や健康管理について 労働者自身の意識と取組や企業の、 、

企業の取組への支援を行うほか 多様な就業ニ ズに対応した 取組への支援を行うほか 多様な就業ニ ズに対応した雇用・ー ー、 、

雇用・就業機会の確保等の環境整備を図る 就業機会の確保等の環境整備を図る。 。

また 生涯現役社会の実現に向けて 国民各層の意見を幅広 また 生涯現役社会の実現に向けて 国民各層の意見を幅広、 、 、 、

く聴きながら 当該社会の在り方やそのための条件整備につい く聴きながら 当該社会の在り方やそのための条件整備につい、 、

て検討するなど 社会的な気運の醸成を図る て検討するなど社会的な気運の醸成を図る、 。 。

このため 都道府県労働局及び公共職業安定所においては このため 都道府県労働局及び公共職業安定所においては、 、 、 、

機構その他の関係団体と密接な連携を図りつつ 各企業の実情 機構その他の関係団体と密接な連携を図りつつ 各企業の実情、 、

に応じて 定年の引上げ 継続雇用制度の導入 定年の定めの に応じて 定年の引上げ 継続雇用制度の導入 定年の定めの、 、 、 、 、 、

廃止等によって 年齢にかかわりなく雇用機会が確保されるよ 廃止等によって 年齢にかかわりなく雇用機会が確保されるよ、 、

う周知するなど必要な支援に積極的に取り組む う周知するなど必要な支援に積極的に取り組む。 。

また 機構その他の関係団体においては 年齢にかかわりな また 機構その他の関係団体においては 年齢にかかわりな、 、 、 、

く働ける企業の普及及び促進を図るため 都道府県労働局等と く働ける企業の普及及び促進を図るため 都道府県労働局等と、 、

の連携を図りつつ 事業主のほか国民各層への啓発などの必要 の連携を図りつつ 事業主のほか国民各層への啓発などの必要、 、

な取組を進める な取組を進める。 。

⑵ 高齢期の職業生活設計の援助 ⑵ 高齢期の職業生活設計の援助
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労働者が 早い段階から自らのキャリア設計を含めた職業生 労働者が 早い段階から自らのキャリア設計を含めた職業生、 、

活の設計を行い 高齢期において 多様な働き方の中から自ら 活の設計を行い 高齢期において 多様な働き方の中から自ら、 、 、 、

の希望と能力に応じた働き方を選択し 実現できるようにする の希望と能力に応じた働き方を選択し 実現できるようにする、 、

ことが重要である このため 公共職業安定所等が行う高齢期 ことが重要である このため 公共職業安定所等が行う高齢期。 、 。 、

における職業生活の設計や再就職のためのキャリアの棚卸しに における職業生活の設計や再就職のためのキャリアの棚卸しに

係る相談・援助等の利用を勧奨するとともに 事業主がその雇 係る相談・援助等の利用を勧奨するとともに 事業主がその雇、 、

用する労働者に対して 高齢期における職業生活の設計につい 用する労働者に対して 高齢期における職業生活の設計につい、 、

て効果的な援助を行うよう 第３の３の趣旨の周知徹底等によ て効果的な援助を行うよう 第３の３の趣旨の周知徹底等によ、 、

り啓発及び指導に努める り啓発 指導に努める。 、 。

また 個々の労働者がそのキャリア設計に沿った職業能力開 また 個々の労働者がそのキャリア設計に沿った職業能力開、 、

発を推進できるよう 相談援助体制の整備に努める 発を推進できるよう 相談援助体制の整備に努める、 。 、 。

⑶ 各企業における多様な職業能力開発の機会の確保 ⑶ 各企業における多様な職業能力開発の機会の確保

労働者が高齢期においても急激な経済社会の変化に的確かつ 労働者が高齢期においても急激な経済社会の変化に的確かつ

柔軟に対応できるよう 教育訓練の実施 教育訓練休暇の付与 柔軟に対応できるよう 教育訓練の実施 長期教育訓練休暇の、 、 、 、

等を行う事業主に対して必要な援助を行い 各企業における労 付与等を行う事業主に対して必要な援助を行い 各企業におけ、 、

働者の希望 適性等を考慮した職業能力開発の機会を確保する る労働者の希望 適性等を考慮した職業能力開発の機会を確保、 、

する。 。

⑷ 職業能力の適正な評価等の促進 ⑷ 職業能力の適正な評価等の促進

高年齢者の職業能力が適正に評価され 当該評価に基づく適 高年齢者の職業能力が適正に評価され 当該評価に基づく適、 、

正な処遇が行われることを促進するため 各企業における職業 正な処遇が行われることを促進するため 各企業における職業、 、

能力を評価する仕組みの整備に関し 必要な情報の収集 整理 能力を評価する仕組みの整備に関し 必要な情報の収集 整理、 、 、 、

及び提供に努める また 技能検定制度等労働者の職業能力の 提供に努める また 技能検定制度等労働者の職業能力の公。 、 、 。 、

公正な評価に資する制度の整備を図る 正な評価に資する制度の整備を図る。 。

⑸ 教育訓練給付制度の周知徹底及び有効な活用 ⑸ 教育訓練給付制度等の周知徹底及び有効な活用

高年齢者の主体的な職業能力開発を支援するため 雇用保険 高年齢者の主体的な職業能力開発を支援するため 雇用保険、 、

制度に基づく教育訓練給付制度の周知徹底及びその有効な活用 制度に基づく教育訓練給付制度の周知徹底及びその有効な活用

を図る を図る。 。

また 高年齢者の雇用の継続を促進するため 雇用保険制度、 、
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に基づく高年齢雇用継続給付制度の周知徹底及びその有効な活

用を図る。

⑹ 労働時間対策の推進 ⑹ 労働時間対策の推進

高年齢者の雇用機会の確保 高年齢者にも働きやすい職場環 高年齢者の雇用機会の確保 高年齢者にも働きやすい職場環、 、

境の実現等に配慮しつつ 所定外労働時間の削減 年次有給休 境の実現等に配慮しつつ 所定外労働時間の削減 年次有給休、 、 、 、

暇の取得促進及びフレックスタイム制等の普及促進を重点に労 暇の取得促進 フレックスタイム制等の普及促進を重点に労働、

働時間対策を推進する 時間対策を推進する。 。

⑺ 高年齢者の安全衛生対策 ⑺ 高年齢者の安全衛生対策

高年齢者の労働災害防止対策 高年齢者が働きやすい快適な 高年齢者の労働災害防止対策 高年齢者が働きやすい快適な、 、

職場づくり及び高年齢者の健康確保対策を推進する 職場づくり 高年齢者の健康確保対策を推進する。 、 。

また 高年齢労働者の労働災害を防止するため 高年齢労働「、

者の安全と健康確保のためのガイドライン の周知徹底を図る」

とともに 創業支援等措置による就業についても 同ガイドラ、 、

インを参考とするよう周知・広報する。

⑻ 多様な形態による雇用・就業機会の確保 ⑻ 多様な形態による雇用・就業機会の確保

定年退職後等に 臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する 定年退職後等に 臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する、 、

高年齢者に対しては 地域の日常生活に密着した仕事を提供す 高年齢者に対しては 地域の日常生活に密着した仕事を提供す、 、

るシルバ 人材センタ 事業の活用を推進する るシルバ 人材センタ 事業の活用を推進するー ー ー ー。 。

雇用保険法等の一部を改正する法律 平成 年法律第 号28 17（ ）

による法の改正 以下 平成 年改正 という により シ（ 「 28 」 ）。 、

ルバ 人材センタ における業務について 都道府県知事が市ー ー 、

町村ごとに指定する業種等においては 高年齢者に労働者派遣、

事業又は職業紹介事業を行う場合に限り 労働時間が週 時間40、

までの就業の機会を提供すること等ができるよう 業務範囲を、

拡大したところであり 当該平成 年改正に基づいた対応を引28、

き続き行う。

⑼ 高年齢者の起業等に対する支援 ⑼ 高年齢者の起業等に対する支援
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高年齢者の能力の有効な発揮を幅広く推進する観点から 高 高年齢者の能力の有効な発揮を幅広く推進する観点から 高、 、

年齢者が起業等により自ら就業機会を創出する場合に対して必 年齢者が起業等により自ら就業機会を創出する場合に対して必

要な支援を行う 要な支援を行う。 。

⑽ 地域における高年齢者の雇用・就業支援 ⑽ 地域における高年齢者の雇用・就業支援

事業主団体と公共職業安定所の協力の下 企業及び高年齢者 事業主団体と公共職業安定所の協力の下 企業及び高年齢者、 、

のニ ズに合ったきめ細かな技能講習や面接会等を一体的に実 のニ ズに合ったきめ細かな技能講習や面接会等を一体的に実ー ー

施することにより 高年齢者の雇用・就業を支援する 施することにより 高年齢者の雇用・就業を支援する、 。 、 。

また 平成 年改正により創設された生涯現役促進地域連携28、

事業により 高年齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組み、

を支援する。

⑾ 雇用管理の改善の研究等 ⑾ 雇用管理の改善の研究等

高年齢者の就業機会の着実な増大 高年齢者の雇用の安定等 高年齢者の雇用機会の着実な増大 高年齢者の雇用の安定を、 、

を図り また 生涯現役社会の実現に向けた環境整備を進める 図り また 生涯現役社会の実現に向けた環境整備を進めるた、 、 、 、

ため 必要な調査研究を行うとともに 企業において取り組ま め 必要な調査研究を行うとともに 企業において取り組まれ、 、 、 、

れている高年齢者の活用に向けた積極的な取組事例を収集及び ている高年齢者の活用に向けた積極的な取組事例を収集 体系、

体系化し 各企業における活用を促進する また 高年齢者雇 化し 各企業における活用を促進する また 高年齢者雇用状、 。 、 、 。 、

用状況等報告等に基づき 高年齢者の雇用等の状況等の毎年度 況報告等に基づき 高年齢者の雇用の状況等の毎年度定期的な、 、

定期的な把握及び分析に努め その結果を公表する さらに 把握及び分析に努め その結果を公表する さらに 国際的に、 。 、 、 。 、

国際的に高年齢者の雇用に係る情報交換等を推進するとともに 高年齢者の雇用に係る情報交換等を推進するとともに 年齢差、

年齢差別禁止等 高年齢者の雇用促進の観点について さら 別禁止など 高年齢者の雇用促進の観点について さらに検討、 、 、 、 、

に検討を深める を深める。 。
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基本方針 参考資料
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平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
38％台の水準になると推計されている。

人口（万人）

生産年齢
人口割合

51.4%

高齢化率
38.4%

合計特殊
出生率
1.44

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 2025 2035 2045 2055 2065

生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口59.7%

28.1%

1.43
（2017）

12,644万人

11,913

3,716

6,875

1,321

8,808

3,381

4,529

898

（出所） 2018年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は、2018年は総務省「人口推計」、それ以外は総務省「国勢調査」
2017年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2019年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」

日本の人口の推移
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日本の人口推移(2015年・2040年比較)

資料出所：総務省統計局「国勢調査」(平成27年)、「労働力調査」(令和元年)
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(平成29年)の中位推計

（単位：人）

H27年（2015年）
実績

R22年(2040年)
推計

差分

総数 127,094,745 110,919,000 -16,175,745

15ｰ59歳 67,833,726 51,797,000 -16,036,726

60-64歳 8,455,010 7,981,000 -474,010

65歳以上 33,465,441 39,205,000 5,739,559

60歳以上 41,920,451 47,186,000 5,265,549
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高齢者の労働力人口は年々増加。

1,108 699 834 761 635 544 516 603

1,248 
1,438 1,225 1,508 1,503 1,329 1,191 1147

1,227 1,393 1,614 1,296 1,377 1,542 1,558 1432

815 1,208 1,418 1,617 1,392 1,343 1,439 1612
525 

633 
932 1,092 1,240 1,290 1,173 1187

231 
279 

360 
493 504 585 746 907

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2019

5,153
（4,922）

5,650
（5,371）

6,384
（6,023）

6,766
（6,274）

6,651
（6,146）

6,632
（6,047）

6,625
（5,878）

6,886
（5,980）

総数

65歳以上
（15～64歳）

55～64歳

45～54歳

35～44歳

25～34歳

15～24歳

（万人）

（年）

資料：総務省統計局「労働力調査」（2019）（基本集計）
（注）１．「労働力人口」とは、15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたものをいう。
２．1970年は、沖縄県を含まない。

〔4.5%〕
〔4.9%〕

〔5.6%〕
〔7.3%〕 〔7.6%〕 〔8.8%〕 〔11.3%〕 〔13.2%〕労働力人口に占める

65歳以上の構成比

労働力人口の推移
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労働力人口の推移(2017年から2040年)

※労働力率が同じ水準
団塊２世 １９７１年～１９７４年生まれは２０３６年～２０３９年にかけて６５歳に到達 ７９４万人
団塊世代 １９４７年～１９４９年生まれ ６２６万人

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計―労働力需給モデル（2018年度版）による将来推計―

（単位：万人）

H29年（2017年）
実績

R22年(2040年)
推計

差分

総数 6,720 5,460 -1,260

15歳～29歳 1,100 886 -214

30歳～59歳 4,261 3,215 -1,046

60-69歳 990 966 -24

70歳以上 367 393 26
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年齢別の完全失業率(2019年)

資料出所：「労働力調査」(令和元年)

（単位：％）

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70歳
～

総数

男性 3.4 4.1 3.7 3.3 2.4 1.9 2.1 2 2 2.5 3.1 1.1 2.5

女性 1.6 3.8 3.5 2.7 2.4 2 2 1.8 1.7 1.7 1.1 0.5 2.2

男女
計

2.5 4.2 3.6 2.9 2.4 1.9 2.1 1.9 1.9 2.4 2.3 1.1 2.4
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年齢別の完全失業率(2019年)

資料出所：「労働力調査」(令和元年)

（単位：％）
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○ 60～64歳層で、雇用確保措置の導入が義務付けられた改正高齢法施行（2006年４月１日）後、就業率が上昇。
○ 65～69歳層は、近年は上昇傾向にある。

就業率の推移

（資料出所）総務省統計局「労働力調査」
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（資料出所）総務省統計局「労働力調査」
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（資料出所）総務省統計局「労働力調査」
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60歳代の高齢者の勤務形態

○ 60歳代の高齢者の勤務形態について、「普通勤務（フルタイム勤務）」と答えた方が約５割。「普通勤務より
１日当たりの労働時間が短い」と答えた方が約２割程度。

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「60代の雇用・生活調査」（2019年）
※総数＝6,630千人 （抽出調査による有効回答について、抽出率の逆数による復元を行った後の人数）

2019年６月に収入になる仕事をしたと答えた者のうち、会社、団体などに雇われて仕事をしていた者の回答（単数回答）

◆60歳代の高齢者の主な勤務形態 （単位：％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

普通勤務（フルタイム勤務）
50.6

普通勤務より１日当たりの労働時間が短く
、１週間当たりの勤務日数も少ない

14.1

在宅勤務・テレワーク
0.5

勤務日と時間帯を弾力的に設定で
きるフレックス勤務

4.7

無回答
0.9

その他
3.3

普通勤務より１日当たりの労働時
間が短い
16.0

普通勤務より１週間当たりの勤務
日数が少ない

9.8
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60歳代の高齢者の勤務形態

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「60代の雇用・生活調査」（2019年）
※総数＝60代前半男女3,841千人（うち男性2,161千人、女性1,680千人）、 60代後半男女2,788千人（うち男性1,623千人、女性1,165千人）
（抽出調査による有効回答について、抽出率の逆数による復元を行った後の人数）

2019年６月に収入になる仕事をしたと答えた者のうち、会社、団体などに雇われて仕事をしていた者の回答（単数回答）
※普通勤務（フルタイム勤務）以外・・・短時間労働、フレックス勤務、在宅勤務・テレワーク、その他

◆60歳代前半の高齢者の主な勤務形態 （単位：％）

36%

77%

59%

63%

22%

40%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

男女計
普通勤務（フルタイム）

普通勤務（フルタイム勤務）以外

無回答

29%

46%

39%

70%

53%

60%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

男女計
普通勤務（フルタイム）

普通勤務（フルタイム勤務）以外

無回答

◆60歳代後半の高齢者の主な勤務形態 （単位：％）
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令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果の概要
令和元年6月1日現在

65歳定年企業は、17.2%（1.1ポイント増加）

２ 66歳以上働ける制度のある企業の状況

（２）65歳定年企業の状況

３ 70歳以上働ける制度のある企業の状況

70歳以上働ける制度のある企業は 28.9%（3.1ポイント増加）

全企業
30.8％

301人以上
25.3％

31～300人
31.4％

（％）

定年の引上げ
31,319社

定年制の廃止
4,297社

継続雇用制度の導入
125,501社

〈集計対象〉全国の常時雇用する労働者が31人以上の企業161,378社〈大企業(301人以上規模):16,807社、中小企業(31～300人規模): 144,571社〉

（1）高年齢者雇用確保措置の実施状況

全企業
17.2％

301人以上
10.6％

31～300人
17.9％

※「⑤その他の制度で66歳以上まで雇用」とは、希望者全員や基準該当者を66歳以上まで継続雇用する制度は導入していないが、

企業の実情に応じて何らかの仕組みで66歳以上まで働くことができる制度を導入している場合を指す。

雇用確保措置の実施企業 99.8％

【実施企業161,117社の措置内訳】

１ 65歳までの「高年齢者雇用確保措置※」のある企業の状況

※ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第１項に基づく、①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度

（再雇用制度）の３つの措置をいう。 66歳以上働ける制度のある企業は30.8％（3.2ポイント増加）

大企業25.3%（3.5ポイント増加）、中小企業31.4%（3.2ポイント増加）

②66歳以上定年 ③希望者全員66歳以上
まで継続雇用

④基準該当者66歳以上まで継続雇用

⑤その他の制度で66歳以上まで雇用

①定年制の廃止

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77.9% 19.4% 2.7%

0% 5% 10% 15% 20%

17.9%

10.6%

17.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

2.9%

0.5%

2.7%

2.4%

0.6%

2.…

7.3%

3.1%

6.8%

10.3%

9.7%

10.3%

8.5%

11.4%

8.8%

19.0 20.1 
21.2 

22.6 

25.8 

15

20

25

30

H26 H27 H28 H29 H30 R01

28.9％27,713社

25,938社

49,638社

4,246社

45,392社

46,658社

1,775社
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

31～300人

301人以上

全企業

75.5%

53.9%

73.0%

24.5%

46.1%

27.0%

継続雇用確保措置のある企業の状況

希望者全員65歳以上の継続雇用制度 基準該当者65歳以上の継続雇用制度（経過措置適用企業）

合計
（①＋②＋③）

報告した全ての企業
①定年制の廃止 ②65歳以上定年 ③希望者全員65歳以

上の継続雇用制度

全企業 2.7%(4,297社) 19.4%(31,319社) 56.8%(91,597社) 78.8%(127,213社) 161,378

希望者全員が65歳以上まで働ける企業の状況

資料出所：令和元年「高年齢者の雇用状況」
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継続雇用の雇用契約期間

資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」(平成29年)

継続雇用
勤務延長制度＝定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度。
再雇用制度＝定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度。

（単位：％）

6ヶ月未満
６ヶ月以上
１年未満

1年
1年を超える
期間

期間を定めない

勤務延長制度 1.7 2.8 51.8 9.2 34.5

再雇用制度 1.8 4.2 74.7 8.2 11.1
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過去３年間の賃金制度の改定の有無

改
定
を
行
っ
た
企
業

改
訂
を
行
わ
な
か
っ
た
企
業

不
明

改訂内容の種類

職
務
・
職
種
な
ど
の
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事
の
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容

に
対
応
す
る
賃
金
部
分
の
拡
大

職
務
遂
行
能
力
に
対
応
す
る
賃

金
部
分
の
拡
大

業
績
・
成
果
に
対
応
す
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賃
金
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分
の
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大

学
歴
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齢
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年
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に
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金
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分
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小

手
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組
入
れ

退
職
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付
を
縮
減
し

基
本
給
へ
組
入
れ

基
本
給
の
抑
制
、
賞
与
を

相
対
的
に
拡
大

賃
金
表
の
導
入

賃
金
表
の
廃
止

職
能
資
格
制
度
の
導
入

職
能
資
格
制
度
の
廃
止

業
績
評
価
制
度
の
導
入

業
績
評
価
制
度
の
廃
止

年
俸
制
の
拡
大
・
導
入

年
俸
制
の
縮
小
・
廃
止

定
期
昇
給
の
廃
止

35.5 21.3 18.5 16.1 3.4 3.9 0.2 1.8 5.8 0.1 5.3 0.4 6.7 0.1 1.7 0.5 0.8 63.3 1.2

資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」（平成２９年）

（単位：％）
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資料出所：厚生労働省「雇用動向調査」（令和元年）

増加
変わらな
い

減少

1割以上
の増加

1割未満
の増加

1割以上
の減少

1割未満
の減少

総数 35.3 23.7 11.6 27.3 35.8 8.4 27.4

45歳～49
歳

36.9 24.8 12.2 32.6 29.2 6.0 23.2

50歳～54
歳

34.3 20.1 14.2 26.4 38.4 18.3 20.1

55歳～59
歳

23.6 12.1 11.6 32.1 41.5 4.0 37.6

60歳～64
歳

9.9 5.2 4.7 16.3 73.1 8.0 65.1

65歳以上 17.7 10.5 7.2 26.5 54.9 7.1 47.8

転職入職者の賃金変動状況

（単位：％）
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6.8
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7.3

0.81.4

10.0

31.6

26.5

19.1

0.8
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現
在
の
年
収
の
３
割
程
度
以
下

現
在
の
年
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の
４
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程
度

現
在
の
年
収
の
６
～
７
割
程
度

現
在
の
年
収
の
８
～
９
割
程
度

現
在
の
年
収
と
ほ
ぼ
同
程
度

現
在
の
年
収
よ
り
多
い

最も可能性が高い基準

最低限希望する水準

継続雇用時の年収水準についての希望と見通し

（％）

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「60歳以降の継続雇用と職業生活に関する調査」（平成20年）
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フルタイム勤務・継続雇用者の61歳時点の賃金水準の平均値

最も高い水準の人 平均的な水準の人 最も低い水準の人

合計 89.6 78.7 70.8

従業員数

100人未満 90.0 80.5 73.7

100～300人未満 89.4 78.2 70.0

300～1000人未満 88.0 74.7 66.0

1000人以上 91.4 70.9 59.8

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構 「高年齢者の雇用に関する調査」（企業調査）」（2020年）

（単位：％）
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年齢別の労働災害発生状況

資料出所：厚生労働省「死傷病報告」(令和元年12月末累計)

（単位：人）

～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～ 計

人数 2,680 15,025 17,434 26,463 30,294 33,715 125,611
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高齢者の就労希望
○ ６0歳以上の方に問うたところ、70歳以降まで働くことを希望している高齢者は、8割にのぼる。

（出所）内閣府「平成26年 高齢者の日常生活に関する意識調査」を基に作成。

何歳くらいまで働きたいか
（現在就労している60歳以上の方に質問）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

65歳

70歳

75歳
80歳

８
割
程
度

働ける内は
いくらでも

その他・わからない・無回答
仕事をしたくない
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生涯現役支援窓口事業の概要
令和2年度予算額 2,756,156（1,931,913）千円

○ 主なハローワークに高齢求職者の支援に取り組む「生涯現役支援窓口」を設置し、職業生活の再設計に係る
支援やチーム支援を総合的に実施しつつ、特に65歳以上の者の再就職支援を重点的に取り組む。

○ 「働き方改革実行計画」の行程表において、「生涯現役支援窓口を2020年までに300箇所とする。」とさ
れていることから、令和2年度は、60箇所を増設（240→300箇所）するとともに、求人者支援員等を増員
し、65歳以上が就業可能な短時間の求人開拓の強化を図り、マッチングによるキャリアチェンジを促進する。

＜支援対象者＞
概ね60歳以上の高齢求職者

＜主な支援内容＞
高齢期の生活を踏まえた職業生活の再設計や年金受給者である求職者の職業生活に係る相談・援助
本人の状況に応じたチームによる手厚い支援
高齢求職者向け求人情報の開拓・提供（65歳以上が就業可能な短時間の求人開拓を強化）
シルバー人材センターとの連携した軽易な就業等に関する情報の提供

ハローワーク

＜支援体制＞

生涯現役支援窓口

【求人者支援員 208人(198人)】
＜主な支援業務＞

65歳以降でも活躍できる求人の開拓
高齢者の職域の拡大に係る事業主へのアドバイス
シルバー人材センターでの軽易な就業等に関する

情報収集 等

【就労・生活支援アドバイザー100人(58人)】
＜主な支援業務＞

個々のニーズを等を踏まえた「生涯設計就労プラ
ン」策定
キャリア・コンサルティング、生活設計に係るガイ
ダンス、就労後のフォローアップの実施
職場見学・職場体験・セミナー等の実施に係る企画
調整 等

【職業相談員 300人(240人)】
＜主な支援業務＞
●「生涯設計就労プラン」に基づく職業相談・職業紹介
等の実施 等
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生涯現役促進地域連携事業
（A）連携推進コース…地方自治体が中心となって構成される「協議会」等からの提案に基づき、地域における高齢者の就労促進に資する

事業を幅広く実施。
（B）地域協働コース…協議会の仕組みを活用し、連携推進コースにより構築した地域ネットワークによる効果的な取組と自治体が自主的

（新規） に行う取組との双方が協働して事業を行うことを支援する事業を実施。

○ 少子高齢化が進展し、労働力不足が課題となっている中で、働く意欲のある高齢者が能力や経験を生かし、年齢に関わりなく働くこと

ができる生涯現役社会を目指すことが重要。

○ 特に、平成26年に団塊世代（約660万人）が65歳に到達し、多くの人が企業を退職していると考えられ、地域社会におけるこれらの

層の活躍の場を早期に整備することが必要。

○ 令和2年度は、「働き方改革実行計画」及び「ニッポン一億総活躍プラン」に基づき、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業機会

を確保するための協議会の設置を促進し、当該事業の実施箇所を拡充（令和２年度開始分：連携推進コース38箇所、地域協働コース20

箇所）する。

背景

生涯現役促進地域連携事業の概要

（A）連携推進コース：１箇所あたり各年度約3,000万円
事業実施予定数71箇所（うち令和２年度開始分38箇所）

（B）地域協働コース：１箇所あたり初年度約1,500万円
（新規） ２年度約1,250万円、３年度約1,000万円

（事業実施予定数20箇所）

○実施主体：協議会（地方自治体が中心となった合議体）等
○事業実施期間：最大３年度間

高
齢
者
ニ
ー
ズ

地
域
ニ
ー
ズ

情報提供・
関係事業紹介

合同説明会 情報誌作成

ニーズ調査
事業

掘り起こし

厚生労働省
（労働局・ハローワーク）

協議会

③委託①企画提案

②選抜

④実施

生活設計
セミナー

企業啓発
セミナー

➄連携・誘導

事業内容

①高年齢者に対する情報提供、関係機関、関連事業の紹介
②高年齢者に対する職業生活設計等に関するセミナー開催
③企業に対する生涯現役促進セミナー開催
④高年齢者の雇用・就業に係る合同説明会の開催
⑤高齢者活躍のためのガイドブック・情報誌の作成・普及

（相談機関一覧の掲載等）
⑥高年齢者の雇用・就業に係るニーズ調査・分析
⑦高齢者向けの雇用・就業の場の創出

支援メニュー例

事業規模

事業実施主体及び期間

事業実施スキーム

令和2年度予算額 3,059,991 (2,692,527)千円
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65歳 66歳以上 定年の定め
の廃止5歳未満 5歳 5歳未満 5歳以上

1～2人 10万円 15万円 15万円 20万円 20万円
3～9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円

10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円

66～69歳 70歳以上
4歳未満 4歳 5歳未満 5歳以上

1～2人 5万円 10万円 10万円 15万円
3～9人 15万円 60万円 20万円 80万円

10人以上 20万円 80万円 25万円 100万円

65歳超雇用推進助成金 令和２年度予算額 3,996,509（3,957,575）千円

将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくため、66歳以上の継続雇用延長・65歳以上の年齢までの定年引上げを行う企業に対して支援を実施すること
により、65歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図る。

●助成内容
65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めの廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入する事業主に対して助成する

①定年引上げ又は定年の定めの廃止 ②希望者全員を66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入

●助成額
当該措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて以下の額を支給

60歳以上
被保険者数

措置内容
（引上げ年齢） 60歳以上

被保険者数

措置内容
（雇用延長年齢）

趣旨・目的

１ 65歳超継続雇用促進コース

●助成内容
高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善（高年齢者の雇用の機会

の増大が可能となる機械設備、作業方法、作業環境の導入又は改善等）を実施した事業
主に対して助成する。

（A）環境整備計画の実施に要した費用の額に、以下の助成率を乗じた額
生産性要件を満たした場合：75％（中小企業以外は60％）
生産性要件を満たさなかった場合：60％（中小企業以外は45％）

(B) 措置の対象となる60歳以上の雇用保険被保険者数に、以下の単価を乗じた額
生産性要件を満たした場合：36万円
生産性要件を満たさなかった場合：28.5万円

●助成額
下記の(A),(B)により算定した額のうち少ない方の額を支給（上限1,000万円）

２ 高年齢者雇用環境整備支援コース（経過措置）

●助成内容
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主

に対して、その人数に応じ助成する。

●助成額
対象者１人につき、以下の額を支給

※１支給申請年度１適用事業所あたり10人までを上限
生産性要件を満たした場合 ：60万円（中小企業以外は48万円）
生産性要件満たさなかった場合：48万円（中小企業以外は38万円）

３ 高年齢者無期雇用転換コース

４ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

●助成内容
高年齢者の雇用管理制度の整備（短時間勤務制度の導入、高年齢者に係る賃金・能力評価制度等の構築、法定外の健康管理制度の導入等）を

実施した事業主に対して助成する。

●助成額 下記により算定した額を支給

雇用管理制度の導入等に要した経費の額に、以下の助成率を乗じた額
生産性要件を満たした場合：75％（中小企業以外は60％）
生産性要件を満たさなかった場合：60％（中小企業以外は45％）

※雇用管理制度の導入等に要した経費は、初回に限り50万円とみなす。
２回目以降の申請は、50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とする。 84



シルバー人材センターの臨・短・軽要件の緩和による就業拡大のイメージ

● 臨・短・軽要件については、①会員（高齢者）からより長く働きたいという要望があること、②発注者（企業など）から、会員

により長い時間働いてほしいという要望があること等を踏まえ、６割近いシルバー人材センターが緩和を希望。

● こうしたニーズを踏まえ、臨・短・軽要件を緩和し、会員の就業の選択肢を広げることにより、今後の人口減少社会を見据

えた高齢者の就業機会の拡大を図る。

趣旨・背景

サービス業、介護、育児分野などの人手不足分野で、会員の就業が増加する。

会員がより長く働くことができるようになり、人員を必要とする企業などで会員の就業が増加する。

● スーパーマーケットの例

スーパーマーケットでは、特売日やイベントの開催、商品の納品状況などにより、仕事に必要な人員数が変動するが、人員が不足する場合であっ
ても、会員は臨・短・軽要件を超えて就業することはできない。要件緩和により、会員は発注者の求めに応じてより長く働くことができるようになる。

● 保育施設の例

保育施設では、保育士の欠勤や延長保育の申し込み状況などにより、保育士をサポートする人員が不足する場合があるが、人員が不足する場合
であっても、会員は、臨・短・軽要件を超えて就業することはできない。要件緩和により、会員は発注者の求めに応じてより長く働くことができるように
なる。

会員が複数の仕事を兼務できるようになり、会員の就業が増加する。

会員がより長く働くことができるようになり、複数の仕事を兼務できるようになる。

● 兼務の例

デイサービス施設の朝晩の送迎（ドライバー）（1日4時間（朝晩各2時間）×週3日＝週12時間）
＋宅配便の配送補助（補助ドライバー）（1日7時間×週2日＝週14時間）＝週総就労時間26時間

専門的な能力やノウハウなどを必要とする分野で、会員の就業が増加する。

会員がより長く働くことができるようになり、専門的な能力やノウハウなどが必要で発注者が会員により長く働いてもらいたいと望んでいる
分野（会計事務、システム管理、営業、測量など）で、会員の就業が増加する。

要件緩和により見込まれる就業拡大のイメージ

１

２

３
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このガイドラインは、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防的観点から、高年齢労働者の健康づくりを推進するために、高年齢労働者
を使用する又は使用しようとする事業者と労働者に取組が求められる事項を具体的に示すものです※。

労働災害による休業４日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者の占める
割合が増加傾向。
（平成31年は26.8％）

労働者千人当たりの労働災害件数（千人率）では、男女ともに若年層に比べ高
年層で相対的に高い。（25～29歳と比べ65～69歳では男性約２倍、女性約５倍）

高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める。

事業者が実施する労働災害防止対策の取組に協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組むよう努める。

※ 請負の形式による契約により業務を行う者についても参考にすることを期待

事業者に求められる取組
（１～５のうち法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能なものに取り組む）

１ 安全衛生管理体制の確立等
経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施

２ 職場環境の改善
照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設備・装置の導入
勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピード等、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理

３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の健康や体力の状況を客観的に把握

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
健康診断や体力チェックにより把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務をマッチング
集団及び個々の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む

５ 安全衛生教育
十分な時間をかけ、写真や図、映像等、文字以外の情報を活用した教育を実施
再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する場合には、特に丁寧な教育訓練

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくり等が重要
※経済財政運営と改革の基本方針（令和元年６月閣議決定）において「サービス業で増加
している高齢者の労働災害を防止するための取組を推進する」ことが盛り込まれている。

事業者

労働者

■男性、 女性

＜年齢別・男女別の労働災害発生率（千人率）平成31年／令和元年＞
出典：労働力調査、労働者死傷病報告

背景・現状

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要
（エイジフレンドリーガイドライン）

求められる取組

労働者に求められる取り組み
自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持管理に努める
日頃から運動を取り入れ、食習慣の改善等により体力の維持と生活習慣の改善に取り組む
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基安発0316第１号により策定
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高年齢雇用継続給付の見直し（雇用保険法関係）

被保険者であった期間が５年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われる賃金が
原則として60歳時点の賃金額の75％未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、 65歳に達するまでの期間
について、60歳以後の各月の賃金の15％を支給。
※賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15％を超え75％未満の場合は逓減した率
※賃金と給付の合計が月額36万3,359円を超える場合、超える額を減額

平成15年改正以前
（平成７年４月創設）

平成15年改正
（同年５月施行）

給付率

賃金の原則25％

※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して
・80－85％：給付額は逓減
・85％以上：支給しない

賃金の原則15％

※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して
・70.15－75％：給付額は逓減
・75％以上：支給しない

(注) ％は60歳時点の賃金に対する割合である。 賃金

賃
金
＋
給
付
額

70.４％

75％

75％64％

高年齢雇用継続給付
（0.10w）

賃金(w)

見直し後
（令和７年４月施行）

賃金の原則10％

※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して
・70.4－75％：給付額は逓減
・75％以上：支給しない

制度変遷

○ 令和７年度から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10％に縮小
（令和７年４月１日施行）

※ 見直しに当たり、高年齢労働者の処遇の改善に向けて先行して取り組む事業主に対する支援策とともに、
同給付の給付率の縮小後の激変緩和措置についても併せて講ずる。

○ 65歳以上の高齢者の70歳までの就業確保措置に対する支援を雇用安定事業
に位置付ける。（令和３年４月１日施行）

＜制度変遷＞

改正前の内容

改正の内容 ＜見直し後の制度のイメージ図＞

改正の趣旨

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）による高年齢者雇用確保措置の進展等を
踏まえ、高年齢雇用継続給付の給付率を見直す。
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同一企業内における正社員・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消
（パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法）

見直しの目的

改正のポイント

同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、

どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、

多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。

施行期日
2020年４月1日 ※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法（注）の適用は2021年４月1日

（注）パートタイム労働法は有期雇用労働者も法の対象に含まれることとなり、法律の略称も「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。

１ 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇に
ついて、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン（指針）において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることが
できるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

３ 裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ) ※２の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ＡＤＲの対象となります。

パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者※１について、以下の１～３を統一的に整備します。

※１ 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記１～３が整備されます。

※２ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。
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ジョブ・カード制度について

○ 免許・資格、学習・訓練歴、雇用型訓練、公的職業訓練をはじめとする訓練の評価、職務経験、仕事ぶりの評価の情報を蓄積し、応募書類等として活用

○ 個人が履歴、職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積の上、
キャリアコンサルティングを受けつつジョブ・カードを作成。

○ 職業生活の様々な場面・局面における活用。

生涯を通じたキャリア・プランニングのツール

職業能力証明のツール

目 的

○ 個人の状況に応じた職業能力開発、多様な人材の必要な分野への円滑な就職の支援等のため、生涯を通して活用

○ 厚生労働大臣が「職務経歴等記録書」(ジョブ・カード)の様式を定めている
（職業能力開発促進法第15条の4第1項 ）。
○ 個人が、各様式に記入（必要に応じてキャリアコンサルティング等の支援）。
原則、電子化（個人自らのパソコン等に入力）し蓄積、場面に応じて活用。

様式の構成

・様式１ キャリア・プランシート

・様式３－３ 訓練成果・実務成果シート

・様式２ 職務経歴シート

・様式３－１ 免許・資格シート

・様式３－２ 学習・訓練歴シート

様式
１

様式
２

様式
３－１

様式
３－２

様式
３－３

周知・広報

○ジョブ・カード制度総合サイト

・ジョブ・カードの各様式やその記入例、免
許・資格や労働関係の統計情報等の関係
情報を提供。

・ジョブ・カード作成支援、履歴書・職務経歴
書が作成できる「ジョブ・カード作成支援ソフ
トウェア（ＷＥＢ版含む）」や「スマートフォン
版アプリ」等を提供。

○パンフレット・リーフレット・ポスター・動画
求職者・在職者、事業主、学生など幅広い層への周知広
報のためパンフレット・リーフレット等を配布。
制度説明や活用好事例をまとめた動画を配信。

職業能力証明シート

○ 個人が生涯活用するキャリア・プランニング及び職業能力証明のツールとして普及を促進。

キャリア教育 就職活動 職場定着

キャリア形成 キャリアチェンジ 転職

職業訓練
キャリアプラン
再設計

セカンドキャリア
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高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針 案 と高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の対比表（ ）

傍線部分は改正部分（ ）

高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針 案 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針（ ）

第１ 趣旨 第１ 趣旨

この指針は 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 昭和 この指針は 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 昭和、 （ 、 （

年法律第 号 以下 法 という 第 条の２第４項の規 年法律第 号 以下 法 という 第９条第３項の規定に46 68 10 46 68。 「 」 。） 。 「 」 。）

定に基づき 事業主がその雇用する高年齢者 法第９条第２項 基づき 事業主がその雇用する高年齢者の 歳までの安定した65、 （ 、

の契約に基づき 当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事 雇用を確保するため講ずべき同条第一項に規定する高年齢者雇、

業主に現に雇用されている者を含み 高年齢者等の雇用の安定 用確保措置 定年の引上げ 継続雇用制度 現に雇用している、 （ 、 （

等に関する法律施行規則 昭和 年労働省令第 号 第４条の 高年齢者が希望するときは 当該高年齢者をその定年後も引き46 24（ ） 、

４に規定する者を除く 以下同じ の 歳から 歳までの安 続いて雇用する制度をいう 以下同じ の導入又は定年の定65 70。 。） 。 。）

定した雇用の確保その他就業機会の確保のため講ずべき法第 めの廃止をいう 以下同じ に関し その実施及び運用を図10 。 。） 、

条の２第４項に規定する高年齢者就業確保措置 定年の引上げ るために必要な事項を定めたものである（ 。

歳以上継続雇用制度 その雇用する高年齢者が希望すると65、 （

きは 当該高年齢者をその定年後等 定年後又は継続雇用制度、 （

の対象となる年齢の上限に達した後をいう 以下同じ も引。 。）

き続いて雇用する制度をいう 以下同じ の導入 定年の定。 。） 、

めの廃止又は創業支援等措置をいう 以下同じ に関し そ。 。） 、

の実施及び運用を図るために必要な事項を定めたものである。

第２ 高年齢者就業確保措置の実施及び運用 第２ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用

歳以上 歳未満の定年の定めをしている事業主又は継続雇 歳未満の定年の定めをしている事業主は 高年齢者雇用確65 70 65 、

用制度 高年齢者を 歳以上まで引き続いて雇用する制度を除 保措置に関して 労使間で十分な協議を行いつつ 次の１から70（ 、 、

く 以下同じ を導入している事業主は 高年齢者就業確保 ５までの事項について 適切かつ有効な実施に努めるものとす。 。） 、 、

措置に関して 労使間で十分な協議を行いつつ 次の１から５ る、 、 。

までの事項について 適切かつ有効な実施に努めるものとする、

。

１ 高年齢者就業確保措置

事業主は 高年齢者がその意欲と能力に応じて 歳まで働く70、

ことができる環境の整備を図るため 法に定めるところに基づ、
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き 高年齢者就業確保措置のいずれかを講ずることにより 歳65、

から 歳までの安定した就業を確保するよう努めなければなら70

ない。

高年齢者就業確保措置を講ずる場合には 次の⑴から⑷まで、

の事項に留意すること。

⑴ 努力義務への対応

イ 継続雇用制度に基づいて特殊関係事業主に雇用されてい

る高年齢者については 原則として 当該高年齢者を定、 、

年まで雇用していた事業主が高年齢者就業確保措置を講

ずること ただし 当該事業主と特殊関係事業主で協議。 、

を行い 特殊関係事業主が高年齢者就業確保措置を講ず、

ることも可能であること その際には 特殊関係事業主。 、

が高年齢者就業確保措置を講ずる旨を法第 条の２第３10

項の契約に含めること。

ロ 一の措置により 歳までの就業機会を確保するほか 複70 、

数の措置を組み合わせることにより 歳から 歳までの65 70

就業機会を確保することも可能であること。

⑵ 労使間での協議

イ 高年齢者就業確保措置のうちいずれの措置を講ずるかに

ついては 労使間で十分に協議を行い 高年齢者のニ ズ、 、 ー

に応じた措置が講じられることが望ましいこと。

ロ 雇用による措置 法第 条の２第１項各号に掲げる措置10（

をいう 以下同じ に加えて創業支援等措置 同条第２。 。） （

項の創業支援等措置をいう 以下同じ を講ずる場合に。 。）

は 雇用による措置により努力義務を実施していることと、

なるため 創業支援等措置を講ずるに当たり 同条第１項、 、

の同意を得る必要はないが 過半数労働組合等 労働者の、 （

過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働

組合を 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に、

おいては労働者の過半数を代表する者をいう 以下同じ。 。

の同意を得た上で創業支援等措置を講ずることが望まし）
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いこと。

ハ 高年齢者就業確保措置のうち複数の措置を講ずる場合に

は 個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについて、

個々の労働者の希望を聴取し これを十分に尊重して決、 、

定すること。

⑶ 対象者基準

イ 高年齢者就業確保措置を講ずることは 努力義務である、

ことから 措置 定年の延長及び廃止を除く の対象と、 （ 。）

なる高年齢者に係る基準 以下 対象者基準 という（ 「 」 。）

を定めることも可能とすること。

ロ 対象者基準の策定に当たっては 労使間で十分に協議の、

上 各企業等の実情に応じて定められることを想定してお、

り その内容については原則として労使に委ねられるもの、

であり 当該対象者基準を設ける際には 過半数労働組合、 、

等の同意を得ることが望ましいこと。

ただし 労使間で十分に協議の上で定められたものであ、

っても 事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするな、

ど法の趣旨や 他の労働関係法令に反する又は公序良俗に、

反するものは認められないこと。

⑷ その他留意事項

イ 高年齢者の健康及び安全の確保のため 高年齢者就業確、

保措置により働く高年齢者について 高年齢労働者の安、「

全と健康確保のためのガイドライン を参考に就業上の災」

害防止対策に積極的に取り組むよう努めること。

ロ 高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には 必、

要に応じて新たに従事する業務に関する研修 教育又は訓、

練等を事前に実施することが望ましいこと。

２ 歳以上継続雇用制度 ２ 継続雇用制度65

歳以上継続雇用制度を導入する場合には 次の⑴から⑷ま 継続雇用制度を導入する場合には 希望者全員を対象とする65 、 、

での事項に留意すること 制度とする この場合において法第９条第２項に規定する特殊。 。

⑴ 歳以上継続雇用制度を導入する場合において法第 条の 関係事業主により雇用を確保しようとするときは 事業主は65 10 、 、
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２第３項に規定する他の事業主により雇用を確保しようとす その雇用する高年齢者を当該特殊関係事業主が引き続いて雇用

るときは 事業主は 当該他の事業主との間で 当該雇用す することを約する契約を 当該特殊関係事業主との間で締結す、 、 、 、

る高年齢者を当該他の事業主が引き続いて雇用することを約 る必要があることに留意する。

する契約を締結する必要があること。

⑵ 他の事業主において継続して雇用する場合であっても 可、

能な限り個々の高年齢者のニ ズや知識・経験・能力等に応ー

じた業務内容及び労働条件とすべきことが望ましいこと。

⑶ 他の事業主において 継続雇用されることとなる高年齢者、

の知識 経験・能力に係るニ ズがあり これらが活用され・ ー 、

る業務があるかについて十分な協議を行った上で ⑴の契約、

を締結する必要があること。

⑷ 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること 勤、 、

勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果た 務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得

し得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由 年 ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由 年齢に係（ （

齢に係るものを除く 以下同じ に該当する場合には 継 るものを除く 以下同じ に該当する場合には 継続雇用し。 。） 、 。 。） 、

続雇用しないことができること ないことができる。 。

就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を 就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を 継、 、

継続雇用しないことができる事由として 解雇や退職の規定 続雇用しないことができる事由として 解雇や退職の規定とは、 、

とは別に 就業規則に定めることもできること また 当該 別に 就業規則に定めることもできる また 当該同一の事由、 。 、 、 。 、

同一の事由について 歳以上継続雇用制度の円滑な実施の について 継続雇用制度の円滑な実施のため 労使が協定を締65、 、 、

ため 労使が協定を締結することができること 結することができる なお 継解雇事由又は退職事由とは異な、 。 。 、

ただし 継続雇用しないことについては 客観的に合理的 る運営基準を設けることは高年齢者等の雇用の安定等に関する、 、

な理由があり 社会通念上相当であることが求められると考 法律の一部を改正する法律 平成 年法律第 号 以下 改正24 78、 （ 。 「

えられること 法 という の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。 」 。）

。

ただし 継続雇用しないことについては 客観的に合理的な、 、

理由があり 社会通念上相当であることが求められると考えら、

れること。

３ 創業支援等措置 ３ 経過措置

創業支援等措置を講ずる場合には 次の⑴から⑶までの事項 改正法の施行の際 既に労使協定により 継続雇用制度の対、 、 、

に留意すること 象となる高年齢者に係る基準を定めている事業主は 改正法附。 、
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⑴ 措置の具体的な内容 則第３項の規定に基づき 当該基準の対象者の年齢を平成 年37、

イ 法第 条の２第２項第２号ロ又はハに掲げる事業に係る ３月 日まで段階的に引き上げながら 当該基準を定めてこれ10 31 、

措置を講じようとするときは 事業主は 社会貢献事業を を用いることができる、 、 。

実施する者との間で 当該者が当該措置の対象となる高年、

齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約

する契約を締結する必要があること。

ロ 法第 条の２第２項第２号ハの援助は 資金の提供のほ10 、

か 法人その他の団体が事務を行う場所を提供又は貸与す、

ること等が考えられること。

ハ 法第 条の２第２項第２号に掲げる社会貢献事業は 社10 、

会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与

することを目的とする事業である必要があり 特定又は少、

数の者の利益に資することを目的とした事業は対象となら

ないこと。

また 特定の事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に、

寄与することを目的とする事業に該当するかについては、

事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されること。

ニ 雇用時における業務と 内容及び働き方が同様の業務を、

創業支援等措置と称して行わせることは 法の趣旨に反す、

るものであること。

⑵ 過半数労働組合等の合意に係る留意事項

イ 過半数労働組合等に対して 創業支援等措置による就業、

は労働関係法令による労働者保護が及ばないことから 高、

年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第４条の５

第１項に規定する創業支援等措置の実施に関する計画 以（

下 実施計画 という に記載する事項について定める「 」 。）

ものであること及び当該措置を選択する理由を十分に説明

すること。

ロ 実施計画に記載する事項について 次に掲げる点に留意、

すること。

① 業務の内容については 高年齢者のニ ズを踏まえる、 ー
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とともに 高年齢者の知識・経験・能力等を考慮した上、

で決定し 契約内容の一方的な決定や不当な契約条件の、

押し付けにならないようにすること。

② 高年齢者に支払う金銭については 業務の内容や当該、

業務の遂行に必要な知識・経験・能力 業務量等を考慮、

したものとすること。

また 支払期日や支払方法についても記載し 不当な、 、

減額や支払を遅延しないこと。

③ 個々の高年齢者の希望を踏まえつつ 個々の業務の内、

容・難易度や業務量等を考慮し できるだけ過大又は過、

小にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結

すること。

④ 成果物の受領に際しては 不当な修正 やり直しの要、 、

求又は受領拒否を行わないこと。

⑤ 契約を変更する際には 高年齢者に支払う金銭や納期、

等の取扱いを含め労使間で十分に協議を行うこと。

⑥ 高年齢者の安全及び衛生の確保に関して 業務内容を、

高年齢者の能力等に配慮したものとするとともに 創業、

支援等措置により就業する者について 同種の業務に労、

働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全

配慮義務をはじめとする労働関係法令による保護の内容

も勘案しつつ 当該措置を講ずる事業主が委託業務の内、

容・性格等に応じた適切な配慮を行うことが望ましいこ

と。

また 業務委託に際して機械器具や原材料等を譲渡し、

貸与し 又は提供する場合には 当該機械器具や原材、 、 、

料による危害を防止するために必要な措置を講ずること

。

さらに 業務の内容及び難易度 業務量 納期等を勘、 、 、

案し 作業時間が過大とならないように配慮することが、

望ましいこと。
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⑦ 法第 条の２第２項第２号ハに掲げる事業に高年齢者10

が従事する措置を講ずる場合において 事業主から当該、

事業を実施する者に対する個々の援助が 社会貢献事業、

の円滑な実施に必要なものに該当すること。

⑧ 創業支援等措置は 労働契約によらない働き方となる、

措置であることから 個々の高年齢者の働き方について、

も 業務の委託を行う事業主が指揮監督を行わず 業務、 、

依頼や業務従事の指示等に対する高年齢者の諾否の自由

を拘束しない等 労働者性が認められるような働き方と、

ならないよう留意すること。

ハ 実施計画に記載した内容に沿って 個々の高年齢者の就業、

機会が確保されるよう努める必要があること。

⑶ その他留意事項

イ 創業支援等措置により導入した制度に基づいて個々の高年

齢者と契約を締結する際には 書面により契約を締結するこ、

と なお その際には 高年齢者の雇用の安定等に関する法。 、 、

律施行規則第４条の５第２項第２号に掲げる事項について、

個々の高年齢者との契約における就業条件を記載すること。

また この際 当該高年齢者に対して実施計画を記載した、 、

書面を交付するとともに 創業支援等措置による就業は労働、

関係法令による労働者保護が及ばないことから実施計画に記

載する事項について定めるものであること及び当該措置を選

択する理由を丁寧に説明し 納得を得る努力をすること、 。

ロ 創業支援等措置により就業する高年齢者が 委託業務に起、

因する事故等により被災したことを当該措置を講ずる事業主

が把握した場合には 当該事業主が当該高年齢者が被災した、

旨を厚生労働大臣に報告することが望ましいこと。

また 同種の災害の再発防止対策を検討する際に当該報告、

を活用することが望ましいこと。

ハ 契約に基づく業務の遂行に関して高年齢者から相談がある

場合には誠実に対応すること。
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ニ心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、

業務の状況が著しく不良で引き続き業務を果たし得ないこと

等実施計画に定める契約解除事由又は契約を更新しない事由

年齢に係るものを除くに該当する場合には契約を継（ 。） 、

続しないことができること。

なお契約を継続しないことについては客観的に合理的、 、

な理由があり社会通念上相当であることが求められると考、

えられること。

また契約を継続しない場合は事前に適切な予告を行う、 、

ことが望ましいこと。

４賃金・人事処遇制度の見直し ４賃金・人事処遇制度の見直し

高年齢者就業確保措置を適切かつ有効に実施し高年齢者の高年齢者雇用確保措置を適切かつ有効に実施し高年齢者の、 、

意欲及び能力に応じた就業の確保を図るために賃金・人事処意欲及び能力に応じた雇用の確保を図るために賃金・人事処、 、

遇制度の見直しが必要な場合には次の⑴から⑺までの事項に遇制度の見直しが必要な場合には次の⑴から⑺までの事項に、 、

留意すること 留意する。 。

⑴年齢的要素を重視する賃金・処遇制度から能力職務等⑴年齢的要素を重視する賃金・処遇制度から能力職務等、 、 、 、

の要素を重視する制度に向けた見直しに努めることこの場の要素を重視する制度に向けた見直しに努めることこの場。 。

合においては当該制度が制度を利用する高年齢者の就業合においては当該制度がその雇用する高年齢者の雇用及、 、 、 、

及び生活の安定にも配慮した計画的かつ段階的なものとなるび生活の安定にも配慮した計画的かつ段階的なものとなる、

よう努めること よう努めること。 。

⑵高年齢者就業確保措置において支払われる金銭については⑵継続雇用制度を導入する場合における継続雇用後の賃金に

制度を利用する高年齢者の就業の実態生活の安定等を考ついては継続雇用されている高年齢者の就業の実態生活、 、 、 、

慮し業務内容に応じた適切なものとなるよう努めること の安定等を考慮し適切なものとなるよう努めること、 。 、 。

⑶短時間や隔日での就業制度など高年齢者の希望に応じた⑶短時間勤務制度隔日勤務制度など高年齢者の希望に応、 、

就業形態が可能となる制度の導入に努めること じた勤務が可能となる制度の導入に努めること。 。

⑷65歳以上継続雇用制度又は創業支援等措置を導入する場合⑷継続雇用制度を導入する場合において契約期間を定める、

において契約期間を定めるときには高年齢者就業確保措ときには高年齢者雇用確保措置が65歳までの雇用の確保を、 、 、

置が70歳までの就業の確保を事業主の努力義務とする制度で義務付ける制度であることに鑑み65歳前に契約期間が終了、

あることに鑑み70歳前に契約期間が終了する契約とする場する契約とする場合には65歳までは契約更新ができる旨を、 、

合には70歳までは契約更新ができる措置を講ずるよう努め周知することまたむやみに短い契約期間とすることが、 。 、

ることとしその旨を周知するよう努めることまたむないように努めること、 。 、 。

YRNJQ
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やみに短い契約期間とすることがないように努めること。

⑸ 職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ ⑸ 職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ

高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置及び処遇の実 高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置及び処遇の実、 、

現に努めること 現に努めること。 。

⑹ 勤務形態や退職時期の選択を含めた人事処遇について 個 ⑹ 勤務形態や退職時期の選択を含めた人事処遇について 個、 、

々の高年齢者の意欲及び能力に応じた多様な選択が可能な制 々の高年齢者の意欲及び能力に応じた多様な選択が可能な制

度となるよう努めること この場合においては 高年齢者の 度となるよう努めること。 、 。

雇用の安定及び円滑なキャリア形成を図るとともに 企業に この場合においては 高年齢者の雇用の安定及び円滑なキ、 、

おける人事管理の効率性を確保する観点も踏まえつつ 就業 ャリア形成を図るとともに 企業における人事管理の効率性、 、

生活の早い段階からの選択が可能となるよう勤務形態等の選 を確保する観点も踏まえつつ 就業生活の早い段階からの選、

択に関する制度の整備を行うこと 択が可能となるよう勤務形態等の選択に関する制度の整備を。

行うこと。

⑺ 事業主が導入した高年齢者就業確保措置 定年の引上げ及 ⑺ 継続雇用制度を導入する場合において 継続雇用の希望者（ 、

び定年の定めの廃止を除く の利用を希望する者の割合が の割合が低い場合には 労働者のニ ズや意識を分析し 制）。 、 ー 、

低い場合には 労働者のニ ズや意識を分析し 制度の見直 度の見直しを検討すること、 ー 、 。

しを検討すること。

５ 高年齢者雇用アドバイザ 等の有効な活用 ５ 高年齢者雇用アドバイザ 等の有効な活用ー ー

高年齢者就業確保措置のいずれかを講ずるに当たって 高年齢 高年齢者雇用確保措置のいずれかを講ずるに当たって 高年齢、 、

者の職業能力の開発及び向上 作業施設の改善 職務の再設計や 者の職業能力の開発及び向上 作業施設の改善 職務の再設計や、 、 、 、

賃金・人事処遇制度の見直し等を図るため 独立行政法人高齢・ 賃金・人事処遇制度の見直し等を図るため 独立行政法人高齢・、 、

障害・求職者雇用支援機構に配置されている高年齢者雇用アドバ 障害・求職者雇用支援機構に配置されている高年齢者雇用アドバ

イザ や雇用保険制度に基づく助成制度 公益財団法人産業雇用 イザ や雇用保険制度に基づく助成制度等の有効な活用を図るー 、 ー 。

安定センタ における他の事業主とのマッチング支援等の有効なー

活用を図る。
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の 

施行に向けた主な検討事項 

【省令事項】（一部改正） 

① 創業支援等措置の実施に関する計画について 

② 高年齢者就業確保措置の実施に関する計画（行政措置）について 

③ 再就職援助措置及び多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲 

④ 多数離職届及び高年齢者雇用状況報告書（様式修正） 

 

【告示事項】 

①高年齢者等職業安定対策基本方針（全文改正） 

 ・高年齢者の就業の動向に関する事項 

・高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項 

・事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき事項 

・高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項 

②高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針（新規策定） 

・高年齢者就業確保措置全般に係わる留意点 

（対象者基準に関する労使の合意、どのような措置を講ずるかに関する過半数労働

組合等との話し合い、複数の措置を講ずる場合の個々の労働者の希望の聴取等） 

・六十五歳以上継続雇用制度を講ずる場合の留意点 

 （個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力等を踏まえた対応等） 

・創業支援等措置を講ずる場合の留意点 

（措置の具体的な内容、過半数労働組合等の合意に係る留意事項、措置により就業

する高年齢者への対応に係る留意事項等） 
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